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               ＜論文要約＞ 

                論文題目：第二次納税義務の期間制限に関する一考察 

氏名：石橋もと子 

  

第二次納税義務者の権利救済については、最高裁で争われた論点が 2つある。①第二次納

税義務者の租税訴訟における原告適格1の可否と、②第二次納税義務の納付告知2に対する期

間制限の要否、である。①については、最高裁判所平成 18 年 1 月 19 日判決3において原告

適格が認められ、租税訴訟による第二次納税義務者の権利救済の途が開かれた。一方、②に

ついては最高裁判所平成 6年 12 月 6日判決4において、第二次納税義務の納付告知の期間制

限について、国税通則法 70 条（国税の更正、決定等の期間制限）の類推適用が認められず、

以来進展がみられない。 

本論文では、第二次納税義務の納付告知に期間制限がないという現状について、再検討さ

れるべきであると考え、第二次納税義務に期間制限（納付告知の除斥期間および徴収権の消

滅時効）を設けるべき合理的理由について検討した上で、第二次納税義務の類型ごとの法的

性質を考察し、期間制限を要すると分類された類型について、第二次納税義務の期間制限に

関する条文を新たに定め、その適用を提言した。 

その再検討の中で重要となるのが、第二次納税義務の類型ごとの検討である。第二次納税

義務は国税徴収法 33 条から 41条（40条は削除）に規定されている中に 11類型があり、必

ずしも同一の性格でないものを、第二次納税義務という共通の租税徴収の技術をもって規

定している。そのため、全類型を一括して同様の税法上の立場におくことは課税の公平性の

面から問題があると考える。 

現行の第二次納税義務については、一括してその「附従性」を前提として、主たる納税義

務が存在する限り納付告知が可能とされ、賦課権の除斥期間は存在せず、徴収権について

も、主たる納税義務の時効中断の効力が第二次納税義務に及び、主たる納税義務が時効の完

成により消滅すると、第二次納税義務も消滅するとされている。 

しかし第二次納税義務の「独立性」に配慮すべき立場に立つと、第二次納税義務には主た

る納税義務とは別個独立の賦課権の除斥期間が存在し、その期間が経過すると納付告知が

不可能になると考えられる。一方、徴収権については、除斥期間内に納付告知を受け確定し

た第二次納税義務には、主たる納税義務の時効中断の効力は及ばず、主たる納税義務が時効

の完成により消滅しても、独立した義務としての第二次納税義務を全うすべく、第二次納税

義務自体の時効が完成するまでは消滅しない、と考えられる。 

第二次納税義務は、課税要件法とも称される実体法の側面からは、第二次納税義務の納付

告知は第二次納税義務に対する課税処分であり、第二次納税義務は「独立した納税義務」と

捉えることができ、手続法の側面からは、第二次納税義務の納付告知は主たる納税義務の徴

収処分であり、「主たる納税義務の徴収上の手続き」と捉えることができる。この点に着目

し、独立した期間制限を適用すべき「独立した納税義務」であると認められる類型を選定す

るため、第二次納税義務全類型を「実体法としての第二次納税義務」と「手続法としての第

二次納税義務」に分類した。 
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分類した結果、実体法としての第二次納税義務に分類された類型については、その納付告

知は「第二次納税義務の課税処分」の法的性質と捉え、その第二次納税義務は「独立した納

税義務」であると考え、独立した期間制限を立法し、これを適用することを提案した。 

 
 

1 この原告は、第二次納税義務者が、主たる課税処分自体に取消原因となる瑕疵があった場合に、

訴えを起こす際の原告である。 
2 国税徴収法 32 条１項に規定される納付通知書による告知。 
3 最判平成 18 年 1 月 19 日民集 60 巻 1 号 65 頁。 
4 最判平成 6 年 12 月 6 日民集 48 巻 8 号 1451 頁。 
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はじ め に  

 

第 二 次 納 税義 務 制 度 1は、一 定の 要 件 を満 たし た 場 合に 、主た る納 税 義

務 者 と 一 定の 関 係 に ある 者 、す な わ ち第 二次 納 税 義務 者 2に、その 主 た る

納 税 義 務 者の 滞 納 国 税の 納 付 義務 を 負 わ せる 制 度 であ る 。 第 二次 納 税義

務制 度 は 、納 税 義 務 の拡 張 の 一手 段 と し て、 納 税 者か ら 滞 納 租税 を 徴収

で き な い 場合 に 、 当 該滞 納 租 税の 徴 収 確 保を 図 る ため の 重 要 な機 能 を果

た し て い る。 そ の 一 方で 、 納 税義 務 の 拡 張の 矛 先 とな る 第 二 次納 税 義務

者 に つ い ては 、 第 二 次納 税 義 務特 有 の 権 利救 済 に 関す る 条 文 の定 め がな

く 、 通 常 の納 税 義 務 者に 比 べ 不利 な 立 場 に置 か れ てい る 3。   

第 二 次 納 税義 務 者 の 権利 救 済 につ い て は 、最 高 裁 で争 わ れ た 論点 が 2

つ あ る 。① 第 二 次納 税義 務 者 の租 税 訴 訟 にお け る 原告 適 格 4の 可否 と 、②

第 二 次 納 税 義 務 の 納 付 告 知 5に 対 す る 期 間 制 限 6の 要 否 、 で あ る 。 ① に つ

い て は 、最 高 裁判 所 平成 18 年 1 月 19 日 判決 7に お いて 原 告 適 格が 認 め ら

れ 、租 税訴 訟 に よる 第二 次 納 税義 務 者 の 権利 救 済 の途 が 開 か れた 。一方 、

② に つ い ては 最 高 裁 判所 平 成 6 年 12 月 6 日判 決 8に おい て 、 第二 次 納 税

義 務 の 納 付告 知 の 期 間制 限 に つい て 、 国 税通 則 法 70 条 9（国 税の 更 正 、

決 定 等 の 期間 制 限 ） の類 推 適 用が 認 め ら れず 、 以 来進 展 が み られ な い。  

最 近 注 目 され た 第 二 次納 税 義 務に 関 す る 事例 1 0で は、「 離婚 の 財産 分 与

に よ る 宅 地の 譲 渡 」に対 し て 国税 徴 収 法 39 条（無 償 又 は 著し い 低 額の 譲

受 人 等 の 第二 次 納 税 義務 ） が 適用 さ れ た 第二 次 納 税義 務 の 取 消 し を 求め

て 出 訴 し たが 、 控 訴 審の 東 京 高等 裁 判 所 にお い て 控訴 が 棄 却 され た 。 国

税徴 収 法 39 条 は 、 滞納 に 係 る租 税 に つ き滞 納 処 分を し て も なお 不 足が

あ る と 認 めら れ る 事 実と 、 そ の不 足 す る と認 め ら れる 事 実 が 滞納 者 によ

る財 産 の 無償 又 は 著 しい 低 額 の譲 渡 等 の 処分 に 基 因す る と い う 事 実 があ
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る と き に 成立 す る 。 離婚 の 際 、 財 産 分 与 され た 財 産の う ち 、 不相 当 に過

大 な 部 分 を対 象 と し て第 二 次 納税 義 務 を 負わ せ る こと に つ い ては 妥 当性

が あ っ た とし て も 、この 事 例 にお い て は 、平 成 12 年 5 月 に 元妻 が 離 婚に

よ る 財 産 分与 を 受 け てか ら 、 平成 24 年 2 月に 分 与 者で あ る 元夫 の 滞納

租 税 に つ いて 元 妻 が 第二 次 納 税義 務 の 納 付告 知 を 受け る ま で 、実 に約 12

年 の 月 日 が経 過 し て いる 。 第 二次 納 税 義 務の 成 立 要件 と な る 法律 行 為を

行 っ て か ら、 約 12 年と い う 長期 間 経 過 後に 突 然 に納 付 告 知 を受 け るこ

と が あ り 得る と い う こと は 、 第二 次 納 税 義務 者 に 成り 得 る 者 の法 的 立場

は 不 安 定 であ る と 言 わざ る を 得な い 。  

第 二 次 納 税義 務 の 期 間制 限 を 検討 す る に 当た っ て 、近 年 注 目 すべ き 法

律改 正 が 二つ 行 わ れ た 。 一 つ は、 他 の 納 税義 務 者 の租 税 債 務 を 二 次 的に

負う と い う状 況 が 、 第二 次 納 税義 務 と 類 似し て い ると さ れ る 相続 税 の連

帯 納 付 義 務に つ い て 期間 制 限 が設 け ら れ たこ と で ある 。 平 成 24 年 度税

制 改 正 に おい て 、 相 続税 の 申 告期 限 か ら 5 年 を 経 過す る 日 まで に 連 帯納

付 義 務 者 に対 し 、 連 帯納 付 の 履行 を 求 め る納 付 通 知書 が 未 発 送の 場 合、

連 帯 納 付 義 務 は 負 わ な い こ と と さ れ た 1 1。 こ の 改 正 に よ っ て 、 相 続 か ら

長 時 間 経 過後 に 連 帯 納付 義 務 を追 及 さ れ ると い っ た連 帯 納 付 義務 者 にと

っ て 過 酷 とな る ケ ー スの 発 生 が防 止 さ れ 、一 般 納 税者 と の 公 平を 確 保す

る こ と を 目的 と し て 連帯 納 付 義務 を 負 わ ない 範 囲 が拡 大 さ れ た 1 2。  

も う 一 つ の改 正 は 民 法に お い てで あ る 。国税 徴 収法 39 条（ 無償 又 は著

し い 低 額 の譲 受 人 等 の第 二 次 納税 義 務 ） の立 法 の 基礎 と な っ た民 法 424

条（ 詐 害 行 為取 消 権 ）の 客観 的 期間 制 限 につ い て 、現行 の 民 法 426 条（ 詐

害 行 為 取 消権 の 期 間 の制 限 ）で は 、詐害 行為 の 時 から 20 年 の期 間 制 限を

定 め て い る。し かし 、20 年も の 間、詐 害 行為 取 消 権行 使 を 可 能と す る こ

と は 取 引 関係 を 不 安 定に す る とと も に 、 過度 に 取 消債 権 者 を 保護 す る こ
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とか ら 、20 年の 期 間 制限 は 10 年 に 半減 され た 1 3。こ れ らを 鑑 みる と 、第

二 次 納 税 義務 の 納 付 告知 に 期 間制 限 が な いと い う 現状 に つ い ても 、 再検

討さ れ る べき で あ る と考 え る 。  

さ ら に そ の再 検 討 の 中で 重 要 とな る の が 、第 二 次 納税 義 務 の 類型 ごと

の 検 討 で ある 。第 二 次納 税 義 務は 国 税 徴 収法 33 条 から 41 条（ 40 条 は削

除 ）に 規 定 さ れて い る中 に 11 類 型 があ り 、必ず し も 同一 の 性格 で な いも

の を 、 第 二次 納 税 義 務と い う 共通 の 租 税 徴収 の 技 術を も っ て 規定 し てい

る 。 そ の ため 、 全 類 型を 一 括 して 同 様 の 税法 上 の 立場 に お く こと は 課税

の 公 平 性 の面 か ら 問 題が あ る と考 え る 。  

そ こ で 本 論文 で は 、 第二 次 納 税義 務 に 期 間制 限 （ 納付 告 知 の 除斥 期間

およ び 徴 収権 の 消 滅 時効 ） を 設け る べ き 合理 的 理 由に つ い て 検討 し た上

で、 第 二 次納 税 義 務 の類 型 ご との 法 的 性 質を 考 察 し、 期 間 制 限を 要 する

と 分 類 さ れた 類 型 に つい て 、 第二 次 納 税 義務 の 期 間制 限 に 関 する 条 文を

新 た に 定 め、 そ の 適 用を 提 言 する も の で ある 。  

 
1  国 税 徴 収 法 32 条 か ら 41 条 に 規 定 さ れ る 制 度 で あ る 。  
2 国 税 徴 収 法 2 条 7 号 に 規 定 さ れ る も の で あ る 。  
3 通 常 の 納 税 義 務 者 の 権 利 救 済 と し て は 、更 正 の 請 求（ 国 税 通 則 法 23 条 ）、

不 服 申 立 て に 関 す る 条 文 （ 国 税 通 則 法 75 条 以 下 ） が 規 定 さ れ て い る 。  
4 こ の 原 告 は 、第 二 次 納 税 義 務 者 が 、主 た る 課 税 処 分 自 体 に 取 消 原 因 と な る

瑕 疵 が あ っ た 場 合 に 、 訴 え を 起 こ す 際 の 原 告 で あ る 。  
5 国 税 徴 収 法 32 条 １ 項 に 規 定 さ れ る 納 付 通 知 書 に よ る 告 知 。  
6  税 務 署 長 等 に よ る 国 税 に 関 す る 処 分 が い つ ま で 出 来 る か と い う 期 間 的 な

制 約 を い う 。  
7 最 判 平 成 18 年 1 月 19 日 民 集 60 巻 1 号 6 5 頁 。  
8 最 判 平 成 6 年 12 月 6 日 民 集 48 巻 8 号 14 51 頁 。  
9 国 税 通 則 法 70 条 1 項 3 号 に お い て 、課 税 標 準 申 告 書 の 提 出 を 要 し な い 賦

課 課 税 方 式 に よ る 国 税 に 係 る 賦 課 決 定 は 、そ の 納 税 義 務 の 成 立 の 日 か ら 5

年 を 経 過 し た 日 以 後 に お い て は 、す る こ と が で き な い 、と 規 定 さ れ て い る 。 
1 0  東 京 高 判 平 成 3 0 年 2 月 8 日 訟 務 月 報 6 5 巻 1 号 1 頁 （ 上 告 提 起 、 上 告 受

理 申 立 て （ 後 棄 却 、 不 受 理 ））。  
1 1  相 続 税 法 34 条 １ 項 （ 連 帯 納 付 の 義 務 等 ）。  
1 2  吉 沢 浩 二 郎 ほ か 『 改 正 税 法 の す べ て （ 平 成 24 年 度 版 ）』 4 20 頁 （ 大 蔵 財

務 協 会 編 、 平 成 24 年 ）。  
1 3  平 成 29 年 6 月 2 日 公 布「 民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」に よ り 、令 和 2 年

4 月 1 日 よ り 施 行 さ れ る 。  
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  第 二 次 納税 義 務 に 係る 期 間 制限 の 現 状 と問 題 点  

 

本章 で は 、第 二 次 納 税義 務 に 係る 期 間 制 限の 現 状 と問 題 点 を 把握 す る。 

そ の た め 、 第 1 節 に おい て 第 二次 納 税 義 務の 概 要 、 第 2 節 に おい て そ

の期 間 制 限の 現 状 に つい て の 確認 を 行 っ た う え で 、第 3 節 に おい て 第二

次 納 税 義 務 に 係 る 期 間制 限 の 現状 の 問 題 点を 考 察 する 。  

 

第１ 節   第 二 次 納税 義 務 の 概要  

 

 第二 次 納 税義 務 制 度 の意 義  

 

第 1 目  現行 の 第 二 次納 税 義 務制 度  

現 行 の 第 二次 納 税 義 務制 度 は 、国税 徴 収 法（以 下「 徴収 法 」と 略 す 。）

32 条 に その 通 則 が 置か れ 、 以下 、 徴 収 法 33 条か ら 41 条 （ 40 条 は 削除）

に お い て 、第 二 次 納 税義 務 の 種類 （ 11 類型 1） が 定め ら れ て いる 2。  

 第 二 次 納税 義 務 制 度 が 我 が 国に お い て はじ め て 導入 さ れ た のは 、 昭和

26 年 の 旧 徴収 法 の 改正 に お いて で あ り 、そ の 後 、昭 和 34 年の 徴 収 法 の

全 文 改 正 で整 備 さ れ 現行 の 制 度に な っ て いる 。  

また 、 昭和 37 年の 国税 通 則 法 （ 以 下 「 通則 法 」 と 略 す 。） の制 定 に 伴

い、 徴 収 法 の う ち 租 税通 則 に 関す る 規 定 は 通 則 法 へ移 行 し た 。そ し てそ

の 後 、 第 二次 納 税 義 務制 度 に 関し て は 、 大き な 改 正は 特 に 行 われ て おら

ず 現 在 に 至っ て い る 。   

昭和 34 年 の 徴 収法 全文 改 正 は、 昭 和 30 年 に設 置 され た 租 税徴 収 制 度

調 査 会 の 答申 に 基 づ き整 備 さ れた も の で ある が 、 その 答 申 の 中に お いて

「 第 二 次 納税 義 務 の あり 方 」 が 、 次 の と おり 述 べ られ て い る 3。  
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図表 1−1 第 二 次 納 税義 務 の 成立 要 件 と 第二 次 納 税義 務 者  

徴収不足要件以外の成立要件

根拠
条文

類型名称

「滞納者に、滞納処分を執行してもなお徴収
すべき額に不足すると認められること」（徴
収不足要件）は共通の要件であり、滞納者が
主たる納税義務者である。

合名会社等の社員の 合名会社等が国税を滞納したこと。 社員（二人以上

第二次納税義務 は連帯責任）

法人が解散した場合において、国税を納付し 清算人　及び

ないで残余財産の分配又は引渡しをしたこと。 残余財産を

受けた者

清算の開始原因による信託が終了し、信託に 特定清算受託者

係る清算受託者が国税を納付しないで残余財 及び　残余財産

産を給付したこと。 受益者等

滞納者が同族会社の株式等を有する場合で、

その株式等につき買受人が無い又は譲渡に 同族会社

支障がある場合。

実質所得者課税などの規定により課された国税 賦課の基因と

を滞納したこと。 なった収益の

法律上の帰属者

同族会社等の行為又は計算 滞納者が、同族会社等の行為又は計算否認など 否認行為に

の否認等の第二次納税義務 の規定により課された国税を滞納したこと。 よる利益受益者

滞納者の親族又は株主が事業遂行に欠かせない

財産を有すること。

重要な財産から生ずる所得が滞納者の所得と

なっていること。重要な財産の供されている

事業に係る国税を滞納していること。

譲渡人が事業に係る国税を滞納していながら、

親族等にその事業を譲渡した場合において、譲 事業譲受人

受人が同一又は類似事業を経営していること。

法定納期限の1年以上前にされたものを除く。

滞納者がその財産につき無償又は著しく低い額

無償又は著しい低額の の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に

譲受人等の 利益を与える処分をしたこと。 利益享受者

第二次納税義務 その処分が法定納期限の1年前の日以後にされ

徴収不足がその譲渡等に基因すること。

人格のない社団等の財産の 社団等が国税を滞納している場合において 財産の名義人と

名義人に対する第二次納税義務 社団等の財産が第三者に法律上帰属すること。 である第三者

人格のない社団等の財産の 滞納者である社団等が財産の払戻・分配をした 払戻・分配を

払戻し又は分配を受けた こと。その払戻・分配が法定納期限の1年以上 受けた者

ものの第二次納税義務 前にされたものを除く。

項
番

根拠条文及び類型名称

第二次納税義務
を負う者

① 33条

②

③

④

⑤
実質課税額等の
第二次納税義務

⑥ 36条3号

⑪

⑩

⑦
共同的な事業者の
第二次納税義務

⑧ 38条

⑨ 39条

37条

41条1項

41条2項

34条1項

34条2項

35条

36条1号

滞納者の親族・
親族で
重要な財産を
有するもの

清算人等の
第二次納税義務

清算受託者等の
第二次納税義務

同族会社の
第二次納税義務

事業を譲り受けた
特殊関係者の
第二次納税義務

（出 所：筆 者 作 成） 
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第二 次 納 税義 務 の 制 度は 、 形 式的 に 第 三 者に 財 産 が帰 属 し て いる

場 合 で あ って も 、 実 質的 に は 納税 者 に そ の財 産 が 帰属 し て い ると 認

め て も 、 公平 を 失 し ない と き にお い て 、 形式 的 な 権利 の 帰 属 を否 認

し て 、 私 法秩 序 を 乱 す こ と を 避け つ つ 、 その 形 式 的に 権 利 が 帰属 し

て い る 者 に対 し て 補 充的 に 納 税義 務 を 負 担さ せ る こと に よ り 、徴 税

手 続 の 合 理化 を 図 る ため に 認 めら れ て い る制 度 で ある 。  

 

 こ の 考 え方 が 基 礎 とな っ て 整備 さ れ た 第二 次 納 税義 務 11 類型 に 共通

す る 成 立 要件 は 、主 たる 納 税 義務 者 が 滞 納者 4と な り、滞 納処 分を 執 行 し

て も な お 徴収 す べ き 額に 不 足 す る と 認 め られ る こ と（ 以 下 「 徴収 不 足要

件 」と い う。）で あ る。つ ま り、第 二 次 納税 義 務 とい う 法 制 度は 、主 たる

納 税 義 務 者の 財 産 か ら租 税 の 徴収 が で き ない 場 合 の租 税 徴 収 の技 術 であ

る と い え る が 、 主 た る納 税 義 務者 の 納 税 義務 を 拡 張し 、 租 税 の徴 収 を図

ろ う と す る第 二 次 納 税義 務 共 通 の 租 税 徴 収技 術 の もと に 集 め られ て いる

た め 、 第 二次 納 税 義 務 11 類型 の 性 格は 一様 で は ない の で あ る。  

徴収 法 33 条 から 41 条に は 、 徴収 不 足 要 件以 外 に 、そ れ ぞ れ の第 二次

納 税 義 務 の成 立 要 件 と、 主 た る納 税 義 務 者と ど の よう な 関 係 を有 す る者

が 第 二 次 納税 義 務 者 とな る か の具 体 的 要 件が 定 め られ て い る 。  

上 記 の 図表 1−1 は 、 第二 次 納 税義 務 11 類型 の 成 立要 件 と 第 二次 納 税 義

務 を 負 う 者を 整 理 し たも の で ある 。  

 

  第 2 目  第 二 次 納税 義 務 制度 の 趣 旨  

 第 二 次 納税 義 務 の 各類 型 の 趣旨 に つ い ては 以 下 のと お り で ある 。  

①徴 収 法 33 条 （合 名会 社 等 の社 員 の 第 二次 納 税 義務 ）  
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 こ の 規 定は 、 合 名 会社 又 は 合資 会 社 の 債務 に つ いて 無 限 責 任社 員 が責

任 を 負 う 、と い う 会 社法 580 条 （社 員 の 責任 ） の 規定 を 前 提 とし て 、租

税 債 務 に つい て 会 社 財産 を も って 不 足 す ると 認 め られ る と き は、 無 限責

任 社 員 に 第二 次 納 税 義務 を 負 わせ る こ と とし た も ので あ る 。  

 な お 、平成 28 年 の改 正 に おい て 、税 理士 法 な どの 法 令 に おけ る 士 業法

人 の 社 員 の責 任 を 、 租税 債 務 につ い て も 、 会 社 法 にお け る 合 名会 社 又は

合 資 会 社 の無 限 責 任 社員 と 同 様の 責 任 負 担と す る 観点 か ら 、 第二 次 納税

義 務 者 と なる 社 員 の 範囲 に 、 士業 法 人 5の 社員 が 加 えら れ た 。  

②徴 収 法 34 条 1 項 （清 算 人 等の 第 二 次 納税 義 務 ）  

 こ の 規 定は 、 清 算 人は 法 人 の債 務 を 完 済し た 後 でな け れ ば 残余 財 産を

分 配 す る こと が で き ない と す る 会 社 法 502 条 、 664 条 （債 務 の弁 済 前 に

お け る 残 余財 産 の 分 配の 制 限）の 規 定 を 前提 と し て、租 税債 務に つ い て、

こ れ を 納 付せ ず に 分 配等 が 行 われ た 場 合 に、 清 算 人又 は 残 余 財産 の 分配

等 を 受 け た者 に 第 二 次納 税 義 務を 負 わ せ る こ と と した も の で ある 。  

③徴 収 法 34 条 2 項 （清 算 受 託者 等 の 第 二次 納 税 義務 ）  

 こ の 規 定は 、清 算 受 託 者 6は 信託 に 係 る 債務 を 弁 済し た 後 で なけ れ ば 残

余 財 産 を 残 余 財 産 受 益 者 等 7に 給 付 す る こ と が で き な い 、 と い う 信 託 法

181 条 （ 債務 の 弁 済 前に お け る残 余 財 産 の給 付 の 制限 ） の 規 定を 前 提と

し て 、 租 税債 務 に つ いて 、 こ れを 納 付 せ ずに 分 配 等が 行 わ れ た場 合 に、

特 定 清 算 受 託 者 8及 び 残 余 財 産 受 益 者 等 に 第 二 次 納 税 義 務 を 負 わ せ る こ

とと し た もの で あ る 。  

④ 徴 収 法 35 条 （同 族会 社 9の 第二 次 納 税 義務 ）  

 こ の 規 定は 、 個 人 の事 業 者 がそ の 事 業 を法 人 に 組織 変 更 し て 、 そ の個

人 を 判 定 の基 礎 と な る株 主 又 は社 員 と し て判 定 し た場 合 に 同 族会 社 に該

当 す る 会 社 を 設 立 し た場 合 に おい て 、 そ の個 人 か らの 徴 税 を 確保 す る措
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置 と し て 、そ の 同 族 会社 の 株 式又 は 出 資 の 価 額 に 相当 す る も のに つ き、

そ の 同 族 会社 に 第 二 次納 税 義 務を 負 わ せ 、い わ ゆ る法 人 成 り によ る 租税

回 避 を 防 止し よ う と する も の であ る 。  

⑤徴 収 法 36 条 1 号 （実 質 課 税額 等 の 第 二次 納 税 義務 ）  

こ の 規 定 は、所得 税 法 12 条（ 実質 所 得 者 課 税 の 原則 ）も し くは 158 条

（ 事 業 所 の所 得 の 帰 属の 推 定 ）ま たは 法 人税 法 11 条（ 実 質 所得 者 課 税 の

原 則 ） の 規定 に よ り 主た る 納 税義 務 者 に 賦課 さ れ た 租 税 債 務 に対 し 、徴

収 面 で の 対処 と し て 、実 質 課 税の 基 因 と なっ た 財 産の 権 利 者 に 第 二 次納

税 義 務 を 負わ せ る こ と と し た もの で あ る 。  

⑥徴 収法 36 条 3 号 （同 族 会 社等 の 行 為 又は 計 算 の否 認 等 の 第二 次納

税義 務 ）  

こ の 規 定 は、 所 得 税 法 157 条 （ 同 族会 社等 の 行 為又 は 計 算 の否 認 等）

も し く は 168 条の 2（非 居 住 者の 恒 久 的 施設 帰 属 所得 に 係 る 行為 又 は計

算の 否 認）、法 人税 法 132 条 、132 条 の 2、132 条の 3（同 族 会社 等 の 行為

又 は 計 算 の否 認 、 他 ）も し く は 147 条 の 2（ 外国 法 人の 恒 久的 施 設 帰属

所 得 に 係 る行 為 又 は 計算 の 否 認）、 相続 税法 64 条 （ 同 族会 社等 の 行 為又

は 計 算 の 否認 等 ）、 また は 、 地価 税 法 32 条 （同 族 会 社等 の 行為 又 は 計算

の否 認 等）の 規 定に より 主 た る納 税 義 務 者に 賦 課 され た 租 税 債務 に 対 し、

徴 収 面 で の対 処 と し て、 行 為 若し く は 計 算に よ り 利益 を 受 け たと み なさ

れ る 者 に 、 第 二 次 納 税義 務 を 負わ せ る こ と と し た もの で あ る 。  

⑦徴 収 法 37 条 （共 同的 な 事 業者 の 第 二 次納 税 義 務）  

こ の 規 定 は 、所 得 税 法 56 条（事 業 か ら 対価 を 受 ける 親 族 が ある 場 合の

必 要 経 費 の特 例 ） の 規定 に よ り主 た る 納 税義 務 者 に賦 課 さ れ た租 税 債 務

に 対 し 、 徴収 面 で の 対処 と し て、 主 た る 納税 義 務 者の 事 業 の ため の 重 要

な 財 産 を 所有 し て い る親 族 等 に、 第 二 次 納税 義 務 を負 わ せ る こと と した  
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もの で あ る。  

⑧徴 収 法 38 条 （事 業を 譲 り 受 け た 特 殊 関係 者 の 第二 次 納 税 義務 ）  

こ の 規 定 は、 事 業 の 譲渡 が あ った 場 合 に おい て 、 その 譲 受 人 が譲 渡人

（主 た る 納税 義 務 者 ） の 商 号 を続 用 す る とき は 、 譲渡 人 の 営 業に よ って

生 じ た 債 務に つ い て は譲 受 人 もま た そ の 弁済 に 任 じら れ る 、 とい う 商法

17 条 （譲 渡 人 の商 号を 使 用 した 譲 受 人 の責 任 等 ） の 規 定 を 前提 と し て、

租 税 債 務 につ い て 、 その 譲 渡 が譲 渡 人 の 特殊 関 係 者に 対 し て 行わ れ た 場

合な ど 一 定の 場 合 に 、 譲 渡 人 の租 税 に つ き、 譲 受 人 に 第 二 次 納税 義 務を

負 わ せ る こと と し た もの で あ る。  

⑨徴 収 法 39 条 （無 償又 は 著 しい 低 額 の 譲受 人 等 の第 二 次 納 税義 務 ）  

こ の 規 定 は、 主 た る 納税 義 務 者が 無 償 又 は著 し い 低額 で 財 産 を処 分 し、

そ の た め に納 税 が 満 足に で き ない よ う な 状態 に 至 らせ た 場 合 すな わ ち詐

害 行 為 と なる よ う な 場合 に 、詐 害行 為 の 取消 し（ 通 則法 42 条｟ 民 法 424

条 の 準 用 ｠） は 必 ず 訴 訟 に よ っ て 行 わ な け れ ば な ら な い と こ ろ 、 税 務 官

庁 の 行 政 処分 に よ り 簡易 迅 速 に 、 そ の 処 分に よ る 受益 者 に 対 し直 接 第二

次 納 税 義 務を 負 わ せ るこ と と した も の で ある 。  

⑩徴 収 法 41 条 1 項 （人 格 の ない 社 団 等 の財 産 の 名義 人 に 対 する 第二

次 納 税 義 務）  

 こ の 規 定は 、 人 格 のな い 社 団等 に 不 動 産等 の 登 記・ 登 録 の 能力 を 認め

ない 現 行 の 考 え 方 に よっ て 、 登記 機 関 等 の取 扱 い もこ れ を 前 提と し て行

わ れ て い るの で 、 人 格の な い 社団 等 の 名 義の 財 産 を処 分 し て もそ の 徴収

す べ き 税 額に 不 足 す ると 認 め られ る 場 合 には 、 登 記上 の 名 義 人に 、 人格

の な い 社 団等 に 属 す る財 産 を 限度 と す る 第二 次 納 税義 務 を 負 わせ る こと

と し た も ので あ る 。  

 ⑪ 徴 収法 41 項 2 項（ 人 格 のな い 社 団 等の 財 産 の払 戻 し 又 は分 配 を 受  
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  け た もの の 第 二 次納 税 義 務 ）  

 こ の 規 定は 、 人 格 のな い 社 団等 が 解 散 に相 当 す る事 態 に 立 ち至 ら ない

以 前 に お いて 、 そ の 財産 の 払 戻し 又 は 分 配が 行 わ れる 事 例 に おい て 、そ

の 人 格 の ない 社 団 等 から の 徴 税を 確 保 す る措 置 と して 、 そ の 財産 の 払戻

し 又 は 分 配を 受 け た 者に そ の 受け た 財 産 の価 額 を 限度 と し て 第二 次 納税

義 務 を 負 わせ る こ と とし た も ので あ る 。  

以 上 が 第 二次 納 税 義 務の 各 類 型の 趣 旨 で ある 。  

 

 第二 次 納 税義 務 の 成 立・ 確 定 ・納 付 告 知  

通則 法 15 条 、16 条 は租 税 債 権の 成 立・確定 に つ いて 規 定 し てい る が 、

第 二 次 納 税義 務 の 成 立・ 確 定 につ い て は 触れ て い ない 。 ま た 、第 二 次納

税義 務 の 通則 を 定 め る 徴 収 法 32 条 にお いて も 、そ の 成立・確定 に つ いて

は触 れ て いな い 。 納 税義 務 の 成立 ・ 確 定 につ い て は、 期 間 制 限と 密 接な

関 係 が あ るた め 、 こ の第 2 項 で は 国 税 徴 収法 基 本 通達 （ 以 下 「徴 基 通」

と略 す 。）での 実 務 上の 取 扱 い を 中 心 に 、第 二 次納 税 義務 の 成立・確定 に

つ い て 確 認す る 。 そ のう え で 、第 二 次 納 税義 務 を 確定 す る 処 分で あ る第

二 次 納 税 義務 の 納 付 告知 の 法 的性 質 を 確 認 す る 。  

 

第 1 目  第二 次 納 税 義務 の 成 立と 成 立 時 期  

第 二 次 納 税義 務 の 成 立時 期 に 関し て は 、徴基 通 32 条 関 係１ が「 第二 次

納 税 義 務 は、 法 第 33 条 から 第 39 条 ま で又 は 第 41 条 《第 二次 納 税 義務 》

に 規 定 す る特 定 の 納 税者 が 国 税を 滞 納 し 、か つ 、 それ ら の 条 に規 定 する

要 件 を 満 たす こ と に よっ て 成 立す る 。」とし て い るこ と か ら 、法 定の 要件

を 充 足 す るこ と に よ って 成 立 する と 考 え られ る 。  

さ ら に 、 租税 債 権 の 成立 を 規 定し て い る 通則 法 15 条 に おい ても 、 他  
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の ほ と ん ど全 て の 納 税義 務 が、要 件 を充 足す る と 成立 す る と され て い る。 

し た が っ て 、 第 二 次 納 税 義 務 は 、 法 定 要 件 を 充 足 し た 時 点 で 成 立 し 、

法 定 要 件 を充 足 し た 時点 が 成 立時 期 と な る 。  

 

  第 2 目  第 二 次 納税 義 務 の確 定 と 確 定時 期  

徴収 法 32 条（ 第二 次 納税 義 務 の通 則 ）の 1 項 にお い て、「 税務 署長 は 、

納 税 者 の 国税 を 第 二 次納 税 義 務者 か ら 徴 収し よ う とす る と き は、 そ の者

に 対 し 、 政令 で 定 め ると こ ろ によ り 、 徴 収し よ う とす る 金 額 、納 付 の期

限 そ の 他 必要 な 事 項 を記 載 し た納 付 通 知 書に よ り 告知 し な け れば な らな

い 。」と 規 定 し てい る 。この 納 付 告知 の 処 分に つ い て、『 国税 徴 収法 精 解 』

に お い て は、「 第 二 次納 税 義 務の 納 付 告 知に よ っ て 、抽象 的 に成 立 し てい

た 第 二 次 納税 義 務 者 の第 二 次 納税 義 務 が 具体 的 に 確定 す る こ とと な り、

そ の 法 律 的性 質 は 、 一般 の 納 税者 に 対 す る賦 課 課 税の 場 合 の 納付 告 知に

相 当 す る とい う こ と がで き る。」 1 0と 解説 して い る 。  

し た が っ て 、 第 二 次 納税 義 務 は、 納 付 告 知 の 処 分 によ り 確 定 し 、 納付

告 知 の 処 分が さ れ た 時点 が 確 定時 期 と な る。  

 

第 3 目  第二 次 納 税 義務 の 納 付告 知 の 法 的性 質  

 第 2 目 に おい て 、 第二 次 納 税義 務 は 納 付通 知 書 によ る 告 知 によ り 確定

さ れ る こ とを 確 認 し たが 、こ の 納 付告 知 の法 的 性 質 を 、「 第 二次 納 税 義務

の課 税 処 分 」であ る と捉 え る か、「 主 た る納 税 義 務の 徴 収 処 分 」で ある と

捉 え る か は、 第 二 次 納税 義 務 を独 立 し た 納税 義 務 と捉 え る か 否か と いう

論 点 に つ なが る た め 非常 に 重 要で あ る 。  

 通 則 法 16 条 （ 国 税に つ い ての 納 付 す べき 税 額 の確 定 の 方 式） に よ る

と 、国 税 に つ いて の 納付 す べ き税 額 の 確 定の 手 続 きに つ い て は、「 申 告納  
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税 方 式 」 と「 賦 課 課 税方 式 」 とが あ る 。 申告 納 税 方式 と は 、 納税 者 が行

う申 告 に より 納 付 す べき 税 額 が確 定 す る 方式 で あ る。 一 方 、 賦課 課 税 方

式 と は 、 課税 庁 が 行 う行 政 処 分に よ り 納 付す べ き 税額 が 確 定 する 方 式で

あ る 。 本 論文 で は 課 税庁 が 行 う行 政 処 分 、 す な わ ち 、 更 正 ・ 決定 ・ 再更

正お よ び 賦課 決 定 を 「課 税 処 分」 と し て 考察 す る 。 こ の 「 課 税処 分 」の

う ち 、第 二 次納 税 義 務の 確 定 につ い て 該 当す る の は「賦 課 決 定 」で あ る。  

 徴 基 通 32 条 関係 2 に おい て 、国 税庁 は 、第二 次 納 税義 務 の納 付 通 知書

に よ る 告 知の 性 質 に つい て 、 見解 を 明 ら かに し て いる 。  

 

   国 税 徴 収 法 基 本通 達 32 条 関係 2（告 知 ）  

   法第 32 条 第 1 項の 規 定 によ る 告 知は 、 抽 象的 に 成 立 して い た第

二 次 納 税 義務 を 具 体 的に 確 定 する 性 質 を 有す る も ので 、 形 式 的に は

独 立 の 課 税処 分 で あ る（ 昭和 37.3.23 大 阪地 判 、昭 和 42.11.21 名 古

屋 地 判 、 昭和 50.8.27 最 高 判 参照 ） と 同時 に 、 実質 的 に は 、主 た る

課 税 処 分 等に よ っ て 確定 し た 主た る 納 税 義務 の 徴 収手 続 上 の 一処 分

と し て の 性格 を 有 す る（ 昭 和 50.8.27 最 高判 参 照 ）。  

   な お、 そ の 効 力は 、 納 付通 知 書 が 送達 さ れ た時 に 生 ず る。  

 （ 注 ） 1 納付 通 知 書は 、 主 たる 納 税 者 （第 二 次 納税 義 務 の 基因 と なっ

た納 税 義 務を 負 う 者 をい う 。 以下 同 じ。）に 対 す る督 促 の 有 無

を問 わ ず 発す る こ と がで き る 。  

    2 第二 次 納 税義 務 は 、主 た る 納 税義 務 が 発生 し 存 続 する 限 り、

必要 に 応 じい つ で も 課せ ら れ る可 能 性 を 有す る も ので あ っ て 、

法第 32 条 第 1 項の 規定 に よ る告 知 は 、 その 義 務 の発 生 を 知 ら

しめ る 徴 収の た め の 処分 に ほ かな ら な い ため 、独立 し た 期間 制

限は 設 け られ て い な い（ 平 成 6.12.6 最 高判 参 照）。 し たが っ
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て、主 たる 納 税 者 の 国税 が 滞 納に な っ て いる 間 は この 告 知 を す

るこ と が でき る 。  

 

 上 記 の 徴 基 通 32 条関 係 2（ 告 知） に つい て 、『 国 税 徴収 法基 本 通 達逐

条解 説 』 にお い て は 以下 の よ うに 説 明 さ れて い る 1 1。  

 

   法第 32 条 第 1 項の 納 付 通知 書 に よる 告 知 は、 単 な る 観念 の 通知

で は な く 、抽 象 的 に 成立 し て いた 第 二 次 納税 義 務 を具 体 的 に 確定 さ

せ る も の であ る か ら 、一 種 の 賦課 処 分 に 相当 す る 性質 を 有 し てい る

と と も に 、通 則法 第 36 条 の 納税 の 告 知 と 同 様 に 、国 税の 納 付を 命 ず

る （ 具 体 的に は 、 納 付す べ き 額が 確 定 し た納 税 義 務に つ い て 、そ の

納 付 期 限 を指 定 し 、 納税 者 に その 履 行 を 請求 す る ）と い う 徴 収処 分

と し て の 性質 を 有 し てい る こ と を 明 ら か にし た も ので あ る 。  

 

 徴 基 通 32 条 関 係 2、 お よび 、『 国 税 徴 収法 基 本 通達 逐 条 解 説 』 の 上記

説 明 か ら 、第二 次 納 税義 務 に 係る「 課 税 処分 」「徴 収 処 分 」につ い て は次

のよ う に まと め ら れ る。  

 ① 「 課 税処 分 」  

   課 税庁 が 行 う 行政 処 分 で、 第 二 次 納税 義 務 およ び 第 二 次納 税 義務

者 が 納 付 すべ き 額 を 確定 さ せ るた め に 行 う処 分 。  

 ② 「 徴 収処 分 」  

   課 税庁 が 行 う 行政 処 分 で、 納 付 す べき 額 が 確定 し た 納 税義 務 （主  

  た る 納税 義 務 を 指す 。）に つい て、そ の納 付 期 限を 指 定 し 、第 二 次納  

税 義 務 者 に履 行 を 請 求す る た め行 う 処 分 。  

 第 二 次 納税 義 務 の 納付 通 知 書に よ る 告 知は 、 上 記の 「 課 税 処分 」 の性  
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質 と と も に、「 徴収 処分 」 の 性質 を 有 し てい る 。  

 

 第二 次 納 税義 務 の 法 的性 質 と 期間 制 限 の 関係 性  

第 二 次 納 税義 務 の 法 的性 質 は 、一般 に 、以下 の よ うに「 附 従 性」「 補充

性 」 そ し て「 独 立 性 」の 3 つ の法 的 性 質 があ る と 説明 さ れ て いる 1 2。  

 

第二 次 納 税義 務 は、本来 の 納 税者 の 財 産 につ き 滞 納処 分 を 行 って

も 徴 収 す べき 租 税 に 不足 す る と認 め ら れ る場 合 に 限り 、その 納税 者

と 一 定 の 関係 に あ る 者に 対 し て、本 来の 納税 者 の 租税 に つ い て、二

次 的 に 納 税義 務 を 負 わせ る こ とを そ の 内 容と し て いる 。この 第二 次

納 税 義 務 の内 容 か ら 、主た る 納 税義 務 に つい て 生 じた 事 由（ 例え ば 、

主 た る 納 税義 務 の 消 滅・変 更）の 効 力が 原則 と し て第 二 次 納 税義 務

に 及 び（ 附 従性 ）、第 二次 納 税 義務 者 は 主 たる 納 税 者の 納 税 義 務の 履

行 が な い 場合 に は じ めて 二 次 的に 履 行 の 責め に 任 ずる（ 補充 性）こ

と に な る が、主 たる 納税 者 の 納税 義 務 と 第二 次 納 税義 務 者 の 納税 義

務 と は 法 律上 別 個 の 租税 債 務 であ る 。  

 

第 二 次 納 税義 務 に つ いて は 、 常に 第 二 次 納税 義 務 の 「 附 従 性 」 お よび

「補 充 性 」 と 、 主 た る納 税 義 務者 の 納 税 義務 と 別 個 の 納 税 義 務 で あ ると

いう 「 独 立性 」 と の 合理 的 調 和の 観 点 か ら考 察 す る必 要 が あ る。  

通 則 法 は 、租 税 債 権 を賦 課 権 と徴 収 権 と に分 け 、 賦課 権 に つ いて は除

斥 期 間 を 、徴 収 権 に つい て は 消滅 時 効 を 規定 し て いる 。 こ れ に倣 い 、第

二 次 納 税 義務 の 期 間 制限 に つ いて も 、「 賦課 権 の 除斥 期 間」と「 徴 収権 の

消 滅 時 効 」に つ い て 考察 す る 。第 二 次 納 税義 務 に より 納 付 す べき 租 税に

つ い て 、「 賦課 権」は 、課 税 庁が 第 二次 納 税義 務 の 成立 し た 第 二次 納 税 義
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務 者 に 対 し納 付 通 知 書に よ り その 納 付 す べき 租 税 の納 付 を 告 知す る 権利

で あ り 、「 徴 収 権 」は 、課 税 庁 が第 二 次 納税 義 務 者か ら 、納 付通 知 書 によ

り 確 定 し た租 税 を 徴 収す る 権 利で あ る と 解 す る こ とが で き る 。 以 下 にお

いて 、 第 二次 納 税 義 務の 期 間 制限 を 、「 附従 性 」 及び 「 補 充 性」 と 、「 独

立 性 」 の 観点 で 考 察 する 。  

「 賦 課 権 の除 斥 期 間 」に つ い ては 、 現 状 では 第 二 次納 税 義 務 には 独立

し た 賦 課 権の 除 斥 期 間が 設 け られ て い な いた め 、 実務 上 の 取 扱い は 徴 基

通 32 条関 係 2（告 知 ）に 従 うと こ ろ であ り、課 税庁 は 主 たる 納税 義 務 が

存 続 す る 限り 、 第 二 次納 税 義 務者 に 成 り 得る 者 に 対し 、 い つ でも い つま

で も 賦 課 権を 行 使 で きる の で ある 。 第 二 次納 税 義 務の 性 格 で ある 「 附従

性 」お よ び「 補 充 性 」、す なわ ち 、第 二 次納 税 義 務は 、主 た る納 税 義 務者

の 財 産 か ら租 税 の 徴 収が 出 来 ない 場 合 の 最終 的 な 徴収 手 段 で ある こ とか

ら す れ ば 、第 二 次 納 税義 務 に 期間 制 限 が 設け ら れ てお ら ず 、 主た る 納税

義 務 が 存 続す る 限 り いつ で も いつ ま で も 賦 課 権 を 行使 で き る こと は 、租

税 徴 収 確 保の 側 面 か ら照 ら し て合 理 性 が ある 。 し かし そ う な ると 、 第二

次 納 税 義 務者 に 成 り 得る 者 は 、必 要 に 応 じい つ で もい つ ま で も第 二 次納

税 義 務 の 納付 告 知 を 受け 第 二 次納 税 義 務 を課 さ れ る可 能 性 が ある 。 第二

次 納 税 義 務の 成 立 要 件を 充 足 する 法 律 行 為を 行 っ てか ら 、 長 期間 経 過後

に 突 然 に 納付 告 知 を 受け る と いう よ う な こと は 、 第二 次 納 税 義務 の 「 独

立性 」 の 観点 か ら は 、第 二 次 納税 義 務 者 の法 的 立 場を 著 し く 不安 定 なも

のに す る と言 え る で あろ う 。  

ま た 、「 徴 収権 の 消 滅時 効」に つ いて は 、第 二次 納 税 義務 の 告知 が さ れ

た 後 は 、独 自 に消 滅 時効 が 進 行す る と さ れて お り、通 則法 72 条（ 国 税 の

徴 収 権 の 消滅 時 効 ） にお い て 第二 次 納 税 義務 に つ いて は 触 れ られ て い な

い が 、同 条 が適 用 さ れる と 解 され て い る 1 3。その う え で 、実 務 上は 徴 基 通
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32 条 関 係 28（ 時 効 の中 断 ） に従 う と こ ろで あ る 。 現 状 で は 、全 面 的に

「 附 従 性 」の 理 論 に よっ て 、 主た る 納 税 義務 の 時 効中 断 の 効 力が 第 二次

納 税 義 務 に及 び 、 主 たる 納 税 義務 が 時 効 によ っ て 消滅 す る と 第二 次 納税

義 務 も 消 滅 す る こ と に な る と 解 さ れ て い る 。 こ れ に 対 し 、 こ の 主 た る 納

税 義 務 の 時効 完 成 に よる 消 滅 の場 合 に は 「補 充 性 」に 着 目 す べき で 、主

た る 納 税 義務 に つ い て消 滅 時 効の 期 間 が 満了 し た とき が 、 第 二次 納 税義

務 制 度 が 最も 効 果 を 発揮 す べ きと き で あ るか ら 、 第二 次 納 税 義務 の 時効

が 存 続 し てい る 限 り 、第 二 次 納税 義 務 に つい て 滞 納処 分 手 続 きを 続 行す

る こ と が でき る と 解 すべ き で ある と の 考 えが あ る 1 4。  

一方 、「 独 立 性 」に 着目 し て 第二 次 納 税 義務 の「 徴 収権 の 消 滅時 効 」が

議 論 さ れ た例 は 未 だ ない よ う であ る 。  

 

第２ 節   第 二 次 納税 義 務 に 係る 期 間 制限 の 現 状  

 

 国税 通 則 法に 規 定 さ れる 期 間 制限 の 現 状  

通則 法 で は 、国 税 の 更正 、決 定 、徴 収 、還付 等 に 係る 税 務 署 長等 によ

る 処 分 が いつ ま で 出 来る か と いう 期 間 的 な制 約 、 すな わ ち 、 期間 制 限を

規 定 し て いる 。 賦 課 権 の 除 斥 期間 に つ い ては 通 則法 70 条（ 国税 の 更 正、

決 定 等 の 期間 制 限）、 71 条（ 国 税 の更 正、 決 定 等の 期 間 制 限の 特 例 ） に

規定 し 、徴 収 権 の 消 滅時 効 に つい て は 72 条（ 国 税の 徴 収 権 の消 滅 時 効）、

73 条 （ 時効 の 中 断 及び 停 止 ） に 規 定 し てい る 。  

賦 課 権 の 除斥 期 間 は 納税 義 務 の成 立 の 日 その 他 規 定す る 日 、徴収 権の

消 滅 時 効 は法 定 納 期 限そ の 他 規定 す る 日 から 、 と もに 原 則 と して 5 年を

経 過 し た 日以 後 は 行 使で き な いと 規 定 さ れて い る 。な お 、 除 斥期 間 と消

滅 時 効 の 違い は 、 除 斥期 間 に は中 断 や 停 止に よ る 延長 が な く 、消 滅 時効
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に は 更 正 又は 決 定、督促 な ど によ る 期 間 の中 断 や 停止 に よ る 延長 が あ る。

5 年 に つい て は「 税 務官 庁 に おけ る 資 料 の保 存 期 間が 通 常 5 年で あ る こ

と 」1 5、会計 法 30 条 1 6の 定め る と こ ろ と の 統 一が 図 ら れ た と こ ろ に よ る 。

この 通 則 法 70 条 〜 73 条 に おい て 、第 二 次納 税 義 務に つ い て は、 適 用 若

し く は 排 除、 い ず れ につ い て も 触 れ ら れ て い な い 。  

 

 第二 次 納 税義 務 の 賦 課権 の 除 斥期 間 の 現 状  

 

  第 １ 目  通 則 法 70 条 1 項 3 号の 不適 用  

第 二 次 納 税 義 務 の 賦 課 権 の 除 斥 期 間 に つ い て 適 用 の 可 能 性 が あ る の

は、 通 則法 70 条 1 項 3 号 で ある 。  

 

国税 通 則法 70 条 1 項（ 国 税 の更 正 、 決 定等 の 期 間制 限 ）   

次の 各 号 に掲 げ る 更 正決 定 等 は、 当 該 各 号に 定 め る期 限 又 は 日か

ら五 年 ＜ 中略 ＞ を 経 過し た 日 以後 に お い ては 、す るこ と が で きな い。 

   ＜ １号 、 ２ 号 略＞  

3 号  

課税 標 準 申告 書 の 提 出を 要 し ない 賦 課 課 税方 式 に よる 国 税 に 係る

賦 課 決 定   

その 納 税 義務 の 成 立 の日  

 

現 状 で は 、最 高 裁 判 所平 成 6 年 12 月 6 日判 決 1 7（ 以下 「 最 高 裁平 成 6

年 判 決 」と い う。）に おい て 、第 二 次納 税 義務 の 納 付告 知 の 期 間制 限 に つ

いて 、 上 記の 通 則 法 70 条 1 項 3 号 の 類推 適 用 が認 め ら れ ず、 以 来 進展

が み ら れ ない 。 最 高 裁平 成 6 年 判決 で は 、第 二 次 納税 義 務 の 納付 告 知の
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法 的 性 質 が、 主 た る 納税 義 務 に対 す る 「 徴収 処 分 」で あ る と され た こと

が、 通 則 法 70 条 1 項 3 号の 適 用 を認 め られ な か った 理 由 付 けで あ る 。

こ の 理 由 付け か ら 、 第二 次 納 税義 務 の 納 付告 知 の 法的 性 質 が 、第 二 次納

税 義 務 に 対す る 課 税 処分 で あ り、 そ の 第 二次 納 税 義務 が 独 立 した 納 税義

務 で あ る と認 め ら れ る場 合 に は、第 二次 納税 義 務 に 通 則 法 70 条 1 項 3 号

が 適 用 さ れる と 考 え られ る 1 8。  

この 最 高 裁平 成 6 年 判決 に つ いて の 詳 細 な検 討 、 およ び 、 通 則法 の制

度 趣 旨 上 、第 二 次 納 税義 務 に 関し て 通 則 法 の 規 定 を適 用 す る こと に 合理

性 が あ る のか に つ い て の 検 討 は 、 第 2 章 にお い て 行う 。  

 

第 2 目  国税 徴 収 法 基本 通 達 によ る 実 務 上の 取 扱 い  

第 二 次 納 税義 務 の 賦 課権 の 除 斥期 間 に つ いて 、 通 則法 に 明 文 規定 がな

いこ と 、 通則 法 70 条 1 項 3 号が 適 用 され な い こと は 前 述 した が 、 実務

に お い て は 徴 基 通 32 条 関係 2（ 注）に 従う と こ ろと さ れ、第二 次 納 税義

務 は 、 主 たる 納 税 義 務が 発 生 し存 続 す る 限り 、 必 要に 応 じ い つで も 課せ

ら れ る 可 能性 を 有 す るも の と され て い る 。  

徴基 通 32 条 関係 2（ 注）に つい て は、第 二次 納 税 義務 の ３ つ の法 的 性

質 、「 附 従性 」「 補 充 性」、「 独 立 性 」の う ち 、全 面 的 に「附 従 性」「 補 充性 」

の 性 質 が 採用 さ れ て いる こ と が明 ら か で ある 。 第 二次 納 税 義 務の 「 独立

性 」 の 性 質に つ い て は 考 慮 さ れて お ら ず 、現 行 で は、 第 二 次 納税 義 務の

賦 課 権 の 除斥 期 間 は 設け ら れ てい な い と され て い る。  

と こ ろ で 、徴 基 通 32 条 関係 2（ 注 ）に 、第二 次 納税 義 務 に は期 間 制 限

は 設 け ら れて な い 、とあ る が 、例 外 が あ る。唯 一 、徴 収法 33 条（ 合 名会

社 等 の 社 員の 第 二 次 納税 義 務 ）につ い て はそ の 立 法趣 旨 か ら 、徴基 通 33

条関 係 5（会 社法 612 条 等の 規 定に 準 じ たも の ）、徴基 通 33 条関 係 6（会
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社法 673 条 １項 等 の 規定 に 準 じた も の ） によ る 除 斥期 間 が 存 在す る 。こ

の 除 斥 期 間に つ い て 記載 し た 徴基 通 が 下 記で あ る 。  

 

国税 徴 収 法 基 本 通 達 33 条関 係 5（ 退 社し た 社 員等 の 責 任 ）  

退社 又 は 持分 の 全 部 を譲 渡 し た無 限 責 任 社員 及 び 合資 会 社 又 は監

査 法 人 の 無限 責 任 社 員か ら 有 限責 任 社 員 とな っ た 者は 、 本 店 の所 在

地 に お い て退 社 の 登 記又 は 責 任変 更 の 登 記を す る 前に 納 税 義 務が 成

立 し た 合 名会 社 等 の 国税 に つ いて 責 任 を 負う が 、 この 責 任 は 、そ の

登 記 後 2 年 以内 に 納 付通 知 書 によ る 告 知 又は そ の 予告 を し な かっ た

場 合 に は 、登 記 後 2 年（ 除 斥 期間 ） を 経 過し た 時 に消 滅 す る 。 ＜ 以

下 略 ＞  

 

 国 税 徴 収法 基 本 通 達 33 条関 係 6（ 解 散後 の 責 任）  

合名 会 社 等が 解 散 し た場 合 に おい て 、 本 店所 在 地 にお い て 解 散の

登 記 を し た後 5 年 以 内に 納 付 通知 書 に よ る告 知 又 はそ の 予 告 をし な

か っ た と きは 、無 限 責任 社 員 の責 任 は 、その 登 記後 5 年（ 除 斥期 間 ）

を 経 過 し た時 に 消 滅 する 。 ＜ 以下 略 ＞  

 

 現 行 に おい て 、第 二次 納 税 義務 に 除 斥 期間 が 存 在す る の は 、徴収 法 33

条 の み で ある が 、 第 二次 納 税 義務 の 期 間 制限 に つ いて 争 っ た 事例 に おい

て 言 及 さ れる こ と は なか っ た 。  

 

 第二 次 納 税義 務 の 徴 収権 の 消 滅時 効 の 現 状  

第 二 次 納 税義 務 の 徴 収権 の 消 滅時 効 に つ いて は 、 第二 次 納 税 義務 の 納

付告 知 が され た 後 は 、独 自 に 消滅 時 効 が 進行 す る 1 9とさ れ て お り、 明 文  
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規定 は 置 かれ て い な いが 、 主 たる 納 税 義 務に 適 用 され る 通 則 法 72 条の

規 定 に 、 主た る 納 税 義務 に 附 従す る 第 二 次納 税 義 務 も 準 ず る もの と 考え

ら れ る 。 その う え で 、実 務 上 は 徴 基 通 32 条 関係 28（ 時効 の 中断 ） に 従

う と こ ろ であ る 。  

 

国税 徴 収 法 基 本 通 達 32 条関 係 28（ 時 効の 中 断 ）  

   第 二次 納 税 義 務に つ い て生 じ た 時 効中 断 の 効力 は 、 主 たる 納 税者

に は 及 ば ない が 、 主 たる 納 税 者 に つ い て 生じ た 時 効中 断 の 効 力は 、

第 二 次 納 税義 務 者 に 及ぶ も の とす る （ 民 法第 457 条第 1 項 参 照）。  

   な お、 主 た る 納税 者 の 納税 義 務 が 時効 の 完 成に よ り 消 滅す る おそ

れ が あ る 場合 に は 、 その 納 税 義務 の 存 在 確認 の 訴 えの 提 起 等 時効 中

断 の 措 置 をと る こ と に留 意 す る（ 平 成 6.6.28 名 古 屋 地判 等 参照 ）。

こ の 場 合 にお い て 、 国が こ の 訴訟 に 勝 訴 した と き は、 主 た る 納税 者

の 国 税 の 徴収 権 の 消 滅時 効 は 10 年 にな る（ 通 則 法 第 72 条 第 3 項 、

民法 第 174 条 の 2 第 1 項 ）。  

 

 徴 基 通 32 条 関係 28 に お いて 参 照 さ れて い る 民法 457 条 1 項 は 下記 内

容で あ る 。  

 

   民法 457 条 1 項（ 主 た る債 務 者 に つい て 生 じた 事 由 の 効力 ）  

   主 たる 債 務 者 に対 す る 履行 の 請 求 その 他 の 事由 に よ る 時効 の 中 断   

は 、 保 証 人に 対 し て もそ の 効 力を 生 ず る 。  

 

 現 行 の 第二 次 納 税 義務 は 、 民法 の 保 証 債務 の 消 滅時 効 （ 民 法 457 条１

項 ） と 同 様 に 解 さ れ 、全 面 的 に附 従 性 の 理論 に よ って 、 主 た る納 税 義務
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の 時 効 中 断の 効 力 が 第二 次 納 税義 務 に 及 び、 主 た る納 税 義 務 が時 効 によ

っ て 消 滅 する と 第 二 次納 税 義 務も 消 滅 す るこ と に なる と 解 さ れて い る 。  

 

 独立 性 が 採用 さ れ た 場合 の 期 間制 限  

第 二 次 納 税義 務 の 賦 課権 の 除 斥期 間 に つ いて 、 賦 課権 の 除 斥 期間 につ

い て 定 め てい る 通 則 法 70 条 の適 用 の 可 能性 か ら 考察 す る と 、ま ず 前提

とし て 70 条 に おい て第 二 次 納税 義 務 に 関し て は 、適 用若 し くは 排 除 、い

ず れ に つ いて も 触 れ られ て い ない 。そ し て 、最高 裁 平成 6 年 判決 2 0で は 、

通則 法 70 条 が 第 二 次納 税 義 務に 適 用 さ れな い と の解 釈 が さ れて い る。

こ の 解 釈 は第 二 次 納 税義 務 が 独立 し た 納 税義 務 で ある と 認 め られ な いこ

と を 理 由 とし て い る が、 こ の 理由 を 逆 に 捉え る と 、第 二 次 納 税義 務 が独

立 し た 納 税義 務 で あ ると 認 め られ る 場 合 にお い て は、 通 則 法 70 条 が第

二 次 納 税 義務 に 適 用 され 、 第 二次 納 税 義 務に 賦 課 権の 除 斥 期 間が 存 在す

る こ と に なる と 考 え られ る 。  

次に 、 第 二次 納 税 義 務の 賦 課 権の 除 斥 期 間に つ い て、 実 務 上 従う とこ

ろ と さ れ てい る 徴 基 通 32 条関 係 2（注 ）の内 容 か ら考 察 す る と 、そ の内

容 に つ い ては 前 述 し たと お り 「附 従 性 」 およ び 「 補充 性 」 の 性質 が 採用

され 、第二 次 納 税義 務に 独 立 した 賦 課 権 の除 斥 期 間 は 設 け ら れ て い な い。

し た が っ て 、「 独 立 性」の 性質 が 採用 さ れた 場 合 には 、独 立 した 賦 課 権の

除 斥 期 間 が設 け ら れ る可 能 性 が あ る 。  

さ ら に 、徴 収法 33 条の 第 二 次納 税 義 務 には 、賦 課 権の 除 斥 期間 が 存在

し て い る 事実 が あ る 。こ の 賦 課権 の 除 斥 期間 は 、 立法 の 基 礎 とな っ た法

律 の 規 定 の除 斥 期 間 を採 用 し てい る 。  

 以 上 の こと か ら 、徴基 通 32 条 関係 2（ 注 ）に お い て、第 二 次納 税 義 務

に 独 立 し た期 間 制 限 は設 け ら れて い な い 、と さ れ 、原 則 と し て第 二 次納
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税 義 務 の 賦課 権 の 除 斥期 間 は 存在 し な い が、 第 二 次納 税 義 務 11 類 型の

中 に は 、「 独 立 性」 の性 質 を 採用 す る こ とが 合 理 的で あ る も の、 ま た は 、

そ の 立 法 趣旨 に 照 ら して 合 理 的で あ る も のに つ い ては 、 そ の 原則 に 当て

は ま ら な い類 型 が 存 在す る 可 能性 が あ る とい え る 。  

第 二 次 納 税義 務 の 徴 収権 の 消 滅時 効 に つ いて は 、 主た る 納 税 義務 に適

用 さ れ る 通則 法 72 条（ 国税 の 徴 収権 の 消滅 時 効 ）の 規定 が 主た る 納 税義

務 に 附 従 する 第 二 次 納税 義 務 にも 準 ず る もの と 考 えら れ る が 、附 従 性の

及 ぶ 範 囲 につ い て 明 文規 定 が 設け ら れ て ない た め 、 第 二 次 納 税義 務 に附

従 性 が 及 ぶ 範 囲 に つ い て は 見 解 が 分 か れ て い る 2 1。 第 二 次 納 税 義 務 の 各

類型 の「独 立 性」の 性 質に 配 慮 すべ き で あ ると い う 立場 か ら 検 討す る と、

現 行 に お いて 第 二 次 納税 義 務 も同 様 と さ れて い る 民法 の 保 証 債務 に おけ

る 附 従 性 と、 立 場 を 同様 に し ない 第 二 次 納税 義 務 の類 型 が 存 在す る と考

え ら れ る 。 こ の 場 合 には 、 独 立し た 徴 収 権の 消 滅 時効 が 設 け られ る 可能

性 が あ る と い え る 。  

以 上 の こ とか ら 、 第 二次 納 税 義務 の 「 独 立性 」 の 性質 が 採 用 され た場

合 に は 、第 二次 納 税 義務 が「 独 立し た 納 税義 務 」で ある と 認 めら れ 、「 独

立 し た 賦 課権 の 除 斥 期間 」およ び「 独 立 した 徴 収 権の 消 滅 時 効 」、す なわ

ち、「 独 立し た 第 二 次納 税 義 務の 期 間 制 限 」が設 け ら れる と いう 見 解 を持

つ こ と が でき る 。 こ の場 合 は 、第 二 次 納 税義 務 に は、 主 た る 納税 義 務と

は別 個 に 独立 し た 賦 課権 の 除 斥期 間 が 存 在し 、 そ の期 間 が 経 過す る と納

付 告 知 が 不可 能 に な ると 考 え るの が 合 理 的で あ ろ う。 一 方 、 徴収 権 につ

い て は 、 除斥 期 間 内 に納 付 告 知を 受 け 確 定し た 第 二次 納 税 義 務は 、 主た

る 納 税 義 務の 時 効 中 断の 効 力 は第 二 次 納 税義 務 に 及ば ず 、 主 たる 納 税義

務 が 時 効 の完 成 に よ り消 滅 し ても 、 独 立 した 義 務 とし て の 第 二次 納 税義

務 を 全 う すべ く 、 第 二次 納 税 義務 自 体 の 時効 が 完 成す る ま で は消 滅 しな  
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い、 と 考 える の が 合 理的 で あ ろう 。  

 

第３ 節   第 二 次 納税 義 務 に 係る 期 間 制限 の 問 題 点  

 

 第二 次 納 税義 務 の 税 法上 の 取 扱い に お け る問 題 点  

徴収 法 に 規定 さ れ る 11 類 型の 第 二 次 納税 義 務 は、 必 ず し も同 一 の性

格 で な い もの を 、 第 二次 納 税 義務 と い う 共通 の 租 税徴 収 の 技 術を も って

規 定 し て いる こ と に 留意 し て 考察 す る 必 要が あ る 。第 二 次 納 税義 務 が発

生 す る 場 合に は 、 主 たる 納 税 義務 者 と 第 二次 納 税 義務 者 と な る 両 者 が存

在 す る こ とが 必 須 で ある 。 そ のた め 、 こ の 両 者 の 関係 性 が 非 常に 重 要で

あ る が 、第 二 次納 税 義務 の 11 類 型 それ ぞれ に お いて 、こ の 両者 の 関 係性

に 相 違 が あり 、 一 体 性の 側 面 の強 い 関 係 であ る か 、独 立 性 の 側面 の 強い

関 係 で あ るか は 類 型 ごと に 異 なる 。金 子 宏教 授 も、「た し か に、第 二次 納

税 義 務 者 は、 多 く の 場合 、 実 質的 に は 本 来の 納 税 義務 者 と 一 体で あ る＜

中 略 ＞ し かし 、本書 の初 版 以 来述 べ て き たよ う に、第 二 次納 税義 務 者 が、

常 に 本 来 の納 税 義 務 者と そ の よう な 密 接 な関 係 を 持っ て い る とは 限 らな

い 。 む し ろ、 第 二 次 納税 義 務 の告 知 が あ って 、 は じめ て 自 分 のお か れて

い る 状 況 を知 り 2 2」と 、そ の著 書『 租 税 法 』の 初版 か ら、第 二 次納 税 義 務

者 に つ い ては 、 主 た る納 税 義 務者 と 実 質 的に 一 体 であ る 場 合 と、 主 たる

納 税 義 務 者か ら は 独 立し て い る場 合 が あ るこ と を 述べ て い る 。  

従 来 、 第 二次 納 税 義 務の 法 的 性質 を 論 ず るの に 、 第二 次 納 税 義務 の類

型 ご と の 具体 的 内 容 の差 異 に は着 目 せ ず 、一 括 し て第 二 次 納 税義 務 とし

て 論 じ ら れる こ と が 多か っ た 2 3。しか し 、最近 で は 、第二 次 納 税義 務 に 関

す る 判 例 につ い て も 「判 決 の 射程 の 範 囲 」が 議 論 され る よ う にな り 、 第  

二 次 納 税 義務 の 中 の 一つ の 類 型に 対 す る 判例 が 、 当然 に 全 類 型を 射 程の  
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範 囲 と し て考 え る よ うな こ と はな く な っ た 2 4。  

特 に 、全 類 型 の中 で も、徴収 法 39 条（ 無 償又 は 著 しい 低 額 の 譲受 人 等

の 第 二 次 納税 義 務 ） につ い て は、 裁 判 例 から も 知 れる よ う に 最も 適 用事

例 が 多 く 2 5、 よ っ て 、 第 二 次 納 税 義 務 者 の 権 利 救 済 の 議 論 で も 中 心 と な

っ て い る 。こ の徴 収 法 39 条の 第 二 次納 税義 務 者 につ い て は 、最 高裁 判 所

平成 18 年 1 月 19 日 判決 民 集 60 巻 1 号 65 頁 2 6（ 以下「 最 高裁 平成 18 年

判決 」とい う。）に お いて 原 告 適格 が 認 め られ 、租税 訴 訟に よ る第 二 次 納

税 義 務 者 の権 利 救 済 の途 が 開 かれ た の で ある が 、 その 判 決 の 理由 の 中に

以 下 の 部 分が あ る 2 7。  

 

特に 、 本 件 で 問 題 と なっ て い る 国 税 徴 収 法 39 条 所定 の 第 二 次納

税 義 務 者 は， 本 来 の 納税 義 務 者 か ら 無 償 又 は 著 し く低 い 額 の 対価 に

よる 財 産 譲渡 等 を 受 けた と い う 取 引 相 手 にと ど ま り， 常 に 本 来の 納

税 義 務 者 と 一 体 性 又 は 親 近 性 のあ る 関 係 にあ る と いう こ と は で き な

いの で あ って 、 譲 渡 等 に よ る 利益 を 受 け てい る こ とを も っ て 、 当 然

に 、 本 来 の納 税 義 務 者と の 一 体性 を 肯 定 して 両 者 を同 一 に 取 り扱 う

こ と が 合 理的 で あ る とい う こ とは で き な い。  

 

徴収 法 39 条 の 第二 次納 税 義 務者 は 、他 の類 型 に 比し て 、主 たる 納 税 義

務 者 と 第 二次 納 税 義 務者 の 両 者 の 一 体 性 ・親 近 性 が薄 い と い うこ と は、

最 高 裁 も 認め る と こ ろで あ る 。つ ま り 、 両者 が 、 独立 性 の 強 い関 係 であ

ると い え る類 型 で あ る 徴 収 法 39 条 は、「 独立 し た 納税 義 務」とし て 期 間

制 限 の 適 用を 検 討 す べき 類 型 の筆 頭 で あ ると 筆 者 は考 え て い る。  



‐25‐ 
 

 第二 次 納 税義 務 の 期 間制 限 を めぐ る 課 税 上の 弊 害  

第 二 次 納 税義 務 に つ いて は 、 性格 の 異 な る第 二 次 納税 義 務 を 、一 括し

て 同 様 の 税法 上 の 立 場に お く こと は 課 税 の公 平 性 の面 か ら 問 題が あ ると

考 え ら れ 、期 間 制 限 につ い て も類 型 ご と の検 討 が 必要 で あ る と考 え る。  

現行 の 第 二次 納 税 義 務は 、 全 類型 に つ い て「 独 立 した 納 税 義 務」 であ

る と 認 め られ て い な いた め 、 独立 し た 期 間制 限 が 設け ら れ て いな い とい

う 問 題 点 が存 在 す る 。そ の た め、 第 二 次 納税 義 務 者に 成 り 得 る者 は 一 様

にし て 、 賦課 権 の 除 斥期 間 に よる 期 間 制 限が な く 、い つ で も いつ ま でも

第 二 次 納 税義 務 の 納 付告 知 を 受け 第 二 次 納税 義 務 を課 さ れ る 可能 性 があ

り 、 法 的 安定 性 が 損 なわ れ て いる と い う 課税 上 の 弊害 が 生 じ てい る 。  

ま た 、 徴 収権 の 消 滅 時効 に つ いて も 、 現 行の 取 扱 いで あ る 主 たる 納税

義務 の 時 効中 断 、 時 効完 成 に よる 消 滅 に 附従 す る 第二 次 納 税 義務 の 消滅

に つ い て は、「 独 立 した 納 税 義務 」で あ ると 認 め られ る 第 二 次納 税 義 務の

類型 に は 馴染 ま な い と考 え る 。  

そ こ で 本 論文 で は 、 第二 次 納 税義 務 の 主 たる 納 税 義務 と の 一 体性 の側

面 で あ る 「附 従 性 」 およ び 「 補充 性 」 を 前提 と し つつ も 、 第 二次 納 税義

務 の 各 類 型の 「 独 立 性」 の 内 容に 配 慮 す べき で あ ると い う 立 場か ら 、第

二 次 納 税 義務 の 各 類 型の 法 的 性質 を 検 討 し、 独 立 した 納 税 義 務で あ ると

認 め ら れ る第 二 次 納 税義 務 の 類型 に つ い ては 、 第 二次 納 税 義 務の 期 間制

限 に 関 す る条 文 を 新 たに 定 め 、 そ の 適 用 を 提 言 す る。   

 

第４ 節   小 括  

 

本 章 で は 、第 二 次 納 税義 務 制 度 と 期 間 制 限 の 現 状 と問 題 点 を 確認 し た。 

そ の 中 で 明ら か に な った こ と は、 第 二 次 納税 義 務 に、 独 立 し た期 間制  
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限 を 設 け よう と す る 場合 に は 、 そ の 第 二 次納 税 義 務 の 類 型 が 「 独 立 した

納 税 義 務 」で ある と 認め ら れ なけ れ ば な らな い と いう こ と で ある 。「 独立

し た 納 税 義務 」 で あ る第 二 次 納税 義 務 と はど の よ うな 性 質 で ある と いえ

る で あ ろ うか 。 こ の 検討 に つ いて は 、 第 2 章 に お いて 第 二 次納 税 義 務に

期 間 制 限 を設 け る べ き理 由 の 確認 と 、 そ の法 的 根 拠を い ず れ に求 め るか

を 検 討 し た後 に 、 第 3 章 に おい て 行 う 。  

 

 
1  徴 収 法 3 3 条 （ 合 名 会 社 等 の 社 員 の 第 二 次 納 税 義 務 ）、 34 条 1 項 （ 清 算 人
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4 徴 収 法 2 条 9 号 に 規 定 さ れ る も の で あ る 。  
5 士 業 法 人 と は 、税 理 士 法 人 、弁 護 士 法 人 、外 国 法 事 務 弁 護 士 法 人 、監 査 法
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7 信 託 法 182 条 2 項 に 規 定 す る 残 余 財 産 帰 属 者 を い う 。  
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1 0  吉 国 二 郎 ほ か 『 国 税 徴 収 法 精 解 （ 平 成 3 0 年 改 訂 ）』 3 2 3 頁 （ 大 蔵 財 務 協

会  
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1 1  小 林 徹 編 著 『 国 税 徴 収 法 基 本 通 達 逐 条 解 説 （ 平 成 3 0 年 版 ）』 255 頁 （ 大

蔵 財 務 協 会 、 平 成 30 年 ）。  
1 2 浅 田 久 治 郎 ほ か『 第 二 次 納 税 義 務 の 実 務 と 理 論（ 平 成 11 年 改 訂 版 ）』29 8

頁 （ 大 蔵 財 務 協 会 、 平 成 11 年 ）。  
1 3  小 林 ・ 前 掲 注 1 1・ 2 77 頁 。  
1 4  吉 国 ・ 前 掲 注 1 0・ 3 22 頁 。  
1 5  京 都 地 判 昭 和 5 1 年 9 月 10 日 行 集 27 巻 9 号 1 565 頁 。  
1 6  金 銭 の 給 付 を 目 的 と す る 国 の 権 利 で 、 時 効 に 関 し 他 の 法 律 に 規 定 が な い

も の は 、五 年 間 こ れ を 行 わ な い と き は 、時 効 に 因 り 消 滅 す る 。国 に 対 す る



‐27‐ 
 

 
権 利 で 、金 銭 の 給 付 を 目 的 と す る も の に つ い て も 、ま た 同 様 と す る（ 会 計

法 30 条 ）。  
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2 6  最 判 平 成 18 年 1 月 19 日 民 集 60 巻 1 号 6 5 頁 。  
2 7  最 判 平 成 18 年 1 月 19 日 民 集 60 巻 1 号 7 1 頁 。  
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  第 二 次 納税 義 務 に 期間 制 限 を 設 け る べ き 理 由 と 法的 根 拠  

 

本章 で は 、 第 二 次 納 税義 務 に 期間 制 限 を 設け る べ き理 由 と 、 その 法的

根 拠 を い ずれ に 求 め るか を 検 討す る 。  

そ の た め に 第 1 節 に おい て 、 第二 次 納 税 義務 に 賦 課権 の 除 斥 期間 が設

け ら れ て いな い 現 行 法 の 理 由 付け に 問 題 点は な い のか を 、 判 例研 究 ・学

説 研 究 を 通し て 検 討 する 。 次 に第 2 節 に おい て 、 第二 次 納 税 義務 の 徴収

権 の 消 滅 時効 に つ い て の 現 行 法 に お け る 取扱 い の 問題 点 を 検 討す る 。  

第 1 節 お よび 第 2 節 にお い て 行っ た 検 討 を踏 ま え て、 第 3 節 では 、第

二 次 納 税 義務 に 期 間 制限 を 設 ける べ き 理 由 を 確 認 する と 共 に 、 期 間 制限

を 設 け る 場合 の 法 的 根拠 を い ずれ に 求 め るか を 検 討す る 。  

 

第１ 節   賦 課 権 の除 斥 期 間 が存 在 し ない 理 由 の 検討  

 

 判例 研 究 によ る 検 討  

判 例 ＜ 最 高裁 第 三 小 法廷 平 成 6 年 12 月 6 日 判決 ＞  

「 第 二 次 納税 義 務 告 知処 分 取 消請 求 事 件 」（ 民集 48 巻 8 号 1451 頁）  

第 一 審 ： 大阪 地 方 裁 判所 平 成 5 年 2 月 18 日 判決  

控 訴 審 ： 大阪 高 等 裁 判所 平 成 5 年 9 月 21 日 判決   

こ の 裁 判 は、 第 二 次 納税 義 務 の 納 付 告 知 に 通 則 法 70 条 が 類 推適 用さ

れ る か 否 かを 直 接 の 争点 と す る初 め て の 裁判 で あ る。 こ の 裁 判で は 、 通

則 法 70 条が 、 国 税 の更 正 、 決定 等 の 期 間制 限 に つい て 規 定 して い なが

ら 、 第 二 次納 税 義 務 の納 付 告 知に つ い て 触れ る と ころ が な い のは 、 第二

次 納 税 義 務の 納 付 告 知の 性 格 等か ら し て 、第 二 次 納税 義 務 に つい て は独

立 し て 期 間制 限 を 設 ける 理 由 がな い と 解 し、 同 条 が第 二 次 納 税義 務 の納
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付 告 知 に 類推 適 用 さ れる こ と はな い と し た。 よ っ て、 こ の 判 例の 意 義を

考 察 し 、 現行 法 に お いて 第 二 次納 税 義 務 に除 斥 期 間が 存 在 し ない 理 由を

確 認 す る 。  

1. 事 実の 概 要 等  

（１ ） A 社 から X へ の無 償 譲 渡  

X（ 原 告 、控 訴 人 、上 告人 ）が 代 表取 締 役 とし て 経 営し て い る 訴外 A 社

は、 不 動 産（ 以 下 「 本件 物 件 」と い う。）を X が 経営 す る 訴 外 B 社に 貸

し 付 け る こと を 唯 一 の業 と し てい た と こ ろ、 昭 和 54 年 12 月 18 日 及び

同 56 年 2 月 12 日 に 、本 件 物 件を 売 却 し て無 資 力 とな っ た 。 売上 代 金 等

総額 約 1 億 8,462 万 円に つ い ては 、一部 は A 社 の債 務 弁済 等 に充 て ら れ、

その 残 額 の約 １ 億 4,540 万 円 につ い て は、 A 社名 義 の預 金 とさ れ た 。そ

の後 、A 社 名 義預 金 約 １ 億 4,540 万 円 を 、昭和 54 年 12 月 か ら昭 和 56 年

6 月 に か け て、X が A 社 から 取 得し た 上 で、B 社 に貸 し 付 け られ 、昭和 54

年 9 月 か ら昭 和 56 年 9 月 に かけ て 行わ れた B 社 の店 舗 開設 、改 修 等 の

資 金 に 充 てら れ た 。  

（２ ） A 社 の滞 納 及 び徴 収 不 足  

A 社 は 、 昭和 52 年 8 月 １ 日 から 昭 和 57 年 9 月 2 日 に 納 期 限 が 到 来 し

た 1法 人 税 およ び 源 泉 所得 税 を 合わ せ て 約 1 億 5 千万 円 、他 に加 算 税 を滞

納 し た 。 Y 税 務署 長（ 被告 、被 控訴 人 、被上 告 人 ）は 、 X に 対し 、 A 社 の

滞 納 国 税 を徴 収 す る ため 、 平成 2 年 6 月 1 日 付 の納 付 通 知 書に よ っ て、

A 社 か ら無 償 譲渡 さ れた と 認 めら れ る 約 １億 4,540 万 円を 限 度額 と す る

第 二 次 納 税義 務 の 納 付 告 知 を した （ 以 下 「本 件 処 分」 と い う 。）。 な お、

本 件 処 分 は 、徴収 法 39 条（ 無 償又 は 著 し い 低 額 の 譲受 人 等 の 第二 次 納税

義 務 ） に 基づ く も の であ る 。  

（３ ） X の 出訴  
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 X は 、 本 件処 分 の 取消 し を 求め て 異 議 申立 て と 審査 請 求 を 行っ た が 、  

いず れ も 棄却 さ れ た ため 出 訴 に及 ん だ 。  

2.  X の 主 張  

（１ ） 主 張１ ： 賦 課 権の 除 斥 期間  

 第 二 次 納税 義 務 は 、主 た る 納税 義 務 が 滞納 と な り、 徴 収 不 足が 生 ずる

こ と が 客 観的 に 認 識 可能 と な った 時 期 に 成立 す る と解 す べ き であ る か ら、

本 件 で は 、本 件 物 件 の売 却 に 係る 訴 外 A 社の 法 人 税等 の 納 期 限が 到 来し

た昭 和 57 年 9 月 2 日に 第 二 次納 税 義 務 が成 立 し たと い う べ きで あ る。

そ の 時 点 から 通 則 法 70 条 によ り 、 除 斥期 間 が 進行 し 、 遅 くと も 7 年 後 2

には X の 第二 次 納 税 義務 は 消 滅し た と い うべ き で ある 。  

（２ ） 主張 2 3：徴 収 権の 消 滅 時効  

 本 件 の 主た る 納 税 義務 に 係 る 消 滅 時 効 は、 昭 和 63 年 6 月 24 日 、 訴外

A 社 の 預 金差 押 処 分 によ り 中 断し て い る とし て も 、そ の 時 点 で具 体 的な

義 務 と し て存 在 し な い X の 第 二 次納 税 義 務に つ い ての 消 滅 時 効ま で 中断

す る も の では な い 。 した が っ て、 X の 第 二次 納 税 義務 は 、 既 に 消 滅 時効

に よ っ て 消滅 し た と いう べ き であ る 。  

 以 上 、 X の 主 張 に より 、 第 二次 納 税 義 務の 納 付 告知 に 国 税 の更 正 ・決

定 等 の 期 間制 限 に 関 する 通 則 法 70 条 が 適用 さ れ るか 否 か が 、本 判 例の

争 点 で あ る。  

 3． 裁判 所 の 判断  

（ １ ） 第 一審 の 判 断 （請 求 棄 却）  

 第 二 次 納税 義 務 の 納付 告 知 は、 形 式 的 には 独 立 の課 税 処 分 で は あ るけ

れ ど も 、 実質 的 に は 、右 第 三 者を 本 来 の 納税 義 務 者に 準 ず る 者と み て、

こ れ に 主 たる 納 税 義 務に つ い ての 履 行 責 任を 負 わ せる も の で ある 。 この

意 味 に お いて 、 第 二 次納 税 義 務者 の 納 付 告知 は 主 たる 課 税 処 分等 に より
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確 定 し た 主た る 納 税 義務 の 徴 収手 続 上 の 一処 分 と して の 性 格 を有 し てお

り 、租 税 を 賦 課す る 処分 の 期 間制 限 に つ いて 定 め る 通 則 法 70 条 は 、同 条

に 規 定 の ない 第 二 次 納税 義 務 の納 付 告 知 に適 用 さ れる こ と は ない と いう

べ き で あ る。  

 ま た 、 第二 次 納 税 義務 の 納 付告 知 は 、 主た る 納 税義 務 に つ いて の 履行

責 任 を 負 わせ る も の であ る こ とか ら す る と、 主 た る納 税 義 務 につ い ての

消滅 時 効 が完 成 せ ず 、主 た る 納税 義 務 が 存続 し て いる 以 上 、 第二 次 納税

義 務 の 納 付告 知 を し て、 第 二 次納 税 義 務 者か ら 租 税を 徴 収 す るこ と がで

き る と い うべ き で あ る。  

（２ ） 控 訴審 の 判 断 （棄 却 ）  

 第 一 審 の判 決 を 相 当と し 、 控訴 人 の 請 求を 棄 却 した 。  

（３ ） 上 告審 の 判 断 （棄 却 （ 請求 棄 却））  

 第 二 次 納税 義 務 は 、確 定 し た主 た る 納 税義 務 に つき 本 来 の 納税 義 務者

の 財 産 に 対す る 滞 納 処分 を 執 行し て も な お徴 収 す べき 額 に 不 足す る と認

め ら れ る 場合 に 、 本 来の 納 税 義務 者 と 同 一の 納 税 上の 責 任 を 負わ せ ても

公 平 を 失 しな い よ う な特 別 な 関係 に あ る 第三 者 を 本来 の 納 税 義務 者 に準

ず る 者 と みて 、 こ れ に主 た る 納税 義 務 者 につ い て の履 行 責 任 を補 充 的に

負 わ せ る もの に ほ か なら ず 、 この 意 味 に おい て 、 第二 次 納 税 義務 の 納付

告 知 は 、 確定 し た 主 たる 納 税 義務 の 徴 収 手続 上 の 一処 分 と し ての 性 格を

有 す る も のと い う べ きで あ る （最 高 裁 昭 和 50 年 8 月 27 日 第 二小 法 廷判

決民 集 29 巻 ７号 1226 頁 参 照）。そ し て 、右 義 務は 、主 た る 納税 義 務 が発

生 し 存 続 する 限 り 、 必要 に 応 じい つ で も 課せ ら れ る可 能 性 を 有す る もの

で あ っ て 、右 納 付 告 知は た だ その 義 務 の 発生 を 知 らし め る 徴 収の た めの

処 分 に ほ かな ら な い 。 通 則 法 70 条 が 第 二次 納 税 義務 に つ い ては 触 れる

と こ ろ が ない の は 、 右に 述 べ た第 二 次 納 税義 務 の 納付 告 知 の 性格 等 から
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し て 、 右 納付 告 知 に つい て は 独立 し て 期 間制 限 を 設け る 理 由 がな い こと

に よ る も のと 解 さ れ るの で あ り、 そ う で ある 以 上 、同 条 が 第 二次 納 税義

務 の 納 付 告知 に 類 推 適用 さ れ るこ と は な いと い わ なけ れ ば な らな い 4。  

 4． 判決 の 検 討  

 こ の 裁 判の 判 決 の 意義 は 、 第二 次 納 税 義務 の 納 付告 知 の 法 的性 質 を明

確 に し た こと に あ る 。第 二 次 納税 義 務 の 納付 告 知 には 独 立 し た 期 間 制限

が な く 、第 二 次 納税 義務 者 に 対す る 賦 課 権は 除 斥 期間 が な い 旨を 明 示 し、

そ の 理 由 を、 第 二 次 納税 義 務 の納 付 告 知 の法 的 性 質が 「 確 定 した 主 たる

納 税 義 務 の徴 収 手 続 上の 一 処 分で あ る こ と」 と し た。  

 こ の 判 決に 参 照 さ れた 最 高 裁判 所 昭 和 50 年 8 月 27 日 判 決（ 以 下 「最

高 裁 昭 和 50 年 判決 」と い う。） は 、 第 二次 納 税 義務 者 の 権 利救 済 に つい

て 、 初 め て最 高 裁 で 争わ れ た 裁判 で あ る ため 、 第 二次 納 税 義 務の 判 例の

中 で 重 要 とさ れ る 判 例で あ る 。 最 高 裁 昭 和 50 年判 決 の 判旨 では 、「第 二

次 納 税 義 務の 納 付 告 知」 の 法 的性 質 に つ いて 次 の よう に 述 べ てい る 5。  

 

その 納 付 告知 は 、 形 式的 に は 独立 の 課 税 処分 で は ある け れ ど も、

＜ 中 略 ＞ 第二 次 納 税 義務 の 納 付告 知 は 、 主た る 課 税処 分 等 に より 確

定し た 主 たる 納 税 義 務の 徴 収 手続 上 の 一 処分 と し ての 性 格 を 有 し 、

右 納 付 告 知を 受 け た 第二 次 納 税義 務 者 は 、あ た か も主 た る 納 税義 務

に つ い て 徴収 処 分 を 受け た 本 来の 納 税 義 務者 と 同 様の 立 場 に 立つ に

至 る も の とい う べ き であ る 。  

 

こ の 最 高 裁昭 和 50 年判 決 は 、第 二 次 納 税義 務 の 納付 告 知 の 法的 性質

に つ い て 、第 二 次 納 税義 務 に 対す る 「 課 税処 分 」 では な く 主 たる 納 税義

務の「 徴収 処 分 」で ある と い う 判 断 を 下 した 。この 最 高裁 昭 和 50 年判 決  
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の 判 旨 を 理由 に 、 こ の裁 判 の 判決 で は 、 第二 次 納 税義 務 の 納 付告 知 につ  

い て は 、 通則 法 70 条の 期 間 制限 は 適 用 され な い とし た 。  

し か し な がら 、 第 二 次納 税 義 務の 納 付 告 知は 、 第 二次 納 税 義 務に 対す

る「 課 税処 分 」で は ない と 言 い切 れ る の であ ろ う か。第 二次 納税 義 務 11

類 型 の 納 付告 知 の 中 には 、 主 たる 納 税 義 務の 「 徴 収処 分 」 と いう 法 的性

質よ り も 、第 二 次 納 税義 務 に 対す る 「 課 税処 分 」 とい う 法 的 性質 の 方が

重 視 さ れ るべ き 第 二 次納 税 義 務の 類 型 が ある の で はな か ろ う か。  

 納 付 告 知が 、 も し 第二 次 納 税義 務 者 を 対象 と し 、そ の 負 担 すべ き 税額

を 確 定 す る独 立 し た 課税 処 分 であ る と す るな ら 、 主た る 納 税 義務 と は別

に 、 除 斥 期間 の 存 在 と、 そ の 法的 根 拠 の 所在 が 問 われ る こ と にな る 。  

 

 学説 研 究 によ る 検 討  

第 1 項 で 取り 上 げ た 判例 に 対 する 評 釈 は 数多 く 存 在し て い る 。そ の評

釈は 、 第 二次 納 税 義 務 の 期 間 制限 に つ い て、 ⑴ 通 則法 70 条 適用 否 定 説、

⑵通 則 法 以外 に よ る 期間 制 限 説 、⑶ 通 則 法 70 条適 用 説 、⑷ 範囲 限 定 での

通則 法 70 条 適 用説 、の 4 つ の学 説 に 分 類す る こ とが で き る 。  

上記 4 つ の学 説 を 整 理し 、 こ の判 例 を 考 察す る 。 なお 、 そ れ ぞれ の説

に お い て 、① 第 二 次 納税 義 務 の賦 課 権 の 除斥 期 間 に対 す る 通 則 法 70 条

適 用 の 可 否、 ② 上 記 ①の 可 否 に対 す る 理 由、 に つ いて ま と め る。 学 説研

究を 通 じ て 、 第 １ 項 の判 例 研 究に よ り 考 察し た 、 第二 次 納 税 義務 に 除斥

期 間 が 存 在し な い 理 由に 問 題 点が な い か を検 討 す る。  

（１ ） 通 則法 70 条 適用 否 定 説  

千 葉 勝 美 元最 高 裁 判 所裁 判 官：「 判 解 」最高 裁 判 所判 例 解 説 民事 篇 平成 6 

年度 613 頁（ 平 成 7 年）  

①  賦 課 権の 除 斥 期 間に 対 す る 通 則 法 70 条 適用 の 可否  
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通 則 法 70 条 を適 用 せず 、 第 二次 納 税 義 務の 賦 課 権の 除 斥 期 間は な い

も の 考 え る。  

②  上 記 ①の 可 否 に 対す る 理 由  

 第 二 次 納税 義 務 は 、主 た る 納税 義 務 が 既に 確 定 され 徴 収 段 階で 滞 納状

態 に あ る 場合 に 発 生 する も の であ り 、 全 体と し て みれ ば 、 あ くま で も徴

収 手 続 の 一部 で あ る とい う べ きで あ ろ う 。解 釈 論 とし て 、 第 二次 納 税義

務 の 納 付 告知 に つ い て、 通 則 法 70 条 の 類推 適 用 を認 め る べ き根 拠 はな

い と い う べき で あ る 6。   

（２ ） 通 則法 以 外 に よる 期 間 制限 説  

岩﨑 政 明 教授：「 判 批 」ジュ リ ス ト臨 時 増刊 No.1068 平 成 六 年度 重 要 判例

解説 32 頁 （ 平成 7 年）  

①   賦 課 権 の除 斥 期 間 に対 す る 通則 法 70 条適 用 の 可否  

 第 二 次 納税 義 務 に 通則 法 70 条 の 適用 はな い と 解す る の が 自然 で あ る。

しか し 、 第二 次 納 税 義務 者 に とっ て 著 し く酷 と な るよ う な 場 合 は 、 たと

え ば 、「権 利 濫 用の 法理 」や「 権 利失 効 の法 理 」を 援用 す る など の 手 法に

よ り 、 国 の第 二 次 納 税義 務 者 への 徴 収 権 の行 使 を 制限 す る こ とも 考 えら

れ て よ い ので は な い かと 解 さ れる 。  

②  上 記 ①の 可 否 に 対す る 理 由  

 本 判 例 に お け る 論 点は 、 つ まる と こ ろ 、第 二 次 納税 義 務 に 係る 納 付告

知 の 法 的 性質 は 何 か とい う こ とに つ き る 。納 付 告 知は 、 更 正 ・決 定 ない

し 賦 課 決 定と 同 様 の 性質 を 持 った 租 税 確 定行 為 と いえ る の で あろ う か。

通則 法 15 条 お よび 16 条 に は、 あ ら ゆ る種 類 の 租税 に 係 る 納税 義 務 の成

立 と 確 定 に関 す る 通 則が 定 め られ て い る が、 第 二 次納 税 義 務 につ い て は

規 定 さ れ てお ら ず 、 租税 の 除 斥期 間 に つ いて 定 める 70 条お よび 71 条 に

も 第 二 次 納税 義 務 に 係る 納 付 告知 に つ い て定 め ら れて い な い 。こ れ らを
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併 せ 考 え れば 、 通 則 法 に お い ては 、 第 二 次納 税 義 務に 係 る 納 付告 知 は、

独立 の 租 税確 定 行 為 とし て は 想定 さ れ て いな い と 解す る の が 自然 で あ る 。

そ の 意 味 で、 第 二 次 納税 義 務 に係 る 納 付 告知 を 徴 収処 分 と し ては っ きり

位 置 づ け た本 判 決 は 、極 め て 重要 で あ る 7。   

（３ ） 通 則法 70 条 適用 説  

北 野 弘 久 教授 ：「判 批」 民 商 法雑 誌  第 113 巻第 1 号 119 頁 （平 成 7 年）  

①  賦 課 権の 除 斥 期 間に 対 す る 通 則 法 70 条 適用 の 可否  

 当 然 に 第二 次 納 税 義務 の 納 付告 知 に も 通則 法 70 条 の 規 定 が適 用 され

る べ き で ある 。  

②  上 記 ①の 可 否 に 対す る 理 由  

 第 二 次 納税 義 務 の 納付 告 知 処分 は 、 単 なる 主 た る納 税 義 務 のた め の徴

収 処 分 で はな く 、 法 律的 に は 徴収 法 の 各 本条 の 租 税要 件 の 充 足に も とづ

く 第 二 次 納税 義 務 者 に対 す る 独立 し た 課 税処 分 で ある 。 通 則 法 70 条は

第 二 次 納 税義 務 の 場 合を 排 除 する 明 文 規 定を 設 け てい な い こ とに も 注意

が 向 け ら れね ば な ら ない 8。  

（４ ） 範 囲限 定 で の 通則 法 70 条 適 用説  

圖 子 善 信 教授 ：「判 批」 税 務 事例 Vol.27 No.9 16 頁 (平 成 7 年 ）  

①  賦 課 権の 除 斥 期 間に 対 す る 通 則 法 70 条 適用 の 可否  

 通 則 法 70 条 を適 用せ ず 、現 行 では 、第二 次 納 税義 務 の 賦 課権 の 除 斥期

間 は な い もの 考 え る 。し か し、第 二次 納 税 義務 の 態 様は さ ま ざ まで あ り、

賦 課 権 の 除斥 期 間 を 設け る 意 味が あ る 類 型も 存 在 する と 考 え られ る 。  

②  上 記 ①の 可 否 に 対す る 理 由  

 第 二 次 納税 義 務 の 告知 が 主 たる 納 税 義 務者 に 対 する 関 係 に おい て 、徴  

収 処 分 と して の 性 質 を有 す る こと は 本 件 判決 の 指 摘す る と お りで あ る。

反 面 、 第 二次 納 税 義 務者 に 対 する 関 係 に おい て は 、そ れ が 新 たな 独 立し
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た 具 体 的 な義 務 を 確 定す る も ので あ る の で、 賦 課 処分 と し て の性 質 を有

す る 一 面 もあ る と い えよ う 。 その 意 味 で 第二 次 納 税義 務 の 納 付 告 知 は、

徴 収 処 分 とし て の 性 質と 賦 課 処分 と し て の性 質 を 併せ 持 つ も のと 考 えら

れる 。  

 第 二 次 納税 義 務 の 態様 は さ まざ ま で あ る。 さ ま ざま な 態 様 のも の を統

一 的 に 第 二次 納 税 義 務と し て 構成 す る と き、 現 行 の 徴 収 法 ・ 通則 法 は、

第 二 次 納 税義 務 者 と 主た る 納 税義 務 者 の 特別 の 関 係を 重 視 し 、制 度 とし

て 除 斥 期 間の 規 定 を 設け な か った も の と 解さ れ る 。  

 し か し 、例 えば 、徴収 法 39 条 の 無償 又は 著 し い低 額 の 譲 受人 等 を 第二

次 納 税 義 務者 と す る 場合 は 、 譲受 人 が 利 益を 得 て いる こ と を も っ て 、常

に 主 た る 納税 義 務 者 と同 一 の 立場 に 立 つ と解 す る こと は 合 理 性が な く、

実 質 的 に も第 三 者 に 新た な 義 務を 負 わ せ る場 合 も あろ う 。 こ のよ う に、

徴収 法 39 条 の 場 合 は、 第 二 次納 税 義 務 者の 法 的 立場 の 安 定 の面 か ら除

斥 期 間 を 設け る こ と も意 味 が ある と 考 え られ る 。  

 以 上 が 、 4 つ の学 説 で あ る 。 次 の 第 3 項に お い て、 第 1 項 の判 例 研 究

に よ り 考 察し た 第 二 次納 税 義 務に 除 斥 期 間が 存 在 しな い 理 由 につ い て、

本項 の 学 説研 究 を 通 じて 問 題 点が な い か を検 討 す る。  

 

 賦課 権 の 除斥 期 間 を 設け る べ き理 由 の 検 討  

第 1 項 の 判例 研 究 に より 、 現 行に お い て 第二 次 納 税義 務 に 除 斥期 間が  

存 在 し な い理 由 は 、 第二 次 納 税義 務 の 納 付告 知 の 法的 性 質 が 「確 定 した  

主 た る 納 税義 務 の 徴 収手 続 上 の一 処 分 で ある こ と 」と 解 釈 さ れて い るこ  

とで あ る こと を 確 認 した 。  

 第 2 項 で取 り 上 げ た学 説 で は、 最 高 裁 平成 6 年 判決 の 下 し た判 決 のこ

の 理 由 に つい て 、 肯 定す る も のと そ う で ない も の に見 解 が 分 かれ た 。第
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2 項 で 整 理 した ４ つ の学 説 は 、⑴ 通 則 法 70 条 適 用否 定 説 、⑵ 通則 法 以外

に よ る 期 間制 限 説 、 ⑶ 通 則 法 70 条 適用 説、 ⑷ 範 囲限 定 で の 通則 法 70 条

適 用 説 、 であ る が 、 この う ち ⑴と ⑵ の 学 説は 、 第 二次 納 税 義 務の 納 付告

知 の 法 的 性質 は「確 定し た 主 たる 納 税 義 務の 徴 収 手続 上 の 一 処分 で あ る」

と の 判 決 を肯 定 し て いる 。 た だし ⑵ の 学 説は 第 二 次納 税 義 務 の法 的 立場

の 安 定 の 面か ら 、「 権利 濫 用 の法 理 」や「 権利 失 効 の法 理 」の援 用 等 によ

る 制 限 の 必要 性 に つ いて 言 及 して い る 。  

⑶ の 学 説 は、判 決を 否定 し 、す べ て の第 二次 納 税 義務 の 納 付 告知 の 法

的 性 質 は 、第 二 次 納 税義 務 者 に対 す る 独 立し た 課 税処 分 で あ る、 と の見

解 で あ っ た 。この 見 解に よ る と 、第二 次 納税 義 務 には 通 則 法 70 条が 適 用

され 、 賦 課権 の 除 斥 期間 が 適 用さ れ る こ と と な る 。  

⑷ の 学 説 は、第 二次 納税 義 務 の納 付 告 知 の法 的 性 質は 、徴収 処分 と し

て の 性 質 と課 税 処 分 とし て の 性質 を 併 せ もつ も の であ り 、 か つ、 第 二次

納 税 義 務 の態 様 は さ まざ ま で ある 、 と い う見 解 で あっ た 。 こ の見 解 によ

る と 、第 二 次 納税 義 務の 11 類 型 の うち 、賦 課権 の 除 斥期 間 を要 す る 類型

と、 賦 課 権の 除 斥 期 間 を 要 し ない 類 型 に 分か れ る 。 さ ら に 、 第二 次 納税

義 務 者 の 法的 立 場 の 安定 の 面 から 除 斥 期 間を 設 け るこ と に も 意味 が ある

と の 考 え であ っ た 。 ⑵の 学 説 にお い て も 言及 し て いた こ の 第 二次 納 税義

務 者 の 法 的立 場 の 安 定の 面 か らの 必 要 性 につ い て は、 第 二 次 納税 義 務に

賦 課 権 の 除斥 期 間 を 設け る べ き理 由 と な るで あ ろ う。  

⑶ と ⑷ の 学説 に よ っ て 、現行 法 にお け る 第二 次 納 税義 務 に 賦 課権 の除

斥 期 間 が 存在 し な い 理由 、 す なわ ち 、 第 二次 納 税 義務 の 納 付 告知 の 法的

性質 は 「 確定 し た 主 たる 納 税 義務 の 徴 収 手続 上 の 一処 分 で あ る」 と の解

釈 に 対 し て、 第 二 次 納税 義 務 の納 付 告 知 の法 的 性 質 は 「 第 二 次納 税 義務

に 対 す る 課税 処 分 で ある 」との 解 釈 もま た可 能 で ある こ と を 確認 で き た。
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この 後 者 の 解 釈 は 、 第二 次 納 税義 務 に 賦 課権 の 除 斥期 間 を 設 ける べ き 理

由 と な る であ ろ う 。  

 

第２ 節   徴 収 権 の消 滅 時 効 の問 題 点 の検 討  

 

 徴収 権 の 消滅 時 効 の 法的 根 拠 およ び 附 従 性の 問 題 点  

第 二 次 納 税義 務 の 徴 収権 の 消 滅時 効 は 、 ①第 二 次 納税 義 務 の 納付 告知

が さ れ た 時点 か ら の 徴収 権 の 消滅 時 効 の 法的 根 拠 、② 主 た る 納税 義 務と

の関 係（ 時 効中 断 、消滅 に お ける 附 従 性 ）につ い て 考察 す る 必要 が あ る。  

現 行 の 第 二次 納 税 義 務の 徴 収 権の 消 滅 時 効は 、 全 類型 一 律 に 、① につ

い て は 、 第二 次 納 税 義務 の 納 付 告 知 が さ れた 後 は 、独 自 に 消 滅時 効 が進

行す る 9と され て お り 、明 文 に て 規 定 は さ れて い な いが 通 則 法 72 条 （ 国

税 の 徴 収 権の 消 滅 時 効） が 適 用さ れ 、 ② につ い て は 徴 基 通 32 条 関係 28

（ 時 効 の 中断 ） に 従 い、 主 た る納 税 義 務 の時 効 中 断の 効 力 が 第二 次 納税

義 務 に 及 び、 主 た る 納税 義 務 が時 効 に よ って 消 滅 する と 第 二 次納 税 義務

も 消 滅 す るこ と に な ると 解 さ れて い る 。   

 主 た る 納税 義 務 に 附従 す る 第二 次 納 税 義務 に つ いて は 、 納 付 告 知 がさ

れ た 時 点 から の 消 滅 時効 の 法 的根 拠 に つ いて 、 主 たる 納 税 義 務に 適 用さ

れる 通 則法 72 条の 規定 に 準 ずる と 考 え られ る 。 しか し 、「 独立 性 」 から

附 従 性 の 及ぶ 範 囲 が 制限 さ れ る可 能 性 の ある 第 二 次納 税 義 務 の類 型 につ

い て は 、 第二 次 納 税 義務 に つ いて 適 用 す る旨 が 明 文に て 規 定 され て いな  

い こ と か ら、 消 滅 時 効の 法 的 根拠 を 通 則 法 72 条と す る 理由 が存 在 し な  

い と い う 問題 点 が あ る。  

 主 た る 納税 義 務 と の関 係 に つい て 、 現 行の 第 二 次納 税 義 務 は、 そ の附

従 性 か ら 、民 法 の 保 証債 務 の 消滅 時 効 （ 民法 457 条 1 項 ） と 同様 に 解さ



‐39‐ 
 

れ て い る 。民 法 の 保 証債 務 に あっ て は 債 権を 強 化 する た め 主 債務 に つい

て 生 じ た 時効 中 断 の 効力 は 保 証人 に 及 ぶ もの と さ れて お り 、 この 保 証債

務 の 性 質 に基 づ き 、 主た る 納 税義 務 の 時 効中 断 の 効力 は 、 第 二次 納 税義

務に も 及 ぶも の と 解 され て い る。 ま た 、 民法 の 保 証債 務 は 、 主た る 債務

が 消 滅 す るこ と に よ って 保 証 債務 が 消 滅 する と さ れて お り 、 この 保 証債

務 の 性 質 に基 づ き 、 主た る 納 税義 務 者 の 納税 義 務 の 時 効 の 完 成に よ り 、

第 二 次 納 税義 務 も 消 滅す る と 解さ れ て い る。 し か し、 民 法 の 保証 債 務と

第 二 次 納 税義 務 は 、 保証 債 務 が 個 別 の 契 約に よ っ て成 立 す る のに 対 し、

第 二 次 納 税義 務 は 成 立要 件 の 充足 に よ り 自動 的 に 成立 す る こ とな ど 、決

定 的 な 違 いも 存 在 す るた め 、単 純 に 保証 債務 の 場 合と 同 視 で きな い な ど 、

学 説 上 も 見解 が 分 か れて い る とい う 問 題 点が あ る 1 0。  

 

 附従 性 の 制限 の 検 討  

第 二 次 納 税義 務 に つ いて 、 附 従性 が 制 限 され て い る場 合 と し ては 、 徴

基通 32 条 関 係 25（ 限定 承 認 の効 果 ）、 徴基 通 32 条 関係 26（会 社 更 生法

に よ る 免 責の 効 果 ） が挙 げ ら れる 。  

主 た る 納 税義 務 に つ いて 、 限 定承 認 （ 民 法 922 条 以下 ） や 会 社更 生法  

に よ る 免 責（ 会 社 更 生法 204 条） が あ っ た場 合 に は、 主 た る 納税 義 務に  

関 す る 責 任は 消 滅 す るが 、 債 務そ の も の は存 続 す るか ら 、 そ の効 果 は第  

二 次 納 税 義務 に は 及 ばな い と され て い る 1 1。  

現 行 で は 、第 二 次 納 税義 務 の 「主 た る 納 税義 務 の 時効 の 完 成 によ る消

滅の 附 従 性 」 に つ い ては 、 附 従性 は 制 限 され て い ない 。 し か し、 主 たる

納 税 義 務 が時 効 に よ って 消 滅 する と 第 二 次納 税 義 務も 消 滅 す ると い う解

釈 に つ い て、 こ の 場 合に は 補 充性 に 着 目 し 、 主 た る納 税 義 務 につ い て消

滅 時 効 の 期間 が 満 了 した と き が、 第 二 次 納税 義 務 制度 が 最 も 効果 を 発揮
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す べ き と きで あ る か ら、 第 二 次納 税 義 務 の時 効 が 存続 し て い る限 り 、第

二 次 納 税 義務 に つ い て滞 納 処 分手 続 き を 続行 す る こと が で き ると 解 すべ

き で あ る と の 学 説 が あ る 1 2。 こ の 補 充 性 を 附 従 性 に 優 先 さ せ る 理 由 づ け

は 、 限 定 責任 や 会 社 更生 法 に よる 免 責 の 場合 に お ける 「 債 務 その も のは

存 続 す る から 」 附 従 性が 制 限 され る 、 と の解 釈 と 同様 で あ る とい え る。  

一方 、「 独立 性 」か ら 附従 性 の 及ぶ 範 囲 が 制限 さ れ る可 能 性 の ある 第二

次 納 税 義 務に つ い て は、 未 だ 議論 が な い 。し か し この 点 に つ いて 、 筆者

は 、 第 二 次納 税 義 務 の各 類 型 の「 独 立 性 」の 内 容 に配 慮 す べ きで あ ると

い う 立 場 から 検 討 す ると 、 民 法の 保 証 債 務に お け る附 従 性 と 立場 を 同様

にせ ず 、 主た る 納 税 義務 の 時 効の 完 成 に よる 消 滅 の附 従 性 が 制限 さ れる

第 二 次 納 税義 務 の 類 型が 存 在 する と 考 え てい る 。  

 以 上 の よう に 、 現 行に お い て 徴 基 通 上 およ び 学 説上 に お い て附 従 性が

制 限 さ れ る場 合 の 論 点は 「 消 滅に お け る 附従 性 」 が主 な も の であ る 。し

かし 、 第 1 項に お い て考 察 し た よ う に、「徴 収 権 の消 滅 時 効 の法 的 根 拠 」

に つ い て も、 主 た る 納税 義 務 との 附 従 性 の制 限 に つい て 検 討 する 必 要が

あ る と 考 える 。  

 

 独立 し た 徴収 権 の 消 滅時 効 を 設け る べ き 理由 の 検 討  

第 1 項 に おい て 徴 収 権の 消 滅 時効 の 法 的 根拠 お よ び附 従 性 の 及ぶ 範囲  

に つ い て の問 題 点 を 確認 し た。そ して 第 2 項 にお い て、「 独 立 性」の 立場  

か ら 検 討 する と 、 徴 収権 の 消 滅時 効 の 法 的根 拠 お よび 第 二 次 納税 義 務と  

主 た る 納 税義 務 と の 関係 に お いて 、 附 従 性の 制 限 が検 討 さ れ るべ き 第二  

次 納 税 義 務の 類 型 が ある と の 考え に 至 っ た。  

 よ っ て 、第 二 次 納 税義 務 の 「独 立 性 」 から 「 独 立し た 納 税 義務 」 であ

る と 認 め られ る 第 二 次納 税 義 務の 類 型 に つい て は 、主 た る 納 税義 務 との
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関 係 に お いて 附 従 性 が制 限 さ れる た め 、 徴収 権 の 消滅 時 効 に つい て の法

的 根 拠 を 通則 法 72 条に 求 め ず 、新た に 定め 、主 た る 納税 義 務 の 時 効 の 中

断 ・ 消 滅 に附 従 せ ず 、独 立 し た消 滅 時 効 を進 行 す べき で あ る と考 え る。

一 方 、 附 従性 の 立 場 に立 ち 、 徴収 権 の 消 滅時 効 に つい て 現 行 の取 扱 いが

合 理 的 で ある 第 二 次 納税 義 務 の類 型 も 存 在す る と 考え る 。  

 

第３ 節  第二 次 納 税義 務 に 期 間制 限 を 設け る べ き 場合 と 法 的 根 拠  

 

 第二 次 納 税義 務 に 期 間制 限 を 設け る べ き 場合  

本 論 文 に お い て こ こ ま で に 検 討 し た 結 果 か ら 、「 独 立 し た 賦 課 権 の 除

斥 期 間 」 と「 独 立 し た 徴 収 権 の消 滅 時 効 」 を 設 け るべ き 理 由 があ る 場合

を洗 い 出 し、 そ の 二 つを ま と め「 独 立 し た期 間 制 限」 を 設 け るべ き 場合

を 考 察 す る 。  

1． 独 立し た 賦 課権 の除 斥 期 間を 設 け る べき 理 由 があ る 場 合  

次 の （ １ ）～ （ ３ ） が、 独 立 した 賦 課 権 の除 斥 期 間を 設 け る べき 理由

が あ る 場 合で あ る 。  

（ １ ） 立 法趣 旨 か ら 除斥 期 間 が合 理 的 だ とさ れ る 場合  

徴収 法 33 条（ 合 名 会社 等 の 社員 の 第 二 次納 税 義 務）につ い ては 、そ の

立 法 趣 旨 から 会 社 法 など を 根 拠と し た 除 斥期 間 が 存在 す る 。 この 賦 課権

の 除 斥 期 間は 、通 則 法 70 条の 適 用 によ る も の で はな い。し かし 、賦課 権

の 除 斥 期 間が 存 在 す る第 二 次 納税 義 務 の 類型 が あ ると い う 事 実は 、 その  

立 法 趣 旨 に照 ら し て 合理 的 で あれ ば 、 第 二次 納 税 義務 の 賦 課 権の 除 斥期  

間 は 認 め られ る と い う事 実 で ある と い え る。  

（２ ） そ の第 二 次 納 税義 務 の 類型 が 「 独 立し た 納 税義 務 」 で ある と 認め

られ る 場 合  
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第 二 次 納 税義 務 の 納 付告 知 の 法的 性 質 が「 確 定し た 主た る 納 税義 務の

徴 収 手 続 上の 一 処 分 であ る こ と 」との 解 釈に 対 し て、「 第 二 次納 税 義 務に

対 す る 課 税処 分 」 で ある と の 解釈 が あ る 。こ の 解 釈は 、 第 二 次納 税 義務

の 「 独 立 性」 の 立 場 から 第 二 次納 税 義 務 を独 立 し た納 税 義 務 であ る と認

め る こ と であ り 、 第 二次 納 税 義務 に 賦 課 権の 除 斥 期間 を 設 け るべ き 理由

と な る 。 第二 次 納 税 義 務 11 類型 の 中 に は、 そ の 納付 告 知 の 法的 性 質が

「 第 二 次 納税 義 務 に 対す る 課 税処 分 」 で ある と の 解釈 を し た 方が 合 理的

で あ る 類 型も 存 在 す る と 考 え る。  

（３ ） 第 二次 納 税 義 務者 の 法 的立 場 の 安 定の 面 を 重視 す る 場 合  

 第 二 次 納税 義 務 の 納付 告 知 には 除 斥 期 間 が な い と解 す る と 、極 端 に昔

に な さ れ た行 為 を 根 拠と し て 第二 次 納 税 義務 を 課 する こ と も 可能 と な る。

第二 次 納 税義 務 者 の 法的 立 場 の安 定 の 面 を重 視 す ると 、 第 二 次納 税 義務

に 賦 課 権 の除 斥 期 間 を設 け る べき で あ る 。  

 以 上 が、独 立 した 賦課 権 の 除斥 期 間 を 設け る べ き場 合 で あ るが 、「（１ ）

立 法 趣 旨 から 除 斥 期 間が 合 理 的だ と さ れ る 場 合 」 は、 現 行 の 第二 次 納税

義 務 に つ いて は 徴 収 法 33 条 以外 に 該 当 する 類 型 がな く 、 今 後新 し い第

二 次 納 税 義務 が 創 設 され た 際 には 検 討 す べき 場 合 であ る と い える 。「（２）

そ の 第 二 次納 税 義 務 の類 型 が 『 独 立 し た 納税 義 務 』 で あ る と 認め ら れる

場合 」 に は、「 独立 した 賦 課 権の 除 斥 期 間」 を 設 ける べ き で ある こ と は、

本 論 文 に おい て の こ こま で の 検討 か ら 導 かれ た 結 論で あ る。「（ ３ ）第 二

次 納 税 義 務者 の 法 的 立場 の 安 定の 面 を 重 視す る 場 合 」 に つ い ては 、（２）

の 場 合 に おい て 独 立 した 賦 課 権の 除 斥 期 間を 設 け た場 合 の 効 果と し て現

れ る も の であ る と 考 える 。よっ て、「独 立 した 賦 課 権の 除 斥 期 間」を 設け  

る べ き 理 由が あ る 場 合は 、 そ の第 二 次 納 税義 務 の 類型 が 「 独 立し た 納税  

義 務 」 で ある と 認 め られ る 場 合 で あ る 。  
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2． 独 立し た 徴 収権 の消 滅 時 効を 設 け る べき 理 由 があ る 場 合  

 そ の 第 二次 納 税 義 務の 類 型 が、「 独立 性 」か ら「 独 立し た 納税 義 務 」で  

あ る と 認 めら れ る 場 合 は 、 主 たる 納 税 義 務と の 関 係に お い て 附従 性 が制

限 さ れ る ため 、 徴 収 権の 消 滅 時効 に つ い ての 法 的 根拠 を 通 則 法 72 条に

求 め ず 新 たに 定 め 、 主た る 納 税義 務 の 時 効の 中 断 ・消 滅 に 附 従せ ず 、独

立 し た 消 滅時 効 を 進 行す べ き であ る 。  

こ の 場 合 の「 独 立 し た納 税 義 務」 で あ る と認 め ら れる 第 二 次 納税 義務

の 類 型 に つい て は 、 上記 1 の 独 立し た 賦 課権 の 除 斥期 間 を 設 ける べ き理

由 が あ る 場合 に お け る （ ２ ） の 場 合 と 同 様で あ り 、 そ の 納 付 告知 の 法的

性 質 が 「 第二 次 納 税 義務 に 対 す る 課 税 処 分」 で あ ると の 解 釈 をし た 方が

合 理 的 で ある 類 型 で ある と 考 える 。  

 ⒊  独立 し た 期間 制限 を 設 ける べ き 場 合  

上 記 １ お よび ２ の 検 討の 結 果 、第二 次 納 税義 務 に「 独立 し た 期間 制 限」

を 設 け る べき 理 由 が ある 場 合 は、 そ の 第 二次 納 税 義務 の 類 型 が「 独 立し

た 納 税 義 務」 で あ る と認 め ら れる 場 合 で あ る 。  

 

  第 二 次 納税 義 務 の 期間 制 限 の法 的 根 拠 の検 討   

最高 裁 平成 6 年 判 決 では 、 第 二次 納 税 義 務の 納 付 告知 の 法 的 性質 につ

いて 、 主 たる 納 税 義 務に 対 す る「 徴 収 処 分」 で あ ると さ れ た こと が 、 通

則法 70 条 1 項 3 号 の適 用 を 認め ら れ な かっ た 理 由付 け で あ る。 こ の理

由 付 け か らす る と 、 第二 次 納 税義 務 の 納 付告 知 の 法的 性 質 が 、第 二 次納

税 義 務 に 対す る 課 税 処分 で あ り、 そ の 第 二次 納 税 義務 が 独 立 した 納 税義  

務 で あ る と認 め ら れ る場 合 に は、第 二次 納税 義 務 に通 則 法 70 条 1 項 3 号

が 適 用 さ れる と 考 え られ る 。  

 筆 者 も 、そ の 第 二 次納 税 義 務が 独 立 し た納 税 義 務で あ る と 認め ら れる  
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場合 に は 、賦 課 権 の 期間 制 限 が設 け ら れ るべ き で ある と 考 え るが 、 その

法 的 根 拠 とし て 、 通 則法 70 条 1 項 3 号 を適 用 す るこ と に つ いて は 問題

が あ る と 考え て い る 。  

そ の 問 題 とは 、 通 則 法 は 、 2 条 5 号 に お いて 納 税 者に つ い て 特別 の定

義 を 設 け てい る が 、 第二 次 納 税義 務 者 は 納税 者 か らは 除 か れ てい る 、と

い う こ と にあ る 。  

 

国税 通 則法 2 条 5 号 （納 税 者 ）  

国 税 に 関 す る 法 律 の 規 定 に よ り 国 税 （ 源 泉 徴 収 に よ る 国 税 を 除

く 。）を 納 め る義 務 があ る 者（ 国 税 徴収 法（ 昭 和三 十 四 年法 律第 百 四

十 七 号 ）に 規定 す る 第二 次 納 税義 務 者 及 び国 税 の 保証 人 を 除 く。）及

び 源 泉 徴 収 に よ る 国 税 を 徴 収 し て 国 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 者

を い う 。  

 

第 二 次 納 税 義 務 者 が 通 則 法 に お け る 納 税 者 か ら 除 か れ て い る 理 由 に

つ い て は 、『 国 税 通 則 法 精 解 』 に お い て 以 下 の よ う に 説 明 さ れ て い る 1 3。 

 

  こ の 法律 は 、 本 来の 納 税 義務 の 成 立 、確 定 及 び納 付 等 に つい て規  

 定 し 、 滞納 に 陥 っ た場 合 に 、本 来 の 納 税者 の 租 税債 務 を 補 充す る第

二 次 納 税 義務 者 及 び 保証 人 に 関す る 規 定 につ い て は、 原 則的 に滞 納

処 分 法 た る 性 質 も も つ 徴 収 法 の 定 め る と こ ろ に ま か せ る こ と と し

た の で 、 この よ うに 納税 者 の 定義 か ら 第 二次 納 税 義務 者 及 び 国税 の

保 証 人 を 除く こ と と した も の であ る 。  

 

第 二 次 納 税義 務 に つ いて は 、 主た る 納 税 義務 と の 関係 性 に お いて 、法  



‐45‐ 
 

的に 「 独 立し た 納 税 義務 」 で ある と 言 え るが 、 そ の補 充 性 か ら本 来 の納

税 義 務 の 履行 が な い 場合 に は じめ て 二 次 的に 履 行 の責 め に 任 じら れ るも

の で あ る から 、「本 来の 納 税 義務 」 で あ ると は 言 えな い 。 従 って 筆 者 は、

第 二 次 納 税義 務 の 期 間制 限 に つい て は 、 通則 法 に 法的 根 拠 を 求め ず 、 徴

収法 内 に 新た に 立 法 すべ き で ある と 考 え る。  

 

第４ 節   小 括  

 

本 章 で は 、 第 1 節 、 第 2 節 に おい て 、 第 二次 納 税 義務 に 独 立 した 期間

制 限 を 設 ける べ き 理 由に つ い て確 認 し た 。そ し て第 3 節 に お いて 、 第二

次 納 税 義 務の 期 間 制 限に つ い ては 、 通 則 法 に 法 的 根拠 を 求 め ず、 徴 収法

内 に 新 た に立 法 す べ きで あ る との 考 え に 至っ た 。  

次 章 に お いて 、 第 二 次納 税 義 務の 全 類 型 のう ち 、 独立 し た 期 間制 限を

適 用 す べ き「 独 立し た納 税 義 務」で ある と 認 め ら れる 類 型 の 分類 を 行 う。  

 

 
1  法 定 納 期 限 は 、 昭 和 51 年 9 月 30 日 か ら 昭 和 5 6 年 7 月 10 日 で あ る 。  
2 通 則 法 70 条 ４ 項 1 号 に よ り 偽 り そ の 他 不 正 の 行 為 等 に よ り 還 付 を 受 け た

国 税 に つ い て の 更 正 決 定 等 の 場 合 は 、 除 斥 期 間 は 7 年 と な る 。  
3 争 点 2 は 、 徴 収 権 の 時 効 に つ い て で あ る た め 、 本 項 で は 検 討 を し な い 。  
4 最 判 平 成 6 年 12 月 6 日 民 集 48 巻 8 号 14 51 頁 、 1454 頁 。  
5  最 判 昭 和 50 年 8 月 27 日 民 集 29 巻 7 号 1 226 頁 、 1229 頁 。  
6 千 葉 勝 美 「 判 解 」 最 高 裁 判 所 判 例 解 説 民 事 篇 平 成 6 年 度 6 19 頁 （ 平 成 7

年 ）。  
7 岩 﨑 政 明「 判 批 」ジ ュ リ ス ト 臨 時 増 刊 1 0 68 号 平 成 六 年 度 重 要 判 例 解 説 33

頁 （ 平 成 7 年 ）。  
8 北 野 弘 久 ：「 判 批 」 民 商 法 雑 誌  第 11 3 巻 第 1 号 12 4 頁 、 12 5 頁 （ 平 成 7

年 ）。  
9 小 林 徹 編 著『 国 税 徴 収 法 基 本 通 達 逐 条 解 説（ 平 成 30 年 版 ）』 2 77 頁（ 大 蔵

財 務 協 会 、 平 成 30 年 ）。  
1 0 清 永 敬 次 『 税 法 （ 新 装 版 ）』 3 03 頁 （ ミ ネ ル ヴ ァ 書 房 、 平 成 25 年 ）。  
1 1  金 子 宏 『 租 税 法 23 版 』 1 69 頁 （ 弘 文 堂 ・ 令 和 元 年 ）。  
1 2  吉 国 二 郎 ほ か 『 国 税 徴 収 法 精 解 （ 平 成 3 0 年 改 訂 ）』 3 2 2 頁 （ 大 蔵 財 務 協

会 、 平 成 30 年 ）。  
1 3 志 場 喜 徳 郎『 国 税 通 則 法 精 解（ 平 成 3 1 年 改 訂 ）』136 頁（ 大 蔵 財 務 協 会 、

平 成 31 年 ）。  
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  第 二 次 納税 義 務 各 類型 の 期 間制 限 適 用 の 要 否 の 検討  

 

本 章 で は、第 二 次納 税義 務 の 類型 ご と に 、独 立 した 期 間 制限 の 適 用 の

要 否 の 検 討を 行 う 。 その た め に、 第 1 節 にお い て 第二 次 納 税 義務 全 類型

の う ち 、 独立 し た 期 間制 限 を 適用 す べ き 「独 立 し た納 税 義 務 」で あ ると

認 め ら れ る類 型 を 選 定す る た めの 、 分 類 の方 法 を 検討 す る 。  

次 に 第 2 節に お い て 、第 1 節で 検 討 した 分類 の 方 法を 用 い て 、第 二次

納 税 義 務 全類 型 を 分 類し 、 期 間制 限 適 用 の要 否 の 検討 結 果 を 整理 す る。  

 

第１ 節   第 二 次 納税 義 務 の 分類 の 方 法  

 

 実体 法 と して の 第 二 次納 税 義 務と 手 続 法 とし て の 第二 次 納

税義 務  

第 二 次 納 税義 務 制 度 、ひ いて は 徴収 法 に は 、租税 実 体法（ 以 下「 実体

法 」 と い う。） と租 税手 続 法 （以 下 「 手 続法 」 と いう 。）の 2 つ の側 面 が

あ る 。 こ れは 、 昭 和 37 年徴 収 法 改正 時に 、「私 法 秩 序の 尊重 と 租 税徴 収

確 保 の 要 請 」を 調 整 する 原 則 にの っ と り 、「 実 体法 の 整 備 」と「手 続 法の

整 備 」を 行 った こ と によ る 。そ して 、第 二次 納 税 義務 に 関 す る規 定 は「 実

体 法 」 と して の 租 税 債権 の 効 力に 関 す る 規定 で あ り 、 第 二 次 納税 義 務に

関 す る 規 定を お く 徴 収法 第 三 章は 、 第 二 次納 税 義 務者 か ら 徴 収す る 手続

き を 定 め た徴 収 法 32 条 以 外 は、 国 税 の 徴収 手 続 きそ の も の を定 め た規

定 で は な いが 、 徴 収 手続 の 執 行に 密 接 に 関連 す る もの で あ る ので 徴 収法

に 規 定 さ れ た も の で あ る 、 と 『 国 税 徴 収 法 精 解 』 で は 解 説 さ れ て い る 1。 

以 下 の「 実体 法 の 意 義」は 、金子 宏 教授 の著 書『 租税 法  第 23 版 』第

2 編 第 1 章 第 1 節 租 税実 体 法 の意 義 2、「 手続 法 の 意義 」 は 、 同 書 第 3 編
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第 1 章 第 1 節 租 税 手 続法 の 意 義 3から の 抜 粋で あ る 。  

   

  「 実 体法 の 意 義 」  

租税 債 務 関係 の 当 事 者お よ び 内容 な ら び にそ の 成 立・ 変 更 お よび

消 滅 に 関 する 法 を 全 体と し て 租税 実 体 法 とい う （ 租税 債 務 法 とい う

こ と も あ る）。  

 

  「 手 続法 の 意 義 」  

租税 の 確 定お よ び 徴 収の 手 続 を租 税 手 続 とい い 、 租税 手 続 に 関す

る 法 を 租 税手 続 法 と いう 。  

 

上 記 の 実 体法 の 意 義 にお い て 登場 す る 「 租税 債 務 関係 （ 以 下 「租 税債

権 債 務 関 係」と いう 。）は、第 二次 納 税 義務 の「実 体 法 の側 面」と「手 続

法 の 側 面 」を 検 討 す るに あ た り、 基 礎 と なる 考 え 方で あ る 。 租税 法 律関

係 、す な わ ち 、課税 庁と 納 税 者と の 間 の 法律 関 係 の性 質 が 、権力 関 係（ 租

税 権 力 関 係 説 ） か 債 務関 係 （ 租税 債 務 関 係説 ） か とい う 論 点 は、 長 い間

学 説 上 争 われ て い る 。今 日 で は、 租 税 債 務関 係 説 を認 め る 説 が多 い と思

われ 4、本論 文 も その 立場 に 立 つも の で あ る。実 体法 は 課 税要 件法 と も 称

さ れ 、 租 税債 権 債 務 関係 を 成 立さ せ る 規 定で あ る とい え る 。  

課 税 要 件 法と も 称 さ れる 実 体 法の 側 面 か らは 、 第 二次 納 税 義 務の 納付

告 知 は 第 二次 納 税 義 務に 対 す る課 税 処 分 であ り 、 第二 次 納 税 義務 は 「 独

立 し た 納 税義 務 」 と 捉え る こ とが で き 、 手続 法 の 側面 か ら は 、第 二 次納

税 義 務 の 納付 告 知 は 主た る 納 税義 務 の 徴 収処 分 で あり 、「 主 た る納 税 義務

の 徴 収 上 の手 続 き 」 と捉 え る こと が で き る で あ ろ う。 こ の 点 に着 目 し 、

独 立 し た 期間 制 限 を 適用 す べ き「 独 立 し た納 税 義 務」 で あ る と認 め られ
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る 類 型 を 選定 す る た め 、 第 二 次納 税 義 務 全類 型 を 「実 体 法 と して の 第二

次 納 税 義 務」 と 「 手 続法 と し ての 第 二 次 納税 義 務 」に 分 類 す る 。 な お、

本 論 文 の ここ ま で の 検討 か ら 、 独 立 し た 納 税 義 務 であ る 「 実 体法 と して

の 第 二 次 納税 義 務 」につ い て は独 立 し た 期間 制 限 の適 用 を 提 言し 、「 手続

法 と し て の第 二 次 納 税義 務 」 につ い て は 独立 し た 期間 制 限 は 設け な いも

の と し 、 立法 趣 旨 に より 除 斥 期間 が 設 け られ て い る場 合 に は 、そ の 規定

の 適 用 を 検討 し た 上 で、 現 行 の第 二 次 納 税義 務 の 期間 制 限 の 解釈 を 適用

す る も の とす る 。 こ の分 類 に あた り 、「 実体 法 と して の 第 二 次納 税 義 務」

と 「 手 続 法と し て の 第二 次 納 税義 務 」 の 基準 を 次 のよ う に 定 める 。  

 

第 1 目  実体 法 と し ての 第 二 次納 税 義 務 の 基 準  

前述 の 実 体法 の 意 義 から 、 実 体法 と し て の第 二 次 納税 義 務 に つい て考

察 す る と 、徴 収 法 に 規定 す る その 第 二 次 納税 義 務 の納 付 告 知 を受 け なけ

れ ば 、 そ の第 二 次 納 税義 務 者 が、 そ の 納 税義 務 （ 納税 義 務 に 相当 す る債

務 を 含 む。）を 負 う 可能 性 が ない 場 合、すな わ ち、そ の第 二 次納 税 義 務の

納 付 告 知 を受 け な け れば 、 課 税庁 と 第 二 次納 税 義 務者 の 間 に 租税 債 権債

務 関 係 が 成立 し な い 場合 は 、 その 第 二 次 納税 義 務 の条 文 に 課 税要 件 が具

備 さ れ て おり 、 そ の 第二 次 納 税義 務 の 規 定は 実 体 法と し て 機 能し て いる

とい え る 。よ っ て 、 その 納 付 告知 は 「 第 二次 納 税 義務 の 課 税 処分 」 の法

的性 質 と 捉え 、 そ の 第二 次 納 税義 務 は 「 独立 し た 納税 義 務 」 であ る と考

え る 。 こ の場 合 に は 、独 立 し た期 間 制 限 を設 け る こと を 提 案 する 。  

なお 、 租 税債 権 債 務 関係 を 成 立さ せ る 課 税要 件 は 、一 般 に 納 税義 務の

成 立 に 必 要な 法 律 上 の要 件 で あり 、 主 要 な構 成 要 素と し て 、 課税 団 体、

納 税 義 務 者、 課 税 物 件、 課 税 物件 の 帰 属 、 課 税 標 準、 税 率 等 の数 々 が挙

げ ら れ る が、 そ の 中 で、 本 論 文の 「 分 類 」に お い ては 「 納 税 義務 者 」に
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焦 点 を 当 てる こ と と する 。 第 二次 納 税 義 務制 度 は 、私 法 上 の 手段 等 によ

っ て 責 任 を追 及 す る こと の で きる 場 合 に おい て も 、租 税 債 権 の実 現 を容

易 に す る と い う 見 地 から 行 政 処分 の 方 法 が優 れ て 簡易 迅 速 で ある た め設

け ら れ た 制度 で あ り 、こ の よ うな 立 法 趣 旨 が 該 当 する 第 二 次 納税 義 務の

場 合 に は 、課 税 要 件 のす べ て が私 法 上 の 要件 と 同 様 に な る こ とは 有 り得

ない 。そ の ため 課 税 要件 の 中 で、「 納税 義務 者 」に 焦点 を 絞 り 、課 税 庁 と

第 二 次 納 税義 務 者 の 間に 、 租 税債 権 債 務 関係 を 成 立さ せ る 規 定が 第 二次

納 税 義 務 の規 定 の み であ る か 否か を 検 証 する 。  

以 上 に よ り、 実 体 法 とし て の 第二 次 納 税 義務 で あ ると い え る 基準 を次

の よ う に 定め る 。  

＜ 基 準 ＞  

そ の 第 二 次納 税 義 務 の規 定 が 、課 税 庁 と 第二 次 納 税義 務 者 の 間に 、租

税 債 権 債 務関 係 を 成 立さ せ る 唯一 の 規 定 であ る こ と。   

 

第 2 目  手続 法 と し ての 第 二 次納 税 義 務 の 基 準  

前述 の 手 続法 の 意 義 から 、 手 続法 と し て の 第 二 次 納税 義 務 に つい て考

察 す る と 、 そ の 第 二 次納 税 義 務 の 規 定 が 、課 税 庁 と第 二 次 納 税義 務 者の

間 に 、 租 税債 権 債 務 関係 を 成 立さ せ る こ とを 目 的 とせ ず 、 徴 収の 合 理化

を 目 的 と した 規 定 で ある 場 合 は、 そ の 第 二次 納 税 義務 の 規 定 は 手 続 法 と

し て 機 能 して い る と いえ る 。 第二 次 納 税 義務 制 度 には 、 所 得 税お よ び法

人 税 の 課 税は 、 私 法 上の 権 利 関係 の い か んに か か わら ず 、 所 得が 実 質的

に 帰 属 す る者 に 対 し て行 わ れ るが 、 徴 収 にお い て は私 法 上 の 権利 関 係を

前 提 と し て手 続 き を 進め な け れば な ら な いと い う 、課 税 制 度 と徴 収 制度

の 不 一 致 を調 整 す る 目的 と し て創 設 さ れ た規 定 が ある 。 主 に 物的 第 二次

納 税 義 務 5が該 当 す る と考 え ら れ、該 当す る類 型 に おい て は、主た る 納 税
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義 務 者 と 第二 次 納 税 義務 者 の 関係 が 、 既 に主 た る 納税 義 務 者 への 課 税の

段 階 で 着 目 さ れ て い る。 こ の 場合 は 、 課 税庁 と 第 二次 納 税 義 務者 の 間に

租 税 債 権 債務 関 係 を 成立 さ せ るこ と が 立 法の 趣 旨 では な く 、 第二 次 納税

義務 者 名 義の 責 任 限 度で あ る 財産 の 滞 納 処分 を 可 能に す る 徴 収手 段 の創

設 を 立 法 の趣 旨 と し てい る と いえ る 。  

ま た 、 実 体法 と し て の第 二 次 納税 義 務 の 基準 に 当 ては ま ら な いも のと

い う 消 去 法的 な 考 え から は 、 他の 法 律 を 根拠 と し て、 課 税 庁 と第 二 次納

税 義 務 者 の間 に 租 税 債権 債 務 関係 が 成 立 する 場 合 も手 続 法 に 該当 す ると

考 え ら れ る 。 徴 収 法 に規 定 す るそ の 第 二 次納 税 義 務の 納 付 告 知を 受 けず

と も 、 そ の第 二 次 納 税義 務 者 が、 そ の 納 税義 務 （ 又は 同 程 度 の債 務 返済

義 務 ） を 負う 可 能 性 を有 す る 場合 、 す な わち 、 そ の第 二 次 納 税義 務 の納

付 告 知 を 受け な く と も、 課 税 庁と 第 二 次 納税 義 務 者の 間 に 租 税債 権 債務

関係 が 成 立す る 場 合 には 、 他 の法 律 の 条 文に 租 税 債権 債 務 関 係を 成 立さ

せる 要 件 が具 備 さ れ てお り 、 その 第 二 次 納税 義 務 の条 文 は 、 当該 他 の法

律を 根 拠 とし て 生 じ た納 税 義 務 の 徴 収 手 続を 、 要 件を 緩 和 す るな ど の手

段 に よ り 、 合 理 化 さ せる た め の手 続 法 と して 機 能 して い る と い え る 。  

以 上 に よ り 、 手 続 法 と し て の 第 二 次 納 税 義 務 で あ る と い え る 基 準 を 、

次の よ う に定 め 、 い ずれ か を 満た す も の を「 手 続 法と し て の 第二 次 納税

義 務 」 で ある と す る 。  

＜基 準 １ ＞  

そ の 第 二 次納 税 義 務 の規 定 が 、 課 税 制 度 と徴 収 制 度の 不 一 致 を調 整す

るた め に 創設 さ れ た 徴収 手 続 の合 理 化 を 目的 と し た 規 定 で あ るこ と 。  

＜基 準 ２ ＞  

そ の 第 二 次納 税 義 務 の規 定 が 、他 の 法 律 を根 拠 と して 生 じ た 納税 義務  

の徴 収 手 続の 合 理 化 を目 的 と した 規 定 で ある こ と 。  
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以 上 を 「 実体 法 と し ての 第 二 次納 税 義 務 」と 「 手 続法 と し て の第 二次

納 税 義 務 」に 分 類 す る 基 準 と する 。  

第 二 次 納 税義 務 全 類 型 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 上 記 の 基準 の い ず れを 満た

すか は 、第 2 節 に お いて 検 証 する 。  

 

 主た る 納 税義 務 者 と 第二 次 納 税義 務 者 の 関係 性 と 独立 し

た納 税 義 務と の 関 係 の 仮 説  

第 二 次 納 税義 務 が 発 生す る 場 合に は 、 主 たる 納 税 義務 者 と 第 二次 納税

義 務 者 と なる 両 者 が 存在 す る こと が 必 須 であ る 。 その た め 、 この 両 者の

関 係 性 が 非常 に 重 要 であ る が 、第 二 次 納 税義 務 は 前述 の と お り、 同 一の

性 格 で な いも の を 、 第二 次 納 税義 務 と い う共 通 の 租税 徴 収 の 技術 を もっ

て 規 定 し てい る た め 、各 類 型に お い て、こ の両 者 の 関係 性 に 相 違が あ る。

この 両 者 が独 立 性 の 側面 の 強 い関 係 で あ れば 、 第 二次 納 税 義 務者 へ の納

付 告 知 は 、第 二 次 納 税義 務 に 対す る 課 税 処分 と し て捉 え 、 そ の第 二 次納

税 義 務 は 「独 立 し た 納税 義 務 」で あ る 、 と考 え る の が 合 理 的 であ ろ う。

一 方 、 そ の 両 者 が 一 体性 ・ 親 近性 の 側 面 の強 い 関 係で あ れ ば 、第 二 次納

税 義 務 者 への 納 付 告 知は 、 確 定し た 主 た る納 税 義 務の 徴 収 処 分と し て捉

え 、 そ の 第二 次 納 税 義務 は 「 独立 し た 納 税義 務 」 では な い 、 と考 え る の

が 合 理 的 であ ろ う 。この こ と から 、「両 者の 関 係 性 」と 、第 １項 で 分 類の

方 法 と し て提 示 し た「 実 体法 と し ての 第 二次 納 税 義務 」「 手 続法 と し ての

第 二 次 納 税義 務 」 に つい て は 、 以 下 の 仮 説が 成 り 立つ 。  

① 主 た る 納税 義 務 者 と第 二 次 納税 義 務 者 とな る 両 者が 独 立 性 の強 い 関係  

で あ る 第 二次 納 税 義 務の 類 型 は、「 実 体 法と し て の第 二 次 納 税義 務 」で あ  

る。  

② 主 た る 納税 義 務 者 と第 二 次 納税 義 務 者 とな る 両 者が 一 体 性 ・親 近 性の  
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強 い 関 係 であ る 第 二 次納 税 義 務の 類 型 は 、「 手続 法 と して の 第 二次 納 税義

務」 で あ る。  

 第 ２ 節 で、第 二次 納税 義 務 全類 型 を「 実体 法 と して の 第 二 次納 税 義 務」  

と 「 手 続 法と し て の 第二 次 納 税義 務 」 に 分類 し 、 期間 制 限 適 用の 要 否を

検 討 す る にあ た り 、 上記 の 「 両者 の 関 係 性」 と 「 実体 法 と し ての 第 二次

納 税 義 務」「 手 続 法 とし て の 第二 次 納 税 義務 」に つ い ての 仮 説の 検 証 も行

う 。 そ の ため 、 主 た る納 税 義 務者 と 第 二 次納 税 義 務者 と な る 両者 が 独立

性の 強 い 関係 で あ る と い え る か 、 ま た は 、 一 体 性 ・親 近 性 の 強い 関 係 で

ある と い える か の 基 準 に つ い ては 、 そ れ ぞれ 「 実 体法 と し て の第 二 次納

税 義 務 」の 基準 、ま たは 、「手 続 法 とし ての 第 二 次納 税 義 務 」の 基 準 を 当

て は め て 、以 下 の よ うに 定 め る。  

＜両 者 が 独立 性 の 強 い関 係 で ある と す る 基準 ＞  

そ の 第 二 次納 税 義 務 の規 定 が 、主 た る 納 税義 務 者 と第 二 次 納 税義 務者

の 間 に 、 法的 関 係 を 成立 さ せ る唯 一 の 規 定で あ る こと 。  

＜両 者 が 一体 性 ・ 親 近性 の 強 い関 係 で あ ると す る 基準 ＞ （ 基 準 １ また

は基 準 ２ の い ず れ か を満 た す もの で あ る こと ）  

＜基 準 1＞  

そ の 第 二 次納 税 義 務 の規 定 が 、主 た る 納 税義 務 者 と第 二 次 納 税義 務者

の両 者 間 にお け る 課 税制 度 と 徴収 制 度 の 不一 致 を 調整 す る た めに 創 設さ

れ た 徴 収 手続 の 合 理 化を 目 的 とし た 規 定 であ る こ と。  

＜基 準 2＞  

そ の 第 二 次納 税 義 務 の規 定 以 外に 、 主 た る納 税 義 務者 と 第 二 次納 税義

務 者 の 間 に、 法 的 関 係を 成 立 させ る 規 定 があ る こ と。  

 第 二 次 納税 義 務 全 類型 に つ いて 、 そ れ ぞれ 上 記 の基 準 の い ずれ を 満た  

す か は 、 第 2 節 に お いて 検 証 する 。  



‐53‐ 
 

第２ 節   分 類 に つい て の 検 討結 果  

 

 分類  

第 二 次 納 税義 務 全 類 型を 、 次の 2 点 に つ いて 分 類 する 。  

①「 両 者 が 独 立性 の 強い 関 係 であ る と す る 基 準 」、また は「 両 者が 一 体 性・

親近 性 の 強い 関 係 で ある と す る 基 準 」 の いず れ を 満た す か 。  

② 「 実 体 法と し て の 第二 次 納 税義 務 の 基 準 」、 また は、「 手 続 法と し ての

第 二 次 納 税義 務 の 基 準 」 の い ずれ を 満 た すか 。  

 以 下 、 第二 次 納 税 義務 を 条 文番 号 順 に 上記 ① ② につ い て 分 類を 行 う。

な お 、 第 二次 納 税 義 務の 一 類 型の 中 に 、 第二 次 納 税 義 務 者 と なる 者 が 2

以 上 あ る 場合 に は 、 それ ぞ れ につ い て 分 類を 行 う 。  

（１ ） 徴 収法 33 条 （合 名 会 社等 の 社 員 の第 二 次 納税 義 務 ）  

徴収 法 33 条 に おい て は 、 合 名会 社 ま た は合 資 会 社（ 以 下、「 合 名 会 社

等」 と い う。） につ いて 検 証 し、 士 業 法 人に つ い ても 同 様 と する 。  

①  徴 収法 33 条 に お いて 主 た る納 税 義 務 者は 合 名 会社 等 で あ り 、 第二

次 納 税 義 務者 と 規 定 され る の は、合 名会 社等 の 無 限責 任 社 員 であ る た め、

会 社 法 に 規定 6さ れ る 法的 関 係 が あ る 。 よ って 、 徴 収法 33 条 の規 定 以 外

に も 、 主 たる 納 税 義 務者 と 第 二次 納 税 義 務者 の 間 に 、 法 的 関 係を 成 立 さ

せ る 規 定 があ り 、「 両者 は 一 体性 ・ 親 近 性の 強 い 関係 」 で あ る と い え る。 

②  徴 収法 33 条 は 、 合名 会 社 等 の 債 務 に つい て は 無限 責 任 社 員が 責任

を 負 う 、 とい う 会 社 法 580 条 1 項（ 社 員 の責 任 ） の規 定 を 前 提と し て い

る 7。会 社法 580 条 1 項に お い て は 、合名 会社 等 の 債務 超 過 お よび 合 名 会

社等 の 財 産に 対 す る 強制 執 行 がそ の 効 を 奏し な か った 場 合 に 、そ の 合名

会社 等 の 債務 に つ い て無 限 責 任社 員 が 責 任 （ 無 限 責任 社 員 が 複数 い る場

合 に は 連 帯責 任 ） を 負う こ と が明 定 さ れ てお り 、 この 責 任 は 租税 債 務に
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つ い て も 適用 さ れ る こと は 当 然で あ る 8。よっ て 、こ の 会 社法 580 条を 根

拠 と し て も 、 課 税 庁 と第 二 次 納税 義 務 者 との 間 に 租税 債 権 債 務関 係 は 成

立す る と ころ 、 徴 収 法 33 条は 、 無 限責 任社 員 の 責任 負 担 の 要件 と し て、

会社 法 580 条に 規 定 され る 会 社の 債 務 超 過 お よ び 会社 財 産 に 対す る 強制

執 行 が 功 を奏 し な い こと が 必 要で あ る と いう 要 件 を、 会 社 財 産が 徴 収し

よ う と す る 国 税 に 不 足す る と 認め ら れ る 場合 で よ いこ と と し て 、 要 件を

緩和 し た 徴収 手 続 の 合理 化 を 目的 と し た 規定 で あ るた め 「 手 続法 と して

の 第 二 次 納税 義 務 」 であ る と いえ る 。  

 な お 、 会社 法 の 規 定を 前 提 とし て 徴 収 法 33 条 に つい て は 、 徴 基 通 33

条関 係 5、 33 条 関 係 6 に て 賦課 権 の 除 斥期 間 が 設け ら れ て おり 、 こ の賦

課 権 の 除 斥期 間 の 適 用に は 合 理性 が あ る と考 え る 。  

（２ ） 徴 収法 34 条 1 項 （清 算 人等 の 第 二次 納 税 義務 ）  

徴 収 法 34 条 1 項 に おい て 第 二次 納 税 義 務者 と 規 定さ れ る の は、 清算

人及 び 残 余財 産 の 分 配又 は 引 渡し を 受 け た者（ 33 条 の適 用 を 受け る 者を

除 く 。 以 下同 じ 。） の 二 者 で ある た め 、 それ ぞ れ に 検 証 を 行 う 。  

（ⅰ ） 第 二次 納 税 義 務者 が 清 算人 で あ る 場合  

①  徴 収法 34 条 1 項 にお い て 主た る 納 税 義務 者 は 法人 （ 清 算 人が 残余

財 産 の 分 配又 は 引 渡 し等 清 算 手続 き を 行 った 法 人 ）で あ り 、 第二 次 納税

義 務 者 と 規定 さ れ る のは 清 算 人で あ る た め 、会社 法 に 規定 9さ れる 法 的 関

係 が あ る。よ って 、徴収 法 34 条 1 項の 規定 以 外 にも 、主 た る納 税 義 務者

と 第 二 次 納税 義 務 者 の間 に 、法 的 関係 を 成立 さ せ る規 定 が あ り、「 両 者 は

一 体 性 ・ 親近 性 の 強 い関 係 」 であ る と い える 。  

②  上 記① の 関 係性 を利 用 し た租 税 回 避 を防 止 す るこ と が 、 徴収 法 34 

条 1 項 の 立法 時 に お ける 趣 旨 およ び 目 的 であ る 。  

徴収 法 34 条 1 項は 、清 算 人 は法 人 の 債 務を 完 済 した 後 で な けれ ば 残  
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余 財 産 を 分配 す る こ とが で き ない 、 と い う 会 社 法 502 条 （ 債 務の 弁 済前

に お け る 残余 財 産 の 分配 の 制 限）、664 条（ 債務 の 弁 済前 に お ける 残 余財

産 の 分 配 の制 限 ） の 規定 に 反 して 清 算 人 が残 余 財 産に つ き 分 配等 を した

場 合 に は 、 会 社 法 487 条 （ 清算 人 の 第 三者 に 対 する 損 害 賠 償責 任 ）、 653

条 （ 清 算 人の 第 三 者 に対 す る 損害 賠 償 責 任） に お いて 清 算 人 に対 し 、直

接 債 権 者 に対 す る 損 害賠 償 の 責任（ 清算 人が 複 数 いる 場 合 に は 連 帯 責 任）

が 認 め ら れて お り 、 責任 は 租 税債 権 者 に つい て も 適用 さ れ る こと は 当然

であ る 1 0。 よっ て 、 こ の 会 社 法 487 条 およ び 653 条を 根 拠 とし て も 、 課

税 庁 と 第 二次 納 税 義 務者 （ 清 算人 ） の 間 に租 税 債 権債 務 関 係 は 成 立 す る

と こ ろ 、 徴収 法 34 条 1 項 は、 清 算 人 の責 任 負 担の 要 件 と して 、 会 社法

487 条 およ び 653 条 に規 定 さ れる そ の 分 配が 清 算 人の 悪 意 又 は重 大 な過

失 に 基 づ くも の で あ ると い う 要件 を 、そ の悪 意 等 を要 件 と し ない と し て 、

要 件 を 緩 和し た 徴 収 手続 の 合 理化 を 目 的 とし た 規 定で あ る た め 「 手 続法

と し て の 第二 次 納 税 義務 」 で ある と い え る 。 た だ し、 本 条 は 、清 算 人の

悪 意 等 を 要件 と は し てい な い が、 清 算 人 が、 会 社 に滞 納 税 金 があ る にも

か か わ ら ず、 残 余 財 産を 分 配 して し ま う よう な こ とが あ れ ば 、清 算 人に

悪 意 又 は 重過 失 が あ った と 言 わざ る を 得 ない で あ ろう た め 、 会社 法 が予

定 す る 効 果と 実 質 的 に同 様 で ある 1 1。  

（ⅱ ）第二 次 納 税義 務者 が 残 余財 産 の 分 配又 は 引 渡し を 受 け た者 で あ る

場合  

 ①  徴収 法 34 条 1 項に お い て主 た る 納 税義 務 者 は法 人 で あ り、 第 二次

納 税 義 務 者と 規 定 さ れる の は 残余 財 産 の 分配 又 は 引渡 し を 受 けた 者 であ

る。 残 余 財産 の 分 配 又は 引 渡 しを 受 け た 者と は 、 残余 財 産 の 分配 を 受け

た 株 主 、社 員 、組 合 員 若 し く は会 員 等 で ある 1 2た め 、法人 制 度 上の 法 的 関

係 が あ る。よ って 、徴収 法 34 条 1 項の 規定 以 外 にも 、主 た る納 税 義 務者
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と 第 二 次 納税 義 務 者 の間 に 、法 的 関係 を 成立 さ せ る規 定 が あ り、「 両 者は

一 体 性 ・ 親近 性 の 強 い関 係 」 であ る と い える 。  

②  上 記① の 関 係性 を利 用 し た租 税 回 避 を防 止 す るこ と が 、 徴収 法 34

条 1 項 の 立法 時 に お ける 趣 旨 およ び 目 的 であ る 。  

会 社 債 務 弁済 前 に 残 余財 産 を 分配 又 は 引 渡し を し た場 合 に は 、そ の残

余 財 産 の 分配 又 は 引 渡し を 受 けた 者 は 、 その 受 け た財 産 等 に つき 法 人に

対 し 返 還 義 務 を 負 う こ と と さ れ て い る 1 3。 残 余 財 産 が 返 還 さ れ た 場 合 に

は、法 人を 介 して 間 接的 に 債 務（ 租税 債 務を 含 む。）の 弁 済 に充 て ら れる

ため 、 会 社法 502 条 、 664 条を 根 拠と し て 、 課 税 庁と 第 二 次 納税 義 務 者

（ 残 余 財 産の 分 配 又 は引 渡 し を受 け た 者 ）の 間 に 、直 接 に 租 税債 権 債務

関 係（ 債 務 返済 義 務 ）を成 立 さ せる こ と はで き な い 。よ っ て 、徴収 法 34

条 1 項 は 、 第二 次 納 税義 務 者 が 残 余 財 産 の分 配 又 は引 渡 し を 受け た 者 で

あ る 場 合 には 、 課 税 庁と 第 二 次納 税 義 務 者の 間 に 、租 税 債 権 債務 関 係を

成 立 さ せ る唯 一 の 規 定で あ る とい え る た め、「実 体 法 とし て の 第二 次 納税

義 務 」 で ある と い え る。 し か し 、 次 の 例 外が 存 在 する 。  

徴基 通 34 条 関 係 11（会 社 法 第 863 条 と の関 係 ） にお い て 、 任意 清算

中の 持 分 会社 1 4の う ち 合名 会 社 およ び 合 資 会社 が 、徴収 法 34 条１ 項 の 適

用 1 5が あ る 残 余 財 産 の 分 配 等 以 外 の 処 分 （ 例 え ば 、 他 の 債 権 者 に 対 す る

弁 済 等 ） をし た 場 合 に 、 そ の 処分 に よ っ て租 税 債 権が 害 さ れ ると き は、

会社 法 863 条（ 清 算 持分 会 社 の財 産 処 分 の取 消 し の訴 え ） の 規定 に よっ

て そ の 処 分の 取 消 し を裁 判 所 に請 求 す る こと が で きる 、と さ れて い る 1 6。

す な わ ち 、徴 収法 34 条 1 項 の 規定 が 存 在し な い 場合 に お い て 、残余 財 産

の 分 配 に よっ て 租 税 債権 が 害 され る と き は、 課 税 庁は 租 税 債 権を 満 足さ

せ る 目 的 のた め 、 会 社法 863 条 の規 定 に よっ て そ の処 分 の 取 消し を 裁判

所 に 請 求 する こ と が でき る 、 とい う こ と にな る 。 すな わ ち 、 会社 法 863
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条を 根 拠 とし て も 、 課税 庁 と 第二 次 納 税 義務 者 （ 任意 清 算 中 の合 名 会社

お よ び 合 資会 社 の 残 余財 産 の 分配 又 は 引 渡し を 受 けた 者 ） の 間に 租 税債

権 債 務 関 係 は 成 立 す る 。よ って 、徴 収法 34 条 1 項は 、第 二 次 納税 義 務 者

が 任 意 清 算中 の 合 名 会社 お よ び合 資 会 社 の残 余 財 産の 分 配 又 は引 渡 しを

受 け た 者 であ る 場 合 は、 会 社法 863 条 の 規定 で は 訴訟 に よ ら なけ れ ばな

ら な い と ころ 、 課 税 庁の 行 政 処分 に よ る こと と し た 徴 収 手 続 の 合 理 化 を

目 的 と し た規 定 で あ るた め 「 手続 法 と し ての 第 二 次納 税 義 務 」 で あ る と

いえ る 。  

（３ ） 徴 収法 34 条 2 項 （清 算 受託 者 等 の第 二 次 納税 義 務 ）  

徴 収 法 34 条 2 項 に おい て 第 二次 納 税 義 務者 と 規 定さ れ る の は、 清算

受託 者 1 7及 び残 余 財 産 受益 者 等 1 8の二 者 で あ るた め 、それ ぞ れ に 検証 を 行

う。  

（ ⅰ ） 第 二次 納 税 義 務者 が 清 算受 託 者 で ある 場 合  

①  徴 収法 34 条 2 項に お い て主 た る 納 税義 務 者 は 清 算 受 託 者 で あ り、

第 二 次 納 税義 務 者 と 規定 さ れ るの は 清 算 受託 者 （ 主た る 納 税 義務 者 とし

て の 清 算 受託 者 と は 、納 税 義務 を 履 行す る 場 合 の 責任 の 負 い 方に つ い て 、

下 記 ② に て後 述 す る 異な る 点 があ る 。）であ る 。こ の 場合 の 主た る 納 税義

務 者 と 第 二次 納 税 義 務者 は 、信託 法 に 規 定 1 9され る 法的 関 係 が あり 、「両

者は 一 体 性・親 近性 」が 強 い関 係 で ある とい え る。さ ら に 徴 収法 34 条 2

項の 第 二 次納 税 義 務 者が 清 算 受託 者 で あ る場 合 に おい て い え るの は 、「 両

者は 同 一 」 で あ る 可 能性 も 高 いこ と で あ る。  

②  上 記① の 関 係性 を利 用 し た租 税 回 避 を防 止 す るこ と が 、 徴収 法 34

条 2 項 の 立法 時 に お ける 趣 旨 およ び 目 的 であ る 。  

徴収 法 34 条 2 項は 、清 算受 託 者は 、信 託に 係 る 債務 を 弁 済 した 後 で な

け れ ば 、 残余 財 産 受 益者 等 に 残余 財 産 の 給付 を す るこ と は で きな い とい
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う 信 託 法 181 条 （ 債 務の 弁 済 前に お け る 残余 財 産 の給 付 の 制 限） の 規定

を 前 提 と して い る 。 この 信 託 法 181 条 の 規定 は 、 徴収 法 34 条 1 項の 法

人 の 清 算 の 場 合 の 会 社法 502 条 、 664 条 の規 定 と 同様 の 効 果 を有 す る規

定で あ る 。清 算 受 託 者は 信 託 法 181 条 に違 反 し た給 付 2 0を 行 うと 、 そ の

信 託 に 係 る債 権 者 が 起こ す 訴 訟に よ り 債 権（ 租税 債 権 を含 む 。）の 支 払義

務が 生 ず る 。この よ うに 、徴 収法 34 条 2 項 は同 条 １項 と 同 様に 解 釈 する

と 、 手 続 法と 考 え ら れる の で ある が 、 清 算受 託 者 に対 し て は 詳細 を 検討

し な け れ ばな ら な い 次の 点 が ある 。信託 法に よ り 清算 受 託 者 は基 本 的 に、

自 己 の 固 有 財 産 を も っ て 信 託 財 産 責 任 負 担 債 務 2 1で あ る 国 税 の 納 付 義 務

を 履 行 す る責 任 を 負 って い る ため 、 徴 収 法 34 条 2 項に よ っ て第 二 次納

税 義 務 を 負う 清 算 受 託者 は 、 その 信 託 財 産責 任 負 担債 務 で あ る国 税 につ

い て 、 信 託財 産 に 属 する 財 産 のみ を も っ て納 付 義 務を 履 行 す る責 任 を負

う 清 算 受 託者 、ま た は 、その 国 税の 成 立 後に 就 任 した 新 受 託 者（ 以下「 特

定清 算 受 託者 」とい う。）に 限 られ る の であ る 2 2。特 定 清 算受 託者 の 固 有

財 産 は 、信 託法 21 条 2 項（信 託 財産 責 任負 担 債 務の 範 囲）によ り 信 託財

産 に 属 す る財 産 の み をも っ て 履行 す る 責 任を 負 う 債務 と な る 国税 に つい

て、 信 託法 217 条 1 項（ 固 有 財産 に 属 す る財 産 に 対す る 強 制 執行 等 の制

限 ）に よっ て 滞納 処 分す る こ とは で き な い。す なわ ち、信 託 法 21 条 2 項

およ び 217 条 1 項 に より 、 181 条 を 根拠 とし て 、 課税 庁 と 特 定清 算 受 託

者 の 間 に 、 第 二 次 納 税義 務 の 成立 要 件 で ある 徴 収 不足 と な っ てい る 国税

に つ い て 、 租 税 債 権 債務 関 係 を成 立 さ せ るこ と は でき な い 。 特定 清 算受

託者 は 第 二次 納 税 義 務 を 負 う こと に よ り 、 そ の 徴 収不 足 と な って い る国

税 に つ い て、 初 め て 自己 の 固 有財 産 を も って 国 税 を納 付 す る 責任 を 負う

こ と に な る。よっ て 、徴 収法 34 条 2 項 は、第 二次 納 税義 務 者 が 清 算 受託

者 で あ る 場合 に お い て、 課 税 庁と 第 二 次 納税 義 務 者の 間 に 、 租税 債 権債
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務 関 係 を 成立 さ せ る 唯一 の 規 定で あ る と いえ る た め、「実 体 法 とし て の第

二次 納 税 義務 」 で あ る と い え る 。  

（ⅱ ） 第 二次 納 税 義 務者 が 残 余財 産 受 益 者等 で あ る場 合  

①  徴 収法 34 条 2 項に お い て主 た る 納 税義 務 者 は 清 算 受 託 者で あ り、

第 二 次 納 税義 務 者 と 規定 さ れ るの は 残 余 財産 受 益 者等 で あ る ため 、 信託

法に 規 定 2 3され る 法 的 関係 が あ る。よ っ て 、徴収 法 34 条 2 項 の規 定 以 外

に も 、 主 たる 納 税 義 務者 と 第 二次 納 税 義 務者 の 間 に、 法 的 関 係を 成 立さ

せ る 規 定 があ り 、「 両者 は 一 体性 ・ 親 近 性の 強 い 関係 」 で あ ると い え る。 

②  上 記① の 関 係性 を利 用 し た租 税 回 避 を防 止 す るこ と が 、 徴収 法 34

条 2 項 の 立法 時 に お ける 趣 旨 およ び 目 的 であ る 。  

徴収 法 34 条 2 項は 、清 算受 託 者は 、信 託に 係 る 債務 を 弁 済 した 後 で な

け れ ば 、 残余 財 産 受 益者 等 に 残余 財 産 の 給付 を す るこ と は で きな い とい

う 信 託 法 181 条 の 規 定を 前 提 とし て い る 。 残 余 財 産受 益 者 等 は 、 信 託法

181 条 に 違反 し た 給 付を 受 け た場 合 に は 、 清 算 受 託者 に 対 し 返還 義 務を

負 う こ と と さ れ て い る。 残 余 財産 が 返 還 され た 場 合に は 、 清 算受 託 者を

介し て 間 接的 に 債 務（租 税 債務 を 含む 。）の弁 済 に 充て ら れ る ため 、信託

法 181 条 を根 拠 と し て 、課 税庁 と 第 二次 納税 義 務 者（ 残 余財 産受 益 者 等）

の間 に 、 直接 に 租 税 債権 債 務 関係 （ 債 務 返済 義 務 ）を 成 立 さ せる こ とは

で き な い 。よ って 、徴収 法 34 条 2 項は 、第 二 次納 税 義務 者 が残 余 財 産受

益 者 等 で ある 場 合 に おい て も 、課 税 庁 と 第二 次 納 税義 務 者 の 間に 、 租税

債 権 債 務 関係 を 成 立 させ る 唯 一の 規 定 で ある と い える た め、「 実体 法 とし

て の 第 二 次納 税 義 務 」 で あ る とい え る 。  

（４ ） 徴 収法 35 条 （同 族 会 社の 第 二 次 納税 義 務 ）  

①  徴 収法 35 条 に お いて 主 た る納 税 義 務 者は 同 族 会社 の 株 主 又は 社員

で あ り 、 第二 次 納 税 義務 者 と 規定 さ れ る のは 、 主 たる 納 税 義 務者 を 判定
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の 基 礎 と なる 株 主 又 は社 員 と して 判 定 し た場 合 に 同族 会 社 に 該当 す る会

社 で あ る ため 、法 人 税法 に 規 定 2 4され る 法 的関 係 が ある 。よ っ て 、徴 収 法

35 条 の 規定 以 外 に も 、主 た る 納税 義 務 者と 第 二 次納 税 義 務 者の 間 に 、法

的 関 係 を 成立 さ せ る 規定 が あ り、「 両 者 は 一 体 性・親 近性 の 強い 関 係 」で

あ る と い える 。  

②  上 記① の 関 係性 を利 用 し た租 税 回 避 を防 止 す るこ と が 、 徴収 法 35

条 の 立 法 時に お け る 趣旨 お よ び 目 的 で あ る。  

 徴 収 法 35 条 は 、個人 の 事 業者 が そ の 事業 を 法 人に 組 織 変 更し て 、その

個 人 を 判 定の 基 礎 と なる 株 主 又は 社 員 と して 判 定 した 場 合 に 同族 会 社に

該 当 す る 会社 を 設 立 した 場 合 にお い て 、 その 個 人 から の 徴 税 を確 保 する

措 置 と し て、そ の同 族会 社 の 株式 又 は 出 資の 価 額 に相 当 す る もの に つ き、

そ の 同 族 会社 に 第 二 次納 税 義 務を 負 わ せ 、い わ ゆ る法 人 成 り によ る 租税

回 避 を 防 止し よ う と する も の であ る 2 5。そ のた め 、徴 収 法 35 条は 、主た

る 納 税 義 務者 名 義 の その 同 族 会社 の 株 式 又は 出 資 につ き 、 再 度換 価 に付

し て も な お買 受 人 が ない 、 ま たは 、 譲 渡 する こ と につ き 支 障 があ る など

の 場 合 に おけ る 換 価 を目 的 と した 規 定 で あり 、 課 税庁 と 第 二 次納 税 義務

者 の 間 に 租税 債 権 債 務関 係 を 成立 さ せ る こと が 立 法の 趣 旨 で はな く 、主

た る 納 税 義務 者 名 義 の財 産 の 滞納 処 分 に よる 換 価 が困 難 で あ るこ と に対

す る 徴 収 手段 の 創 設 を立 法 の 趣旨 と し た 「 手 続 法 とし て の 第 二次 納 税義

務」 で あ ると い え る 。  

（５ ） 徴 収法 36 条 1 号 （実 質 課税 額 等 の第 二 次 納税 義 務 ）  

徴 収 法 36 条 1 号の 第二 次 納 税義 務 は 、 所得 税 法 12 条 （実 質所 得 者 課

税の 原 則）、 158 条 （事 業 所 の所 得 の 帰 属の 推 定）、 ま たは 、法 人 税法 11

条 （ 実 質 所得 者 課 税 の原 則 ） の規 定 に よ り課 さ れ た 国 税 に つ いて 義 務を

負 う 。 本 論文 で は 所 得税 法 12 条 に よる 課税 の 場 合を 検 証 し 、法 人 税 法  
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他の 実 質 所得 者 課 税 の原 則 に つい て も 同 様と す る 。  

①  徴 収法 36 条 1 号に お い て主 た る 納 税義 務 者 は 実 質 所 得 者 で あ り、

第 二 次 納 税義 務 者 と 規定 さ れ るの は 、 所 得税 法 12 条 の 規 定 によ り 課さ

れた 国 税 の賦 課 の 基 因と な っ た収 益 が 法 律上 帰 属 する 者 で あ り、 そ の責

任 の 限 度 は 、 国 税 の 賦 課 の 基 因 と な っ た 収 益 が 生 じ た 財 産 （ 取 得 財 産 2 6

を 含 む 。）と す る 物 的第 二 次 納税 義 務 で ある 。主 た る 納税 義 務者 と 第 二次

納 税 義 務 者 の 関 係 が 、 既 に 主 たる 納 税 義 務者 へ の 課税 の 段 階 で着 目 され

て お り 、徴 収法 36 条 1 号 の 規定 は 、主 たる 納 税 義務 者 と 第 二次 納 税 義務

者の 両 者 間に お け る 課税 制 度 と徴 収 制 度 の不 一 致 を調 整 す る ため に 創設

さ れ た 徴 収手 続 の 合 理化 を 目 的と し た 規 定で あ る とい え る た め、「両 者は

一 体 性 ・ 親近 性 の 強 い関 係 」 であ る と い える 。  

②  上 記① の 関 係性 を利 用 し た租 税 回 避 を防 止 す るこ と が 、 徴収 法 35

条 の 立 法 時に お け る 趣旨 お よ び目 的 で あ る。  

所 得 税 法 12 条 の規 定に よ り 、実 質 所得 者 に 対 し て課 税 が な され る が 、

国税 の 賦 課の 基 因 と なっ た 収 益が 生 じ た 財産 は 、 収益 が 法 律 上帰 属 する

者 に 帰 属 して い る た め滞 納 処 分を す る こ とが で き ない と い う 課税 制 度と

徴 収 制 度 の不 一 致 が あっ た 。そ の ため 、徴収 法 36 条 1 号は 、実 質 所得 者

課 税 の 原 則等 に よ る 賦課 は 、 私法 上 の 権 利関 係 の いか ん に か かわ ら ず、

所 得 が 実 質的 に 帰 属 する 者 に 対し て 行 わ れる が 、 徴収 に お い ては 私 法上

の 権 利 関 係を 前 提 と して 手 続 きを 進 め な けれ ば な らな い と い う不 一 致 を

調 整 す る ため に 創 設 され た 徴 収手 続 の 合 理化 を 目 的と し た 規 定で あ るた

め 2 7「 手 続 法 と し て の 第二 次 納 税義 務 」 で ある と い える 。  

（ ６ ） 徴 収法 36 条 3 号 （同 族 会 社等 の 行為 又 は 計算 の 否 認 等の 第 二 次

納税 義 務 ）  

 徴 収 法 36 条 3 号 の第 二 次 納税 義 務 は 、所 得 税法 157 条 、 168 条の 2 
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（ 同 族 会 社等 の 行 為 又は 計 算 の否 認 等 、他）、法 人 税法 132 条、 132 条 の

2、 132 条の 3、 147 条の 2（ 同 族会 社 等 の行 為 又 は 計 算 の 否 認、 他 ）、 相

続税 法 64 条 （ 同族 会社 等 の 行為 又 は 計 算の 否 認 等）、 また は、 地 価 税法

32 条（ 同 族会 社 等 の 行為 又 は 計算 の 否 認 等 ）の 規 定 によ り 課 され た 国 税

に つ い て 義務 を 負 う 。  

本 論 文 で は 法 人 税 法 132 条 によ る 課 税 の場 合 を 検証 し 、 所 得税 法 他の

同 族 会 社 等の 行 為 又 は計 算 の 否認 等 の 規 定に つ い ても 同 様 と する 。  

①  徴 収法 36 条 3 号 にお い て 主た る 納 税 義務 者 は 、同 族 会 社 等の 行為

計 算 否 認 等に よ り 国 税の 納 付 義務 を 負 う 者 で あ り 、第 二 次 納 税義 務 者と

規 定 さ れ るの は 、 同 族会 社 等 の行 為 又 は 計算 の 否 認等 の 規 定 によ り 否認

さ れ た 主 たる 納 税 義 務者 の 行 為等 に よ り 利益 を 受 けた も の と され る 者で

ある 。 主 たる 納 税 義 務者 と 第 二次 納 税 義 務者 の 関 係が 、 既 に 主た る 納税

義 務 者 へ の課 税 の 段 階で 着 目 され て お り 、徴 収法 36 条 3 号 の規 定 は 、主

た る 納 税 義務 者 と 第 二次 納 税 義務 者 の 両 者間 に お ける 課 税 制 度と 徴 収制

度 の 不 一 致を 調 整 す る た め に 創設 さ れ た 徴収 手 続 の合 理 化 を 目的 と した

規 定 で あ ると い え る ため 、「 両 者は 一 体 性・親 近性 の 強い 関 係」で ある と

い え る 。  

②  上 記① の 関 係性 を利 用 し た租 税 回 避 を防 止 す るこ と が 、 徴収 法 36

条 3 号 の 立法 時 に お ける 趣 旨 およ び 目 的 であ る 。  

法人 税 法 132 条の 規定 に よ り、 同 族 会 社等 に 対 して 課 税 が なさ れ る 。

し か し 、 国税 の 賦 課 の基 因 と なっ た 同 族 会社 等 の 行為 又 は 計 算の 否 認等

の 規 定 に より 否 認 さ れた 主 た る納 税 義 務 者の 行 為 等に よ る 利 益 は 、 利益

を 受 け た もの と さ れ る 者 に 帰 属し て い る ため 滞 納 処分 を す る こと が でき

な い と い う課 税 制 度 と徴 収 制 度の 不 一 致 があ っ た 。その た め 、徴収 法 36

条 3 号 は 、 同族 会 社 等の 行 為 又は 計 算 の 否認 等 の 規定 に よ る 賦課 は 、私
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法 上 の 権 利関 係 の い かん に か かわ ら ず 、 所得 が 実 質的 に 帰 属 する 者 に対

し て 行 わ れる が 、 徴 収に お い ては 私 法 上 の権 利 関 係を 前 提 と して 手 続き

を 進 め な けれ ば な ら ない と い う 不 一 致 を 調 整 す る ため に 創 設 され た 徴収

手 続 の 合 理 化 を 目 的 と し た 規 定 で あ る た め 2 8「 手 続 法 と し て の 第 二 次 納

税 義 務 」 であ る と い える 。  

（７ ） 徴 収法 37 条 （共 同 的 な事 業 者 の 第二 次 納 税義 務 ）  

徴 収 法 37 条 に おい て、（ ⅰ） 主 た る納 税義 務 者 が個 人 で あ る場 合 に 、

第 二 次 納 税 義務 者 と 規 定さ れ る のは 、 主 た る納 税 義 務者 と 生 計 を一 に す

る 親 族 等 で その 主 た る 納税 義 務 者の 経 営 す る事 業 か ら所 得 を 受 けて い る

も ので 、 主 たる 納 税 義 務者 の 事 業の 遂 行 に 欠く こ と がで き な い 重要 な 財

産 を 有 し てい る 者 で あり 、（ⅱ ）主た る 納 税義 務 者 が同 族 会 社 であ る 場合

に 、第 二 次 納税 義 務 者 と規 定 さ れる の は 、 その 判 定 の基 礎 と な った 株 主

又 は 社 員 で 、主 た る 納 税義 務 者 の事 業 の 遂 行に 欠 く こと が で き ない 重 要

な 財 産 を 有 して い る 者 であ る た め、 そ れ ぞ れに 検 証 を行 う 。 そ の責 任 の

限 度 は 同 じ であ り 、 主 たる 納 税 義務 者 の 事 業の 遂 行 に欠 く こ と がで き な

い 重 要 な 財産 （ 取 得 財産 を 含 む。） とす る物 的 第 二次 納 税 義 務で あ る 。  

（ⅰ ） 第 二次 納 税 義 務者 が 主 たる 納 税 義 務者 の 親 族等 で あ る 場合  

①  徴 収法 37 条 に お い て 、 主 たる 納 税 義 務者 が 個 人で あ る 場 合に 、第

二 次 納 税 義務 者 と 規 定さ れ る のは 、 主 た る納 税 義 務者 と 生 計 を一 に する

親 族 等 で その 主 た る 納税 義 務 者の 経 営 す る事 業 か ら所 得 を 受 けて い るも

の で 、 主 たる 納 税 義 務者 の 事 業の 遂 行 に 欠く こ と がで き な い 重要 な 財産

を 有 し て いる 者 で あ る。主 たる 納 税 義務 者と 第 二 次納 税 義 務 者の 関 係 が 、

既 に 主 た る納 税 義 務 者へ の 課 税の 段 階 で 着目 さ れ 、所 得税 法 56 条（ 事業

か ら 対 価 を受 け る 親 族が あ る 場合 の 必 要 経費 の 特 例） の 規 定 によ り 一体

の も の と して 納 税 者 に課 税 す る取 扱 い で あり 、 徴 収法 37 条 の規 定 は 、  
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主 た る 納 税義 務 者 と 第二 次 納 税義 務 者 の 両者 間 に おけ る 課 税 制度 と 徴収  

制 度 の 不 一致 を 調 整 する た め に 創 設 さ れ た徴 収 手 続の 合 理 化 を目 的 とし

た 規 定 で ある と い え るた め 、「 両者 は 一 体性・親近 性 の強 い 関係 」で あ る

と い え る 。  

②  上 記① の 関 係性 を利 用 し た租 税 回 避 を防 止 す るこ と が 、 徴収 法 37 

条 の 立 法 時に お け る 趣旨 お よ び目 的 で あ る。  

こ の 場 合 には 、 所 得 税 法 56 条の 規 定 に より 課 さ れた 国 税 に つい て 主

た る 納 税 義務 者 が 納 税 義 務 を 負う 。所 得 税法 56 条 の 規 定に おい て は 、主

たる 納 税 義務 者 の 事 業の た め の重 要 な 財 産を そ の 親族 が 所 有 して い ると

き は 、 賃 借料 を 支 払 って い て も、 そ の 金 額は 主 た る納 税 義 務 者の 所 得金

額 の 計 算 上必 要 経 費 に算 入 し ない も の と し、 か つ 、そ の 財 産 の 減 価 償却

費、 修 繕 費な ど の 諸 経費 は 必 要経 費 と し て算 入 さ れる 。 親 族 の側 か ら い

え ば 賃 貸 料収 入 は な いも の と みな さ れ 、 かつ 、 そ の財 産 に 係 る 必 要 経費

が な い も のと み な さ れる 。 つ まり 、 そ の 財産 の 所 得計 算 に 関 する 限 り、

主た る 納 税義 務 者 と 親族 と の 所得 を 個 別 に 課 税 せ ず、 一 体 の もの と して

主た る 納 税義 務 者 に 課税 す る 取扱 い で あ る 2 9。し か し、所 得 税 法 56 条の

規 定 に よ り、 主 た る 納税 義 務 者 に 対 し て 課税 が な され る が 、 主た る 納税

義 務 者 の 事業 の 遂 行 に欠 く こ とが で き な い重 要 な 財産 は 、 そ の親 族 等に

帰 属 し て いる た め 滞 納処 分 を する こ と が でき な い とい う 課 税 制度 と 徴収

制 度 の 不 一致 が あ っ た。そ のた め、徴 収 法 37 条は 、そ の 不 一致 を 調 整す

る た め に 創 設 さ れ た 徴 収 手 続 の 合 理 化 を 目 的 と し た 規 定 で あ る た め 3 0

「手 続 法 とし て の 第 二次 納 税 義務 」 で あ ると い え る。  

（ⅱ ） 第 二次 納 税 義 務者 が 同 族会 社 の 株 主又 は 社 員 で あ る 場 合  

①  徴 収法 37 条 に お いて 、主た る 納 税義 務者 が 同 族会 社 で あ る場 合 に、

第 二 次 納 税義 務 者 と 規定 さ れ るの は 、 そ の判 定 の 基礎 と な っ た株 主 又は
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社員 で あ るた め 、法 人税 法 に 規定 3 1さ れ る 法的 関 係 があ り 、か つ 、主 た る

納 税 義 務 者の 事 業 の 遂行 に 欠 くこ と が で きな い 重 要な 財 産 を 有し て いる

者で あ る。よ って 、徴収 法 37 条 の 規定 以外 に も、主 たる 納 税義 務 者 と第

二 次 納 税 義務 者 の 間 に 、法的 関 係 を成 立 させ る 規 定が あ り、「 両 者 は 一 体

性 ・ 親 近 性の 強 い 関 係 」 で あ ると い え る 。  

②  上 記 ①の 関 係 性 を 利用 し た 租税 回 避 を 防止 す る こと が 、 徴 収 法 37

条 の 立 法 時に お け る 趣旨 お よ び目 的 で あ る。  

こ の 場 合 に は、 同 族 会 社の 事 業 の遂 行 に 不 可欠 な 財 産が 法 律 的 には 同

族 会 社 の 株 主等 に 帰 属 して い る が、 そ の 財 産に 関 し て生 ず る 所 得は 同 族

会 社 の も の とな っ て い る 場 合 で ある 。 主 た る納 税 義 務者 で あ る 同族 会 社

に 対 し て 課 税が な さ れ るが 、 主 たる 納 税 義 務者 の 事 業の 遂 行 に 欠く こ と

が で き な い 重要 な 財 産 は、 そ の 株主 等 に 帰 属し て い るた め 滞 納 処分 を す

る こ と が で きな い と い う 課 税 制 度 と 徴 収 制 度 の 不 一 致を 調 整 す る目 的 に

お い て 、上 記（ⅰ ）の場 合 と 趣旨 は 同 様 であ り 、徴 収法 37 条は 、主 た る

納 税 義 務 者 が同 族 会 社 であ る 場 合に お い て も、 そ の 不一 致 を 調 整す る た

め に 創 設 さ れた 徴 収 手 続の 合 理 化を 目 的 と した 規 定 であ る た め 「 手 続 法

と し て の 第二 次 納 税 義務 」 で ある と い え る。  

（ ８ ） 徴 収法 38 条 （事 業 を 譲り 受 け た 特殊 関 係 者の 第 二 次 納税 義 務 ）  

①  徴 収 法 38 条に おい て 主 たる 納 税 義 務者 は 、 事業 の 譲 渡 人で あ り、

第 二 次 納 税義 務 者 と 規定 さ れ るの は 、 事 業の 譲 受 人で あ る 生 計を 一 にす

る 配 偶 者 そ の 他 の 親 族 等 ま た は 被 支 配 会 社 な ど の 特 殊 関 係 者 3 2で あ り 、

譲 渡 前 の 事業 と 同 一 また は 類 似の 事 業 を 営ん で い る者 で あ る 。 事 業 の譲

渡の 取 引 相手 で あ る とい う 側 面の み で 捉 える と 、 両者 は 一 体 性・ 親 近性

の 強 い 関 係 で あ る と はい え な い。 し か し 、譲 受 人 に譲 渡 人 の 租税 の 弁済

の 責 に 任 じさ せ る こ とは 、 譲 渡の 際 に 相 当の 反 対 給付 を 支 出 して い ると
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こ ろ か ら も 苛 酷 に す ぎ る 場 合 が あ る 3 3こ と か ら 、 第 二 次 納 税 義 務 者 の 範

囲を 主 た る納 税 義 務 者 と 特 別 の関 係 に あ る者 に 限 定し 、 か つ 、譲 渡 前の

事 業 と 同 一ま た は 類 似の 事 業 を営 ん で い る者 と し てい る の で ある が 、 こ

の 範 囲 限 定の 側 面 で 捉え る と、主 た る納 税義 務 者 と第 二 次 納 税義 務 者 は、

政 令 3 4で 範 囲 を 定 め ら れ た 、 生 計 を 一 に す る 配 偶 者 そ の 他 の 親 族 等 ま た

は 被 支 配 会社 な ど の 特殊 関 係 者で あ る 。よっ て 、徴 収法 38 条の 要 件 を満

たす 場 合 は 「 両 者 は 一体 性 ・ 親近 性 の 強 い関 係 」 であ る と い える 。  

②  上 記① の 関 係性 を利 用 し た租 税 回 避 を防 止 す るこ と が 、 徴収 法 38

条 の 立 法 時に お け る 趣旨 お よ び目 的 で あ る。  

商法 17 条（譲 渡 人 の商 号 を 使用 し た 譲 受人 の 責 任等 ）に お いて 、事 業

の 譲 渡 が あっ た 場 合 に、 そ の 譲受 人 は 、 譲渡 人 （ 主た る 納 税 義務 者 ）の

商 号 を 続 用す る と き は、 譲 渡 人の 営 業 に よっ て 生 じた 債 務 に つい て は譲

受 人 も ま たそ の 弁 済 に任 じ ら れる こ と が 規定 さ れ てい る 。 し かし 租 税に

つ い て は 、当 事 者 間 にお い て その 譲 受 人 が納 付 す るこ と を 契 約上 明 記し

て い て も 、 法 律 の 規 定に よ ら ない 租 税 債 務の 承 継 は許 さ れ な いの で 、自

主 納 付 が ない 限 り そ の譲 受 人 から 譲 渡 人 の租 税 を 徴収 す る こ とが で きな

い 3 5。し た がっ て 商法 17 条 を 根拠 と し て 、課税 庁 と 第二 次 納 税 義務 者 の

間 に 租 税 債権 債 務 関 係を 成 立 させ る こ と はで き な い 。  

よっ て、徴 収法 38 条は 、課 税 庁 と第 二 次納 税 義 務者 の 間 に 、租 税債 権

債 務 関 係 を成 立 さ せ る唯 一 の 規定 で あ る とい え る ため 、「 実 体 法 と し ての

第 二 次 納 税義 務 」 で ある と い える 。  

（ ９ ） 徴 収 法 39 条 （ 無 償 又 は 著 し い 低 額 の 譲 受 人 等 の 第 二 次 納 税    

義務 ）  

①  徴 収法 39 条 に お いて 主 た る納 税 義 務 者は 、 無 償又 は 著 し い低 額の

譲 渡 等 を した 者 で あ り、 第 二 次納 税 義 務 者と 規 定 され る の は 、無 償 又は
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著 し い 低 額の 譲 受 人 等で あ る 。 徴 収 法 39 条 に 規 定す る 財 産 の譲 渡 等の

法 律 行 為 のみ が 、 主 たる 納 税 義務 者 と 第 二次 納 税 義務 者 の 間 に法 的 関係

を 成 立 さ せる た め、「両 者 は 独立 性 の 強 い関 係 」 であ る と い える 。  

②  通 則法 42 条 に お いて 準 用 する 民 法 424 条 （ 詐害 行 為 取 消権 ） にお

い て 債 権 者は 、無償 又は 著 し い低 額 の 譲 渡人 等 お よび 譲 受 人 等の 両 者 が、

そ の 譲 渡 等の 法 律 行 為を 、 債 権者 を 害 す るこ と を 知っ て し た 場合 に は、

そ の 譲 渡 等の 法 律 行 為の 取 消 しを 裁 判 所 に請 求 す るこ と が で きる 。 詐害

行 為 の 取 消し に 当 た って は 、 両者 が 詐 害 の意 思 を 有す る こ と が唯 一 かつ

絶 対 の 要 件で あ る 。これ に 対 し徴 収 法 39 条 にお い ては 、主 たる 納 税 義務

者 、第 二次 納 税 義務 者と も に 詐害 の 意 思 を 有 す る こと を 明 定 して い な い。

し た が っ て 、 民 法 424 条 を 根拠 と す る と 、 課 税 庁と 第 二 次 納税 義 務 者の

間に お け る 租 税 債 権 債務 関 係 は 、 主 た る 納税 義 務 者、 第 二 次 納税 義 務者

と も に 詐 害の 意 思 の 有る 場 合 には 成 立 し 、詐 害 の 意思 の な い 場合 に は成

立 し な い 。 現 行 で は 、徴 基 通 32 条 関 係 31（ 第 二 次納 税 義 務 と詐 害 行為

取 消 権 と の関 係 ） に おい て 、 第二 次 納 税 義務 の 成 立要 件 と 詐 害行 為 取消

権 の 要 件 の双 方 を 満 たす 場 合 には 、 い ず れに よ る こと も で き ると さ れて

いる 。徴 収法 39 条 につ い て は第 二 次 納 税義 務 の 他の 類 型 に 比し て 、特に

そ の 立 法 趣旨 か ら 詐 害行 為 取 消権 が 適 用 でき る 事 例が 多 く 存 在す る はず

で あ る が 、第 二 次 納 税義 務 の 他の 類 型 に つい て も 、 主 た る 納 税義 務 者、

第 二 次 納 税義 務 者 と もに 詐 害 の意 思 の 有 る場 合 に は 、 詐 害 行 為取 消 権を

適 用 す る こと が で き る場 合 は 存在 し て い る。 つ ま り第 二 次 納 税義 務 全類

型 に つ い て 「 詐 害 の 意思 の 有 無」 で 一 類 型 を 二 つ に 分 類 す る こと は 可能

で は あ る 。しか し 、本論 文 で は 、民 法 424 条 の客 観 的期 間 制 限に つ い て、

詐 害 行 為 の時 か ら 20 年 の期 間 制 限が 定 めら れ て いる 3 6（ 令 和 2 年４ 月 1

日よ り 10 年 の 期 間 制限 と な る 3 7。） こと を鑑 み 、 主た る 納 税 義務 者 、 第
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二 次 納 税 義務 者 と も に詐 害 の 意思 の 有 る 悪質 と も いえ る 滞 納 事例 に つい

て は 、 本 論文 で 提 案 する 第 二 次納 税 義 務 の 期 間 制 限 （ 5 年 間 を 規 定 する

予定 で あ る 。） の経 過後 に お いて 、 通 則 法 42 条の 適 用 を検 討す る こ と を

第 4 章 に おい て 提 案 する こ と とし 、「 詐 害の 意 思 の有 無 」で 第二 次 納 税義

務 の 一 類 型を 二 つ に 分類 す る こと は 行 わ ない も の と す る 。  

特 に 徴 収法 39 条に つい て は 、第二 次 納 税義 務 関 係事 務 提 要（ 事 務運 営

指 針 ）にお い て「 詐 害行 為 取 消権 と 徴 収 法第 39 条 と の 関係 」に よ り取 扱

い の 指 針 が示 さ れ て いる 。そ の 指 針で は「 ま ず徴 収 法第 39 条の 規 定 の適

用 の 可 否 につ き 検 討 し 、同 条 の 適用 が な い場 合 に は 、詐 害 行 為取 消 権（通

則 法 42 条） の 行 使 の可 否 に つい て 検 討 する も の とす る 。」 3 8とさ れ て お

り 、 双 方 の適 用 が 可 能な 場 合 にお い て も 徴収 法 39 条 が 適 用 され る 実務

上 の 取 扱 いも 考 慮 し 、 民 法 424 条の 唯 一 かつ 絶 対 の要 件 で あ る「 詐 害の

意 思 を 有 する こ と 」は 、徴収 法 39 条 の 第二 次 納 税義 務 の 成 立要 件 で はな

い 3 9こ と を 徴収 法 39 条の 趣 旨 とし て 捉 え 、民法 424 条 を 根 拠 とし て 、課

税 庁 と 第 二次 納 税 義 務者 の 間 に租 税 債 権 債務 関 係 は成 立 し な いも の とす

る 。よ っ て 、徴収 法 39 条 は 、課税 庁 と第 二次 納 税 義務 者 の 間 に 、租 税 債

権 債 務 関 係を 成 立 さ せる 唯 一 の規 定 で あ ると い え るた め 、「 実 体法 と して

の 第 二 次 納税 義 務 」 であ る と いえ る 。  

（１ ０ ）徴 収法 41 条 1 項（ 人 格 のな い 社団 等 の 財産 の 名 義 人 に 対 す る 第

二次 納 税 義務 ）  

①  徴 収法 41 条 1 項 にお い て 主た る 納 税 義務 者 は 、人 格 の な い社 団等

で あ り 、 第二 次 納 税 義務 者 と 規定 さ れ る のは 、 人 格の な い 社 団等 の 財産

の 名 義 人 であ る 第 三 者で あ り 、そ の 責 任 の限 度 は 、そ の 第 三 者に 法 律上

帰 属 す る 財産 と す る 物的 第 二 次納 税 義 務 であ る 。 第二 次 納 税 義務 者 は、

人 格 の な い社 団 等 の 構成 員 と 考え ら れ 、 これ は 法 人に お け る 「法 人 」と  
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「 社 員 等」に 当た る もの と 考 えら れ る た め、「 両 者 は一 体 性・親近 性 の 強

い関 係 」 であ る と い える 。  

②  人 格の な い 社団 等は 、租 税 の徴 収 上 法人 と 同 様に 扱 わ れ るが 、法 人

と 異 な る 性格 か ら 生 じる 人 格 のな い 社 団 等特 有 の 場合 に お い て、 特 別の

徴 収 措 置 を定 め る 必 要が あ り 、こ れ に 徴 収法 41 条 １ 項 は該 当す る 4 0。人

格 の な い 社団 等 に 対 して は 、 民法 上 権 利 能力 を 認 めて い な い 現状 か ら、

権 利 の 移 転に つ き 登 記・ 登 録 を要 す る 不 動産 等 の 滞納 処 分 の 執行 に 当た

っ て は 問 題が あ る 。 まず 、 権 利の 帰 属 が 人格 の な い社 団 等 に ある 不 動産

等 に つ い て、 人 格 の ない 社 団 等の 名 義 に 登記 ・ 登 録を す る こ とが で きな

い 。 か つ 、人 格 の な い社 団 等 に帰 属 す る 不動 産 等 が個 人 又 は 別の 法 人の

名 義 に な って い て も 、債 権 者 代位 権 に よ りそ の 名 義を 人 格 の ない 社 団等

の 名 義 に 変え て 滞 納 処分 の 執 行を す る こ とも で き ない 。 し か し な が ら 、

納 税 者 の 租税 に つ き 、 納 税 者 の財 産 に 対 する 滞 納 処分 が で き るの は 、 本

来は 当 然 であ る 。 本 条に お い て第 二 次 納 税義 務 者 と規 定 さ れ るの は 、人

格 の な い 社団 等 の 財 産の 名 義 人 で あ る が 、課 税 要 件を 具 備 す るこ と によ

り 、 課 税 庁と 第 二 次 納税 義 務 者と の 租 税 債権 債 務 関係 を 成 立 させ る こと

が 本 条 の 趣旨 で は な く、 人 格 のな い 社 団 等に 登 記 ・登 録 の 能 力を 認 めて

い な い 私 法と 、 租 税 徴収 と の 取扱 い の 調 整を 図 る こと が 徴 収 法 41 条１

項の 趣 旨 であ る と い える 。 よ って 徴 収 法 41 条１ 項 は、「 手 続法 と し ての

第 二 次 納 税義 務 」 で ある と い え る 。  

最 近 で は 、人 格 の な い社 団 等 に対 し 、 民 事訴 訟 法 その 他 の 法 令に おい

て そ の 諸 種の 能 力 が 認め ら れ てき た 。 民 事法 の 基 本法 で あ る 民法 上 はそ

の 権 利 能 力を 認 め て いな い が 、登 記 ・ 登 録の 能 力 程度 は 、 現 行の 不 動産

登 記 法 等 の解 釈 を 改 めて 、 こ れを 認 め る べき で あ ると の 考 え 方が 、 最近

強 く 台 頭 して き た 4 1。この 考 え 方に よ り 人 格の な い 社団 等 に 対 し 、登 記・
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登 録 の 能 力が 認 め ら れれ ば 、 本条 の 規 定 は存 在 の 必要 が な く なる た め、

本 条 は 暫 定的 な 措 置 とし て 置 かれ て い る とい う 解 釈も あ り え る。  

（１ １ ） 徴収 法 41 条 2 項 （ 人格 の な い 社団 等 の 財産 の 払 戻 し又 は 分 配  

を受 け た もの の 第 二 次納 税 義 務）  

①  徴 収法 41 条 2 項 にお い て 主た る 納 税 義務 者 は 、人 格 の な い社 団等

で あ り 、 第二 次 納 税 義務 者 と 規定 さ れ る のは 、 人 格の な い 社 団等 の 財産

の払 戻 し 又は 分 配 を 受け た も の で あ る た め 、 人 格 のな い 社 団 等の 構 成員

と 考 え ら れる 。 こ れ は 法 人 に おけ る 「 法 人」 と 「 社員 等 」 に 当た る もの

と 考 え ら れ る た め 、「 両者 は 一 体性・親 近 性の 強 い 関係 」であ ると い え る。  

②  人 格の な い 社団 等は 、租 税 の徴 収 上 法人 と 同 様に 扱 わ れ るが 、法 人

と 異 な る 性格 か ら 生 じる 人 格 のな い 社 団 等特 有 の 場合 に お い て、 特 別の

徴 収 措 置 を定 め る 必 要が あ り 、こ れ に 徴 収法 41 条 2 項 は該 当す る 4 2。人

格 の な い 社団 等 に つ き法 人 の 解散 に 相 当 する 事 態 が発 生 し 、 その 財 産の

分 配 が 行 われ た 場 合 には 、 徴 収 法 34 条 １項 （ 清 算人 等 の 第 二次 納 税義

務 ） の 規 定が 適 用 さ れる 。 し かし 、 人 格 のな い 社 団等 に つ い ては 、 基本

的 に 法 律 的規 制 に 服 して い な いの で 、 法 人の 解 散 に類 す る 事 態に 立 ち至

ら な い 以 前 に お い て も 、 財 産 の 払 戻 し 又 は 分 配 を 行 う 事 例 が あ る 4 3。 こ

の よ う な 徴収 法 34 条 1 項 の適 用 が で きな い 場 合の 特 別 の 徴収 措 置 とし

て 、徴 収 法 34 条 1 項の 趣 旨 に準 じ て 、その 財 産 の払 戻 し 又 は分 配 を 受け

たも の に 第二 次 納 税 義務 を 負 わせ る こ と とし た の が徴 収法 41 条 2 項で

あ る 。 よ って 、 徴 収 法 41 条 2 項 は 、課 税庁 と 第 二次 納 税 義 務者 の 間 に、

租 税 債 権 債務 関 係 を 成立 さ せ る唯 一 の 規 定で あ る とい え る た め、「実 体法

と し て の 第二 次 納 税 義務 」 で ある と い え る。  

 以 上 の とお り 本 項 にお い て 、 第 二 次 納 税 義 務 全 類型 を 分 類 した 。 続く

第 2 項 に おい て 、 分 類の 結 果 を整 理 す る 。  
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 分類 の 結 果  

第 二 次 納 税義 務 全 類 型の う ち 「 実 体 法 と して の 第 二次 納 税 義 務 」 に分

類 さ れ た 類型 は、徴 収法 34 条 1 項（ 清 算人 等 の 第二 次 納 税 義務 ）のう ち

第 二 次 納 税義 務 者 が 残余 財 産 の分 配 又 は 引渡 し を 受け た 者 （ 任意 清 算中

の 合 名 会 社お よ び 合 資会 社 の 残余 財 産 の 分配 又 は 引渡 し を 受 けた 者 を除

く。） であ る 場 合、 34 条 2 項 （清 算 受 託 者等 の 第 二次 納 税 義 務）、 38 条

（ 事 業 を 譲り 受 け た 特殊 関 係 者の 第 二 次 納税 義 務）、 39 条 （ 無償 又 は著

し い 低 額 の譲 受 人 等 の第 二 次 納税 義 務）、 41 条 2 項 （ 人格 のな い 社 団等

の財 産 の 払戻 し 又 は 分配 を 受 けた も の の 第二 次 納 税義 務 ） で ある 。 これ

らに つ い ては 、 第 二 次納 税 義 務の 独 立 性 の性 質 を 採用 し 、 そ の納 付 告知

は 「 第 二 次納 税 義 務 の課 税 処 分」 の 法 的 性質 と 捉 え、 そ の 第 二次 納 税義

務 は 「 独 立し た 納 税 義務 」 で ある と 考 え る。 こ の 場合 に は 、 独立 し た期

間 制 限 を 設け る こ と を提 案 す る 。  

「手 続 法 とし て の 第 二次 納 税 義務 」に 分 類さ れ た 類型 は 、徴 収法 33 条

（ 合 名 会 社等 の 社 員 の第 二 次 納税 義 務）、 34 条 1 項 （ 清算 人等 の 第 二次

納 税 義 務 ） の う ち 第 二次 納 税 義務 者 が 清 算人 等 、 また は 、 任 意清 算 中の

合 名 会 社 およ び 合 資 会社 の 残 余財 産 の 分 配又 は 引 渡し を 受 け た者 で ある

場合 、 35 条 （ 同 族 会社 の 第 二次 納 税 義 務）、 36 条 1 号（ 実 質課 税 額 等の

第 二 次 納 税義 務 ）、 36 条 3 号 （ 同族 会 社 等の 行 為 又は 計 算 の 否認 等 の第

二 次 納 税 義務 ）、 37 条（ 共 同 的な 事 業 者 の第 二 次 納税 義 務）、 41 条 1 項

（ 人 格 の ない 社 団 等 の財 産 の 名義 人 に 対 する 第 二 次納 税 義 務 ）で あ る。

こ れ ら に つい て は 、 第二 次 納 税義 務 の 附 従性 ・ 補 充 性 を 前 提 とし 、 その

納 付 告 知 は「 主 た る 納税 義 務 の徴 収 処 分 」の 法 的 性質 と 捉 え 、そ の 第二

次 納 税 義 務は 「 独 立 した 納 税 義務 」 で は ない と 考 える 。  
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図表 3−1 条 文 番 号 順 の 期 間 制限 の 提 案  

根拠

条文
独立性

一体性
親近性

実体法 手続法

合名会社・合資会社の残余財産の

分配を受けた者 〇 〇

残余財産の分配を受け

た者 〇 〇

生計を一にする親族等

株主又社員

×

×

×

〇

〇

×

〇

独立した

期間制限の

要否

（注１）

×
（注2）

×

×

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

二者の関係性

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

36条1号 実質課税額等の第二次納税義務

〇

〇 〇

② 34条1項

清算人等
の

第二次
納税義務

第二次

納税

義務者

清算人

⑪ 41条2項 人格のない社団等から財産の払戻し又
は分配を受けたものの第二次納税義務

⑨ 39条 無償又は著しい低額の譲受人等の
第二次納税義務

③ 34条2項

清算受託
者等の
第二次

納税義務

第二次

納税

義務者

特定清算受託者

残余財産受益者等

⑧ 38条 事業を譲り受けた特殊関係者の
第二次納税義務

項
番

根拠条文及び名称

　類型名称

分類の結果

37条

共同的な
事業者の
第二次

納税義務

第二次

納税

義務者

⑩ 41条1項 人格のない社団等の財産の
名義人に対する第二次納税義務

⑥ 36条3号 同族会社等の行為又は計算の否認等の
第二次納税義務

⑦ 〇

〇

④ 35条 同族会社の第二次納税義務

① 33条 合名会社等の社員の第二次納税義務

⑤

    

（注 1） 要 は〇 、 否 は×とす る 。  

（ 注 2）徴 収 法 33 条は 、 会 社法 に 準 じ た除 斥 期 間を 従 来 通 り 採 用 す る。 

（出 所 ： 筆者 作 成 ）  
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図表 3−2 分 類 結 果 別の 期 間 制限 の 提 案   

根拠

条文
独立性

一体性
親近性

実体法 手続法

生計を一にする親族等

株主又社員

合名会社・合資会社の残余財産の

分配を受けた者 〇 〇

残余財産の分配を受け

た者 〇 〇

項
番

根拠条文及び名称

　類型名称

分類の結果

37条

共同的な
事業者の
第二次

納税義務

第二次

納税

義務者

⑥ 41条1項 人格のない社団等の財産の
名義人に対する第二次納税義務

④ 36条3号 同族会社等の行為又は計算の否認等の
第二次納税義務

⑤ 〇

〇

② 35条 同族会社の第二次納税義務

① 33条 合名会社等の社員の第二次納税義務

③ 36条1号 実質課税額等の第二次納税義務

⑦ 34条1項

清算人等
の

第二次
納税義務

第二次

納税

義務者

清算人

⑩ 41条2項 人格のない社団等から財産の払戻し又
は分配を受けたものの第二次納税義務

⑪ 39条 無償又は著しい低額の譲受人等の
第二次納税義務

⑧ 34条2項

清算受託
者等の
第二次

納税義務

第二次

納税

義務者

特定清算受託者

残余財産受益者等

⑨ 38条 事業を譲り受けた特殊関係者の
第二次納税義務

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

二者の関係性

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 ×

×

×

〇

独立した

期間制限の

要否

（注１）

×
（注2）

×

×

×

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇 〇

（ 注 1） 要 は〇 、 否 は×とす る 。  

（注 2）徴 収 法 33 条は 、 会 社法 に 準 じ た除 斥 期 間を 従 来 通 り 採 用 す る。 

                       （ 出 所 ： 筆者 作 成）  
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こ の 場 合 には 、 独 立 した 期 間 制限 は 設 け ない も の とし 、 現 行 の第 二次

納 税 義 務 の期 間 制 限 の取 扱 い を継 続 す る もの と す る。 現 行 の 第二 次 納税

義 務 に つ いて は 、 そ の附 従 性 およ び 補 充 性を 前 提 とし て 、 主 たる 納 税義

務 が 存 在 する 限 り 納 付告 知 が 可能 と さ れ 、賦 課 権の 除 斥 期間 は存 在 せ ず、

徴 収 権 に つい て も 、 主た る 納 税義 務 の 時 効中 断 の 効力 が 第 二 次納 税 義務

に 及 び 、 主た る 納 税 義務 が 時 効の 完 成 に より 消 滅 する と 、 第 二次 納 税義

務 も 消 滅 する と さ れ てい る 。な お、徴 収 法 33 条（ 合名 会 社 等の 社 員 の第

二 次 納 税 義務 ）に つ いて は 、会 社 法の 規 定を 前 提 とし て 徴 基 通 33 条関 係

5、 33 条関 係 6 に て 賦課 権 の 除斥 期 間 が 設け ら れ てい る 。 こ の現 行 の取

扱 い に は 合理 性 が あ ると 考 え る。  

上記 の 図表 3−1 に て 、「条 文 番 号順 の 期 間制 限 の 提案 」を ま とめ 、図 表

3−2 に て、 期 間制 限 の要 否 を 基準 に 図 表 3−1 を 整 理 した 「 分類 の 結 果別

の 期 間 制 限の 提 案 」 をま と め た。  

 ま た 、 主た る 納 税 義務 者 と 第二 次 納 税 義務 者 と なる 両 者 が 独立 性 の強

い 関 係 で ある 第 二 次 納税 義 務 の類 型 は 、徴収 法 39 条（ 無 償 又は 著 し い低

額 の 譲 受 人等 の 第 二 次納 税 義 務） の み が 該当 す る 結果 と な っ た。 徴 収法

39 条 は、「実 体 法 と して の 第 二次 納 税 義 務」 と 分 類さ れ た が 、主 た る納

税 義 務 者 と第 二 次 納 税義 務 者 とな る 両 者 が一 体 性 ・親 近 性 の 強い 関 係で

あ る 第 二 次納 税 義 務 の類 型 に つい て も「 実体 法 と して の 第 二 次納 税 義 務」

に 分 類 さ れた も の が 存在 す る 結果 と な っ た。 仮 説 のう ち 「 主 たる 納 税義

務 者 と 第 二次 納 税 義 務者 と な る 両 者 が 一 体性 ・ 親 近性 の 強 い 関係 で ある

第 二 次 納 税義 務 の 類 型は 、手 続 法 とし て の第 二 次 納税 義 務 で ある 。」とい

う 仮 説 は 、必 ず し も 成立 し な いと い う こ とが 分 か った 。  

 徴 収 法 39 条 の 第 二次 納 税 義務 者 の み が独 立 性 の強 い 第 二 次納 税 義務

者 と な っ た結 果 は 、 最高 裁 平 成 18 年 判 決 4 4にお い て、 徴 収 法 39 条 の 第
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二 次 納 税 義務 者 は 、 他の 類 型 の第 二 次 納 税義 務 者 に比 し て 、 主た る 納税

義 務 者 と 第二 次 納 税 義務 者 の 一体 性 ・ 親 近性 が 薄 いと い う こ とが 認 めら

れ た こ と と同 様 の 結 論と な っ た。 第 二 次 納税 義 務 全類 型 の 中 でも 徴 収法

39 条 の第 二 次 納税 義務 者 は、「 独 立し た納 税 義 務」 と し て 権利 を 考 えて

い く べ き 類型 の 筆 頭 で あ り 、 今後 の 研 究 課題 と し たい と 考 え る 。  

 

第３ 節  小括  

 

本 章 で は 、第二 次 納 税義 務 11 類 型 を 、さら に 第 二 次 納 税 義 務者 別 に区

分し た 15 類 型（図 表 3−1、3−2 参 照 ）につ い て、「 実 体法 とし て の 第 二 次

納 税 義 務 」ま た は 「 手続 法 と して の 第 二 次納 税 義 務」 に 分 類 した 。  

 筆 者 は、徴 収法 39 条 のみ が「 実 体 法 とし て の 第二 次 納 税 義務 」に該当

す る と 予 想し て い た が、 結 果 とし て 、 予 想を 上 回る 5 類 型 が 該当 し た。  

こ れ ら の 類型 に つ い ては 、次章 に お いて 期間 制 限 に関 す る 具 体的 な 条 文

案 を 提 示 し、 そ の 適 用を 提 言 する 。  
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  第 二 次 納税 義 務 の 独立 し た 期間 制 限 の 提言  

 

本 章 で は、第 1 章か ら第 3 章 まで の 各 章 にお け る 検討 を 踏 ま えて 、独

立 し た 納 税義 務 で あ る 第 二 次 納税 義 務 に つい て 独 立し た 期 間 制限 を 設け

る こ と を 提言 す る 。  

そ の た め に 第 １ 節 に おい て 、第 二次 納 税 義務 の 期 間制 限 に 関 する 具体

的 な 条 文 案を 提 示 し 、 独 立 し た納 税 義 務 であ る と 認め ら れ る 第二 次 納税

義 務 に つ いて は 、 そ の適 用 を 提言 す る 。  

最 後 に 第 2 節 に お い て 、第二 次 納税 義 務 の今 後 の 課題 に つ い て考 察す

る 。  

 

第 １ 節   提 言 お よび 提 言 に よる 効 果  

 

 具体 的 な 条文 の 提 案  

 

  第 1 目  徴 収 法 32 条に お け る新 設案  

第 2 章 第 3 節 第 2 項 での 検 討 のと お り 、 第二 次 納 税義 務 者 が 通則 法に

お け る 納 税者 か ら 除 かれ て い る こ と か ら 、第 二 次 納税 義 務 の 期間 制 限に

つ い て は 、 通 則 法 に 法的 根 拠 を求 め ず 、 徴収 法 内 に新 た に 立 法す べ きで

ある 1。徴 収 法 にお い ては 、32 条（ 第二 次 納税 義 務 の通 則 ）が 置か れ て お

り、 期 間 制限 に つ い ては 通 則 的内 容 で あ ると 考 え られ る た め 、第 二 次納

税 義 務 の 期間 制 限 の 規定 を 徴 収法 32 条 内に 新 設 する こ と を 提案 す る 。  

また 、 期 間制 限 の 年 数は 、 本 来で あ れ ば 独立 し た 納税 義 務 と して 適用

され る べ き期 間 制 限 規定 で あ る 通 則 法 70 条 3 項（ 国 税 の更 正 、決定 等 の

期間 制 限）、72 条（ 国税 の 徴 収権 の 消 滅 時効 ）に 定 めら れ て いる 年 数（ ５
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年 ）と 同 等 と考 え る 。よ って 、第 二 次納 税義 務 の 納付 告 知 の 期間 制 限（ 本

論 文 で は「 第 二 次納 税義 務 の 賦課 権 の 除 斥期 間 」と し て 検討 して い た が、

以 下「 第二 次 納税 義 務の 納 付 告知 の 期 間 制限 」とい う。）に つ いて の 期 間

（年 数 ）は 、通 則法 70 条 3 項に 規 定 さ れる も の と同 等 と し 、第 二 次納 税

義 務 者 か ら 徴 収 す る 国税 の 徴 収権 の 消 滅 時効 に つ いて の 期 間（ 年 数）は、

72 条 に 規定 さ れ る もの と 同 等の も の と する 。  

  

第 2 目  具体 的 な 条 文案  

独 立 し た 納 税 義 務 で あ る と 認 め ら れ る 第 二 次 納 税 義 務 に つ い て 独 立

し た 期 間 制限 を 設 け るた め 、徴 収法 32 条に 6 項 を追 加 し 、第二 次 納 税義

務 の 納 付 告知 の 期 間 制限 を 設 け、 同 条 に 7 項 を 追 加し 、 第 二次 納 税 義務

者か ら 徴 収す る 国 税 の徴 収 権 の消 滅 時 効 を設 け る 。 な お 、 6 項と し て 提

案す る 条 文に お け る 「 第 二 次 納税 義 務 の 成立 の 日 」 は 、 第 1 章第 1 節第

2 項 に お いて 確 認 し た と お り 、第 二 次 納 税義 務 の 法定 要 件 を 充足 し た時

点（ 日 ） とす る 。  

 

  国 税 徴収 法 第 三 十二 条 第 一項 ～ 第 五 項（ 略 ）  

国 税 徴 収 法 第 三 十 二 条 第 六 項  

税 務 署 長 は、 次 の 各 号に 掲 げ る第 二 次 納 税義 務 に 限り 、 第 一 項に 規定

す る 納 付 通知 書 に よ る告 知 は 、そ の 第 二 次納 税 義 務の 成 立 の 日か ら 五年

を 経 過 し た日 以 後 に おい て は する こ と が でき な い 。  

一  第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 負 う 第 二 次 納 税 義 務 、 但 し そ の

第二 次 納 税義 務 を 負 う者 が 、残 余 財 産の 分配 又 は 引渡 し を 受 けた

者（ 任 意清 算 中 の合 名会 社 お よび 合 資 会 社の 残 余 財産 の 分 配 又は

引渡 し を 受け た 者 を 除く 。）で あ る 場合 に限 る 。  
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二  第 三 十四 条 第 二 項 の 規 定 によ り 負 う 第二 次 納 税義 務  

 三  第 三十 八 条 の 規定 に よ り負 う 第 二 次納 税 義 務  

四  第 三 十 九 条 の 規 定に よ り 負う 第 二 次 納税 義 務  

五  第 四 十一 条 第 二 項の 規 定 によ り 負 う 第二 次 納 税義 務  

 

国 税 徴 収 法 第 三 十 二 条第 七 項  

納 税 者 の 国 税 を 第 二 次 納 税 義 務 者 か ら 徴 収 す る こ と を 目 的 と す る 国

の 権 利（ 以下 こ の 項 にお い て「国 税 の 徴 収権 」と いう 。）は 、前項 各 号に

掲 げ る 第 二次 納 税 義 務に よ る 国税 の 徴 収 権 に 限 り 、第 一 項 に 規定 す る納

付 通 知 書 によ る 告 知 があ っ た 日か ら 五 年 間行 使 し ない こ と に よっ て 、時

効 に よ り 消滅 す る 。 なお 、 国 税の 徴 収 権 の 時 効 に つい て は 、 この 項 に別

段 の 定 め があ る も の を除 き 、 国税 通 則 法 第七 十 二 条の 規 定 を 準用 す る。  

 

 提言 に よ る効 果  

第 1 項 に おけ る 提 言 によ り 、 上記 の 類 型 に独 立 し た「 第 二 次 納税 義務

の 納 付 告 知の 期 間 制 限 」 な ら びに 「 第 二 次納 税 義 務者 か ら 徴 収す る 国税

の 徴 収 権 の消 滅 時 効 」を 設 け るこ と に つ いて 生 じ る効 果 に つ いて 考 察す  

る。  

は じ め に 、納税 者 に 対す る 効 果を 考 察 す る。「 第 二次 納 税 義 務の 納 付告  

知 の 期 間 制限 」 を 設 ける こ と で 、 期 間 制 限後 に は 第二 次 納 税 義務 の 納付

告 知 を 受 ける 可 能 性 はな く な るた め 、 納 税者 を い つで も い つ まで も 第二

次 納 税 義 務の 納 付 告 知を 受 け る可 能 性 か ら解 放 し 、法 的 安 定 性を 与 える

効 果 が あ る。  

そ し て 、「第 二 次 納 税義 務 者 から 徴 収 す る 国 税 の 徴収 権 の 消 滅時 効 」を

設 け る こ とに よ り 、 第二 次 納 税義 務 に 対 して 、 独 立し た 消 滅 時効 が 進行
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す る こ と とな る た め 、 主 た る 納税 義 務 の 時効 の 中 断 等 に 附 従 して い たこ

と に よ り 予測 可 能 性 が阻 害 さ れて い た 面 がな く な り 、 予 測 可 能性 を 得る

と い う 効 果が あ る 。  

次に 、課 税 庁に 対 す る効 果 を 考察 す る。「 第 二次 納 税義 務 の 納付 告 知 の

期 間 制 限 」を 設 け る とい う こ とは 、 現 行 の主 た る 納税 義 務 が 存在 す る限

り 納 付 告 知が 可 能 と され る 取 扱い に 比 し て、 第 二 次納 税 義 務 を適 用 す る

こ と が で きる 件 数 が 減少 す る とい う 効 果 が 考 え ら れる 。 こ の 効果 は 、課

税 庁 の 徴 収上 の 弊 害 とい え る であ ろ う 。 ただ し 、 筆者 が 提 示 した 期 間制

限は 5 年 で ある が 、 この 期 間 制限 を 経 過 後、 課 税 庁の 徴 収 確 保の 手 段 と

し て 適 用 の可 能 性 が ある の が、通 則法 42 条に お い て準 用 す る 民法 424 条

（ 詐 害 行 為取 消 権 ）であ る 2。民法 424 条 の客 観 的 期間 制 限 に つい て 、現

行 の 民 法 426 条 （ 詐 害行 為 取 消権 の 期 間 の制 限 ） では 、 詐 害 行為 の 時か

ら 20 年の 期 間 制限 を定 め て いる 3（ 令 和 2 年 ４月 1 日よ り 10 年 の期 間 制

限 と な る 4。）。 期 間 制 限 の 5 年 経 過 後に お いて は 、 通則 法 42 条の 適 用 を

検 討 す る こと に よ り 、 主 た る 納税 義 務 者 およ び 第 二次 納 税 義 務者 と 成り

得 る 者 が と も に 詐 害 の意 思 の 有る 悪 質 と もい え る 事例 に つ い ては 、 課税

庁 の 徴 収 上、期間 制 限が 20 年（令 和 2 年４ 月 1 日よ り 10 年。）と な ると

い え る 。 その た め 、 主た る 納 税義 務 者 、 第二 次 納 税義 務 者 と もに 詐 害の

意 思 の 有 る悪 質 と も いえ る 滞 納事 例 に つ いて は 、 課税 庁 の 徴 収上 の 弊害

は 少 な い もの で あ る と考 え ら れる 。  

そ し て 、 「 第 二 次 納 税 義 務 者 か ら 徴 収 す る 国 税 の 徴 収 権 の 消 滅 時 効 」

を 設 け る こと に よ る 効果 で あ るが 、 こ ち らは 「 第 二次 納 税 義 務の 納 付告

知 の 期 間 制限 」 の 効 果と は 反 対に 、 現 行 にお け る 「 第 二 次 納 税義 務 者か

ら徴 収 す る 国 税 の 徴 収権 の 消 滅時 効 」 の 取扱 い に 比し て 、 時 効に よ る 課

税 庁 の 徴 収上 の 影 響 は減 少 す ると 考 え ら れる 。 現 行の 取 扱 い は、 主 たる
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納 税 義 務 の時 効 中 断 の効 力 が 第二 次 納 税 義務 に 及 び、 主 た る 納税 義 務が

時 効 に よ って 消 滅 す ると 第 二 次納 税 義 務 も消 滅 す るこ と に な ると さ れて

い る 。 こ れ に よ る と 、 主 た る 納 税 義 務 が 時 効 に よ っ て 消 滅 す る と 第 二 次

納 税 義 務 も消 滅 す る とい う 解 釈に よ っ て 、主 た る 納税 義 務 に つい て 消滅

時 効 の 期 間が 満 了 し たと き 、 すな わ ち 、 第二 次 納 税義 務 制 度 が最 も 効果

を 発 揮 す べき と き に 第二 次 納 税義 務 も 消 滅 し て し まう 。 こ れ に対 し 、独

立し た 「 第二 次 納 税 義務 者 か ら 徴 収 す る 国税 の 徴 収権 の 消 滅 時効 」 を設

け る こ と によ り 、 第 二次 納 税 義務 は 、 主 たる 納 税 義務 の 時 効 によ る 消滅

の 影 響 を 受け ず 、 独 立し た 納 税義 務 と し ての 第 二 次納 税 義 務 を全 う すべ

く 、 第 二 次納 税 義 務 自体 の 時 効が 完 成 す るま で は 消滅 し な い 。独 立 した

第 二 次 納 税義 務 の 時 効 が 存 続 して い る 限 り は 、 第 二次 納 税 義 務に つ いて

滞 納 処 分 手続 き を 続 行す る こ とが で き る こと に な るの で 、 主 たる 納 税義

務の 時 効 によ る 課 税 庁の 徴 収 上の 影 響 は 減少 す る と考 え ら れ る 。  

 

第２ 節   第 二 次 納税 義 務 制 度 の 今 後 の課 題  

 

 第 二 次 納税 義 務 者 の権 利 救 済に つ い て は、 最 高 裁平 成 18 年判 決 5に お  

い て 、 主 たる 納 税 義 務者 に 対 する 課 税 処 分の 租 税 訴訟 に お け る第 二 次納

税義 務 者 の原 告 適 格 6が認 め ら れ 、租税 訴 訟に よ る 第二 次 納 税 義務 者 の 権

利 救 済 の 途が 開 か れ た。  

さ ら に 平 成 24 年 度 税制 改 正 にお い て 、 第二 次 納 税義 務 の 納 付 告 知処

分 に つ い て改 善 さ れ た点 が あ る。 そ れ は 第二 次 納 税義 務 の 納 付 告 知 処分

と し て の 納付 通 知 書 に「 理 由 附記 」 を す るこ と と され た 点 で ある （ 通則

法 74 条の 14 第 1 項 （行 政 手 続法 の 適 用 除外 ））。 この 改 正 が 行わ れ るま

では 、 納 付通 知 書 に 適用 法 条 の記 載 は さ れて い た が、 具 体 的 事実 関 係に
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基 づ く 処 分理 由 を 附 記す る こ とは 、必要 とさ れ て いな か っ た 7。第 二 次納

税 義 務 が 課さ れ た 具 体的 事 実 関係 に 基 づ く処 分 理 由の 附 記 を 求め た 裁判

と し て は 、東 京 地 判 昭 和 49 年 12 月 20 日 8にお い て「 記 載 を 命ず る 規 定

は な く 」 必要 と し な いと 判 示 があ り 、 そ の後 も た びた び 処 分 理由 の 附記

を 求 め る 訴え 9は あ っ た。 そ し て 、 平 成 24 年 度 税制 改 正 にお いて 、 よ う

や く 処 分 の適 正 化 と 納税 者 の 予見 可 能 性 の確 保 の 観点 か ら 、 行政 手 続法

8 条 お よ び 14 条 に 基づ き 理 由附 記 を す るこ と と なっ た の で ある 1 0。  

第 二 次 納 税義 務 者 の 原告 適 格 が認 め ら れ たこ と 、 およ び 、 処 分理 由の

附 記 を 要 する よ う に なっ た こ と は 、 第 二 次納 税 義 務者 の 納 税 者と し ての

独 立 性 の 側面 が 認 め られ た と いう こ と に 他な ら な い。 第 二 次 納税 義 務制

度 の 今 後 の課 題 と し て、 次 に 第二 次 納 税 義務 の 独 立性 の 側 面 から 検 討が

重 ね ら れ るべ き は 、 本論 文 に て検 討 し た 第二 次 納 税義 務 の 期 間制 限 であ

ると 考 え る 。 第 二 次 納税 義 務 に関 し て は 条文 そ の もの が わ ず かで あ り、

解 釈 に 依 存す る 余 地 が多 く 、 残さ れ た 課 題は ま だ 多い 。 こ れ から 一 層の

第 二 次 納 税義 務 の 研 究お よ び 判例 の 積 み 重ね に よ る立 法 措 置 も必 要 であ

る と 思 わ れる 。  

 

 
1  徴 収 法 で は 、 納 税 者 の 定 義 を 定 め る 2 条 6 号 の 条 文 に お い て 、 第 二 次 納

税 義 務 者 は 納 税 者 か ら 除 か れ て お ら ず 、 第 二 次 納 税 義 務 者 も 含 ま れ る 。

（ 吉 国 二 郎 ほ か 『 国 税 徴 収 法 精 解 （ 平 成 30 年 改 訂 ）』 108 頁 （ 大 蔵 財 務 協

会 、 平 成 30 年 ）。  
2 現 行 で は 、徴 基 通 3 2 条 関 係 3 1（ 第 二 次 納 税 義 務 と 詐 害 行 為 取 消 権 と の 関

係 ）に お い て 、第 二 次 納 税 義 務 の 成 立 要 件 と 詐 害 行 為 取 消 権 の 要 件 の 双 方

を 満 た す 場 合 に は 、 い ず れ に よ る こ と も で き る 、 と さ れ て い る 。  
3 民 法 4 26 条 で は 、債 権 者 が 取 消 し の 原 因（ 詐 害 行 為 ）を 知 っ た 時 か ら 詐 害

行 為 取 消 権 を 2 年 間 行 使 し な い と き は 時 効 に よ っ て 消 滅 す る と し 、詐 害 行

為 の 時 か ら 2 0 年 を 経 過 し た と き も 、 同 様 と す る と 規 定 し て い る 。  
4 平 成 29 年 6 月 2 日 公 布 「 民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 に よ り 、 令 和 2 年

4 月 1 日 よ り 施 行 さ れ る 。  
5 最 判 平 成 18 年 1 月 19 日 民 集 60 巻 1 号 6 5 頁 。  
6  当 該 判 決 で は 直 接 法 （ 第 二 次 納 税 義 務 者 が 直 接 主 た る 納 税 義 務 者 の 課 税

処 分 に つ い て 争 う 方 法 ） の 原 告 適 格 が 認 め ら れ た 。  
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7  徴 収 法 施 行 令 1 1 条 （ 第 二 次 納 税 義 務 者 に 対 す る 納 付 通 知 書 等 の 記 載 事

項 ）。  
8 東 京 地 判 昭 和 4 9 年 12 月 20 日 訟 務 月 報 2 1 巻 3 号 694 頁 。  
9 名 古 屋 国 税 不 服 審 判 所 平 成 1 9 年 2 月 20 日 裁 決 な ど 。  
1 0  小 林 徹『 国 税 徴 収 法 基 本 通 達 逐 条 解 説（ 平 成 30 年 版 ）』 2 60 頁 (大 蔵 財 務

協 会 、 平 成 3 0 年 )。  
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おわ り に  

 

本 論 文 に おい て 、 第 二次 納 税 義務 と 期 間 制限 に つ いて 考 察 す るに あた

って 、 今 後、 第 二 次 納税 義 務 制度 は ど う ある べ き かを 考 え た 。 第 二 次納

税 義 務 制 度は 、 我 が 国 の 税 法 上、 租 税 回 避対 策 と し て 作 ら れ た規 定 の中

で最 も 古 いも の の 一 つで あ る と考 え ら れ る。 第 二 次納 税 義 務 制度 は 、 導

入 さ れ た 昭和 26 年 （ 1951 年） か ら 令 和 2 年 （ 2020 年 ） に至 る 現 在 ま で

我 が 国 に 必要 と さ れ てき た 制 度 な の で あ る。 は た して 第 二 次 納税 義 務 制

度は こ れ から も 我 が 国に 必 要 とさ れ る の であ ろ う か。  

 

日本 国 憲法 30 条（ 納税 の 義 務）  

  国 民 は、 法 律 の 定め る と ころ に よ り 、納 税 の 義務 を 負 ふ 。  

 

 納 税 の 義務 は 、 日 本国 憲 法 にお い て 定 めら れ て いる 国 民 と して の 義務

であ る 。 第二 次 納 税 義務 制 度 が必 要 と さ れる と い うこ と は 、 本来 の 納税

義務 者 が 何等 か の 原 因に よ り 滞納 し て い る、 す な わち 、 納 税 の義 務 を果

た し て い ない と い う こと で あ る。 さ す れ ば 当 然 で は あ る が 、 第二 次 納税

義務 制 度 が必 要 と さ れな い 我 が国 で あ る 方が 良 い ので あ る 。  

 国 税 庁 発表 の 平 成 30 年 度 末 の国 税 滞納 残 高 は 、 約 8,118 億 円で あ っ

た 1。こ の滞 納 に 対し て 、第 二次 納 税 義務 制度 の 規 定が 適 用 で きる 場 合 は

所 定 の 第 二次 納 税 義 務者 が 第 二次 納 税 義 務を 負 う こと に な る 。で は 、 第

二 次 納 税 義務 制 度 の 規定 が 適 用で き な い 滞納 に 対 して は ど う であ ろ う か。

そ の 滞 納 に対 し て の 補填 は 、 納税 者 全 員 で行 っ て いる こ と に なる 。 そう

考 え る と 、 実 は 納 税 者全 員 が 第二 次 納 税 義務 者 で ある と も い える の では  

な か ろ う か。 納 税 者 全員 が 「 自ら の 納 税 の義 務 を 果た す 。」 こと こ そ が、 
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第 二 次 納 税義 務 が 必 要と さ れ なく な る と いう こ と であ ろ う 。  

 

假に 人 民 の徳 義 今 日 より も 衰 へて 尚 無 學 文盲 に 沈 むこ と あ ら ば、

政 府 の 法 も今 一 段 嚴 重に な る べく 、 若 し 叉人 民 皆 學問 に 志 し て物 事

の 理 を 知 り文 明 の 風 に赴 く こ とあ ら ば 、 政府 の 法 も尚 叉 寛 仁 大度 の

場 合 に 及 ぶべ し 。 法 の苛 き と 寛や か な る とは 、 唯 人民 の 徳 不 徳に 由

て 自 か ら 加減 あ る の み 2。  

 

 上 記 は 『 學問 の す ヽ め 』 初 編 端書 の 一 節 であ る 。 法律 が 厳 し かっ た り

寛 容 だ っ た りす る の は 国民 次 第 であ る 、 と いう こ と であ る 。 今 後も 第二

次 納 税 義 務 制度 が 必 要 とさ れ る かど う か は 、国 民 の 納税 へ の 志 次第 とい

う こ と に なる 。  

こ れ か ら の 我が 国 に 必 要な の は 「税 」 に 関 する 教 育 では な か ろ うか と

考え る 。義務 教 育 を 受け る 年 代に お い て 、「 税 」に 関 する 知 識 を学 ぶ こと

で 、税 の 仕 組み 、 税 の 使い 道 を 学び 、 肯 定 的な 意 識 で自 ら の 納 税の 義 務

を 果 た す 方向 に 次 世 代を 導 く こと こ そ が 必要 で あ ると 考 え る 。  

 

 
1  国 税 庁 報 道 発 表 資 料 「 平 成 30 年 度 租 税 滞 納 状 況 に つ い て 」（ 国 税 庁 H P）

https :// www. nta .go. jp/in for mati on/ rele ase/k oku zeic ho/ 2019 /soze i_t

aino/ ind ex.h tml (令 和 1 年 11 月 18 日 訪 問 )。  
2 福 澤 諭 吉 『 学 問 の す ヽ め 』 18 頁 （ 岩 波 書 店 、 昭 和 17 年 ）。  
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